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第で 章

制度の概要慨の

1勲章｡褒章制度の沿革

2勲章"褒章制度の法的根拠

S勲章･褒章の種類と授与対象

4栄典に関する組織



1 勲章。褒章制度の沿革

明治4年9月、維新の大業なった新政府は、当時いわば「立法機関」として諸制度の建

議の任に当たっていた「左院」に対して勲章制度の審議を指示し、次いで明治6年、左院

の建議に基づき、二等議官細川潤次郎ら5名を「メダイユ取調御用掛」に任命した。取調

御用掛は、旧幕府陸露奉行時代にも勲章制度の検討に携わっていた三等議官大給恒（後の

賞勲局総裁）を中心に西欧諸国における勲章制度の調査を行い、我が国における勲章制度

の創設に向けて検討を進め、明治8年4月に「勲章従軍記章制定ノ件」 （太政官布告第54

号）が公布された。これが現在の旭日章の基になったもので、我が国の勲章制度の始まり

となっている。以降、明治9年に菊花章、明治21年に瑞宝章と宝冠章、また、昭和12年

には文化勲章が制定された。

褒章については、明治14年12月の『褒章条例」 （太政官布告第63号）公布により、紅

綬褒章、緑綬褒章、藍綬褒章が制定されたのが始まりで、以降、大正7年に紺綬褒章、昭

和30年に黄綬褒章と紫綬褒章が制定され、現在に及んでいる。

生存者に対する叙勲は、戦後一時停止されていたが、昭和39年春から春秋叙勲として

再開され、また、褒章も、昭和53年から春秋の褒章として春秋叙勲と同日付けで発令す

ることとされ、国家又は公共に対する功労、あるいは社会の各分野における優れた行いを

表彰する重要な制度として運用がなされてきたところであるが、21世紀を迎え、栄典制度

を社会経済情勢の変化に対応したものとするため、見直しを行い、平成15年秋の叙勲及

び褒章から現在の制度に移行した。

現在、生存者に対する勲章・褒章の授与は原則として年2回、春は4月29日、秋は11

月3日に春秋叙勲及び褒章（紅綬褒章、緑綬褒章、黄綬褒章、紫綬褒章及び藍綬褒章の5

種類）が、また､著しく危険性の高い業務に精励した者を対象とする危険業務従事者叙勲

が春秋叙勲と同日付けで発令されている。
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2勲章・褒章制度の法的根拠

栄典は、国家又は公共に対する功労、あるいは社会の各分野における優れた行いを表彰

する制度である。 日本国慾法第7条第7号は、天皇の国事行為の一つとして、栄典の授与

を定めている。また、 日本国憲法第14条は、 「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかな

る特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限

り、その効力を有する」ものと定めている。

なお、天皇の国事行為はすべて、内閣の助言と承認を必要とすること（日本国憲法第3

条、第7条）から、栄典の授与は、すべて閣議決定を経た上、裁可を得て発令される。

なお、現行の栄典関係諸法令は、いずれも日本国憲法施行前に制定された太政官布告、

勅令等であるが、これらは､いずれも、政令に相当する効力をもつものとして、現行憲法

下に継承されている。

(注） 「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」 （昭和22年法律第72

号）第1条は、 「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を

規定するものは、昭和22年12月31日まで、法律と同一の効力を有するものとする｡jと定めている

が、太政官布告、勅令等はここにいう 『命令」には該当するとしても、栄典に関する事項は、国民の

権利錐務に直接関係するものではなく、必ずしも法律で規定しなければならない事項ではないと解さ

れるので、これら太政宮布告、勅令等は、昭和22年限りでその効力を失ったものと解することはで

きない。

なお､栄典関係法令は、 「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」

(昭和22年5月3日政令第14号）により、政令等と同一の効力を有するものとされている。

／
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3勲章・褒章の種類と授与対象

(1） 勲章

(注） 上記の勲章以外に、銀杯（菊紋）又は木杯（菊紋）を授与することがある。

また、外国人に対する儀礼叙勲等特別な場合に、女性のみに授与される勲章として、

望慧謹(宝冠大綬章、宝冠牡丹章、宝冠官蕊聲､宝冠藤允箪宝冠溝暴露､宝
滝いじゅしよう ぼたんL・主う

は二うし兵う

冠波光章）がある。

－5－

勲章の種類
早
“
＠
■受与対象

曙いくんいさっがしょう

大勲位菊花章
けいしよく

大勲位菊花章頸飾
だいじ瞼しよう

大勲位菊花大綬章

とうかだいじゅしよう

桐花大綬章

旭日大綬章又は瑞宝大綬章を授与され

るべき功労より優れた功労のある者

ざ上くじつし,kう

旭日章

だいじゅL′よう

旭日大綬章

じ･”こうしよう

旭日重光章

急'”じ噂しよう

旭日中綬章

し共うじ：｜ﾄしよう

旭日小綬箪

そうこうしより

旭日双光章

たんこうしょう

旭日単光章

ずいほうしよう

瑞宝章

だいじゆしよう

瑞宝大綬章

じゅうこうしょう

瑞宝重光章

ちゅうじゅし農う

瑞宝中綬章

しょうじ吟しとう

瑞宝小綬章

そうこうしよう

瑞宝双光章

たん,－うしょう

瑞宝単光章

国家又は公共に対し功労のある者

〔旭日章〕

功績の内容に着目

し、顕著な功績を

挙げた者

､

〔瑞宝章〕

公務等に長年にわ

たり従事し、成績

を挙げた者

ぷんかくんしよう

文化勲章
文化の発達に関し特に顕著な功績のあ

る者



(2） 褒章

L:主<ば人，

(注） ア同種の褒章を再度授与すべき場合は､褒章に代え、飾版を授与する。

イ褒章（紺綬褒章を除く｡）を授与されるべき者が死亡した場合は、その遺族に銀

杯（桐紋）を授与する。

臆うじ上う

ウ褒章を授与されるべき者が団体である場合には、褒章に代え褒状を授与する。

エ紺綬褒章を授与されるべき者が死亡した場合は､その遺族に褒状又は木杯(桐紋）

を授与する。

オ紺綬褒章には木杯（桐紋）を併せて授与することがある。

力○印は春秋褒章として発令される。

※参考

位階

位階は、位階令（大正15年勅令第325号）により定められ、正従各8階の16階

とされている。位階は、現在、死亡者に対してのみ運用されている。

なお、位階に関する事務は、内閣府大臣官房人事課で所管している。

〆
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種 別
■
。
■
旬受与対象

こうじ.ゅI量うしょう

○紅綬褒章 自己の危難を顧みず人命の救助に尽力した方

りょくじゆほうしょう

○緑綬褒章
長年にわたり社会に奉仕する活動（ボランティア活動）に従事し、
顕著な実績を挙げた方

おうじ沙{患うしょう

○黄綬褒章
農業、商業、工業等の業務に精励し、他の模範となるような技術
や事績を有する方

しじゆぼうしょう

○紫綬褒章
科学技術分野における発明・発見や、学術及びスポーツ・芸術文
化分野における優れた業績を挙げた方

らんじ識ほうしよう

○藍綬褒章
会社経営、各種団体での活動等を通じて、産業の振興、社会福祉
の増進等に優れた業績を挙げた方
国や地方公共団体から依頼されて行われる公共の事務（保護司、
民生・児遮委員、調停委員等の事務）に尽力した方

こんじゅI蚤うし‘kう

紺綬褒章 公益のため私財を寄附した方



4栄典に関する組織

(1） 内閣府賞勲局

栄典は、 日本国憲法第7条第7号の規定に基づき、内閣の助言と承認の下に天皇が

授与するものであり、これに必要な審査、伝達等の事務は内閣府設騒法（平成11年

法律第89号）に定めるところにより、内閣府の任務、権限とされている。

勲章、褒章及び位階について、内閣府内における事務の配分は、位階の運用を内閣

府大臣官房人事課とするほかは、すべて内閣府賞勲局の所蟻するところとされている

（内閣府本府組織令)。

なお、内閣府賞勲局が所掌している事務について、第2章で詳述している。

(2） 各省各庁の長

①栄典の授与について、その候補者の推薦は、従来から、必ず各省各庁の長を経由し

て行うものとされ、特に春秋叙勲及び文化勲章については、 「勲章及び文化勲章各受

章者の選考手続について」 （昭和53年6月20日閣議了解) (R14参照）において、こ

のことが確認されている。この意味において各省各庁の長は、栄典の組織として位置

付けられている。

ここで、各省各庁の長とは、上記閣識了解に示されているとおり、衆議院議長、参

議院議長、国立国会図謹館長、最高裁判所長官、内閣総理大臣、各省大臣、会計検査

院長、人事院総裁、宮内庁長官及び内閣府に極かれる外局の長をいうが、外国人叙勲

については、外務大臣が単独で、又は他の各省各庁の長と共に候補者を推薦し（外務

省設置法第4条第20号)､文化勲章については､文部科学大臣が候補者を推薦する(上

記閣議了解）ものとされている。

なお、各省各庁の長においては、管下各部局・地方機関、地方公共団体、関係団体

に対し、候補者の推薦を依頼し、候補者の選考を行っている。

②①のとおり、候補者の推薦は必ず各省各庁の長を経由して行うものとされているが、

勲章の授与の場合は、候補者のすべての功労を総合的に評価することが基本であるた

め、個別の候補者について、その功労が複数の分野にわたる場合には、どの府省が推

薦事務を処理すべきかが問題となる場合がある。この場合は、原則としてそれらの功

労内容のうち最も高い功労のある分野の事務を主管する府省が推薦するものとし、そ

れらの功労の程度が同等であると思われるときは、現職又は最終の職を基準として推

薦府省を決めるものとし、従たる功労等に係る分野の事務を主管する府省からは副申

の提出を受けるものとしている。

なお､賞勲局では、推薦府省の所管する事項以外に他の功労を有する候補者につい

ては、功労を審査する際に推薦府省以外の府省の意見も聴き、必要に応じて副申の提

出を求めるなど総合的評価を行っている。
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(3) 栄典に関する有識者

賞勲局では、栄典制度について広く国民各界各層の意見を聴くため、各界の有識者
に「栄典に関する有識者」 （以下「有識者」という｡）を依頼している。この有識者は、
第46回国会（昭和39年）における「総理府設置法の一部を改正する法律案」 （春秋

叙勲の開始に伴う内閣総理大臣官房賞勲部から総理府賞勲局への改組）の審議の際、
衆識院において『栄典の授与に当たっては、広く国民各界各層の意見を反映せしめる
等適切な措置を講ずべき」旨、また、参議院において「審議会等を設け栄典制度の公
正を期すべき」旨の附幣決議があったため、その趣旨を尊重し、昭和39年秋の叙勲

を機会に依頼することとなったもので、栄典制度に係る基本的事項について、原則と
して毎年春と秋に意見を聴くこととしている。 ‘

現在の有識者は、次のとおりである。

【栄典に関する有識者】 （任期；平成29年4月～平成32年3月）

元内閣官房副長官 漆間 巌

現関東学院大学国際文化学部教授 君塚 直隆

東京藝術大学大学院国際芸制捕り造

研究科教授

東京大学総長

㈱三菱総合研究所理事長

現
熊倉 純子

元
現 小宮山 宏

I

現北海道知事 高橘 はるみ

外務事務次官

最高裁判所判事

一
兀
一
兀

竹内 行夫

現立教大学社会学部教授 萩原 なつ子

現東京大学先端科学技#研究センタ 牧原 出
一教授

㈱NTTデータ社長

内閣府公益認定等委員会委員長

元
現 徹山下

日本経済団体連合会副会長、審議

員会議長

新日本石油㈱社長

元

渡 文明

元

(50音順、敬称略）
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｢栄典に関する有識者」について

［焉篭墓重夫皇塁呈）
改正平成12年12月28日

同 14年2月 4日

1 趣旨

栄典の授与に当たっては、広く国民の意見を反映させ、もって栄典制度が公正に運

用されるよう努める必要がある。

このため、内閣総理大臣は、栄典制度に係る基本的事項について各界の有識者の意

見を聴き、栄典行政にその意向を反映させるものとする。

2栄典に関する有識者への依頼

(1) 内閣総理大臣は、各界からおおむね10名の「栄典に関する有識者」 （以下「有

識者」という｡）を依頼する。

（2） 有識者への依頼の期間は、 3年間とする。

3意見聴取

(I) 内閣総理大臣は、原則として、毎年春と秋に有識者の意見を聴くものとする。

（2） 前号のほか、内閣総理大臣は、必要に応じ有識者の意見を聴くものとする。

4庶務

有識者の意見聴取に係る庶務は、内閣府賞勲局において処理する。
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第2章

勲章○褒章の事務事の

国手

園〒

勲章の事務

春秋叙勲
外国人叙勲
文化勲章
危険業務従事者叙勲

I

1春秋叙勲

2外国人叙勲
3文化勲章
4危険業務従事
5高齢者叙勲
6死亡叙勲
7緊急叙勲

亜褒章の事務

1春秋褒章
2紺綬褒章
s遺族追賞



I 勲章の事務

1 春秋叙勲

（1）概要

春秋叙勲は、 「生存者叙勲の開始について」 （昭和38年7月12日閣議決定）に基づ

く生存者に対する叙勲として､昭和39年4月29日に各界の功労者に対しその第1回

が発令されたのに始まり、以来、毎年春は4月29日、秋は11月3日の2回発令され

ている。

春秋叙勲の推薦手続については､従来､必ずしも統一されていない面もあったため、

春秋叙勲が定着したことにもかんがみ､｢勲章及び文化勲章各受章者の選考手続につい

て」 （昭和53年6月20日閣議了解） （更14参照）を定めて、手続の整備を行った。そ

の骨子は、次のとおりである。

〔骨子〕

(1) 内閣総理大臣は、春秋叙勲候補者推薦要綱を決定し、閣議に報告する。

(2) (1)の推薦要綱に基づき、衆議院議長、参議院議長、国立国会図審館長、最高

裁判所長官、内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長、人事院総裁、宮内庁長官

及び内閣府に置かれる外局の長は、候補者を内閣総理大臣に推薦する。

(3) 内閣総理大臣は、 （2）により推薦された候補者について審査を行い、勲章の授

与について閣議の決定を求める。

この閣議了解に基づき、昭和53年秋から、従前の実施要綱に代えて、毎回、 「叙勲

及び賜杯候補者推薦要綱」が定められていたが、要綱の内容について必ずしもその都

度変更を要しないことから「春秋叙勲候補者推薦要綱』 （平成2年12月12日内閣総

理大臣決定）が定められ、平成3年春以降はこれに基づいて行われた。栄典制度の改

革に伴い、平成15年秋以降は現在の推薦要綱(R15参照）に改められている。

これらの「選考手続｣、 『推薦要綱」は、栄典に関する有識者(R8参照）の意見を

聴き、内閣総理大臣が決定し、閣議了解又は閣議報告されたものであり、これに基づ

き、擬勲局は、候補者の協議を受け、審査の上、その結果推薦された者について閣議

決定を求める。これらの手続の概略は（2）事務の流れのとおりである。

また、栄典制度改革の一環として、平成15年秋より一般の方々からも春秋叙勲の

候補者としてふさわしい者の推薦を受け付ける制度が開始された（翌26参照)。

－13－



勲章及び文化勲章各受章者の選考手続について

［ ］
昭和53年6月20日

閣 議 了 解

最終改正平成28年9月16日

毎年の春秋叙勲及び春秋外国人叙勲において授与される勲章（杯を含む。以下「勲章」

という｡）並びに毎年秋に授与される文化勲章の受章者の選考は、次の手続によるものとす
る。

(I) 内閣総理大臣は、勲章については春秋叙勲候補者推薦要綱及び春秋外国人叙勲候補者

推薦要綱を、文化勲章については文化勲章受章候補者推薦要綱を、それぞれ決定し、閣
議において報告する。

(2) (1)の各推薦要綱に基づき、衆議院議長、参議院議長、国立国会図書館侭最高裁判

所長官、内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長、人事院総裁、宮内庁長官及び内閣府

に置かれる外局の長（以下「各省各庁の長」 という｡）は春秋叙勲候補者を、外務大臣

は春秋外国人叙勲候補者を、文部科学大臣は文化勲章受章候補者を、それぞれ内閣総理
大臣に推薦する。

この場合において、春秋外国人叙勲候補者の推薦については､各省各庁の長は、あら

かじめ、外務大臣に意見を述べることができるものとし、文化勲章受章候補者の推薦に

ついては、文部科学大臣は、あらかじめ、文化審議会令（平成12年6月7日政令第2

81号）第5条第1項に規定する文化功労者選考分科会に属する委員である者全員の意
見を聴くものとする。

13) (1)に定めるもののほか、内閣総理大臣は、春秋叙勲候補者としてふさわしい者の一

般推薦要綱を定め、春秋叙勲候補者としてふさわしい者の一般からの推薦を受け付け

るとともに、当該要綱に基づき、各省各庁の長又は各都道府県知事と春秋叙勲候補者

としての推薦の可否を調整する。

(4) 春秋叙勲候補者推薦要綱に基づき、各省各庁の長又は各都道府県知事は、 (3)の調整
を終えた春秋叙勲候補者を内閣総理大臣に推薦する。

(5) 内閣総理大臣は、 (2)及び(4)により推薦された候補者について審査を行い、勲章及
び文化勲章の授与について閣議の決定を求める。

(6) 勲章は、春にあっては4月29日、秋にあっては11月3日に、文化勲章は、 11
月3日に発令するものとする。
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春秋叙勲候補者推薦要綱

成15年5月1 6

閣総理大臣決

成1 5年5月20

識 報

成28年9月1 6

部 改

成28年9月16

識 報

平
内
平
閣
平
一
平
閣

日
定
日
告
日
正
日
告

1 春秋叙勲において授与される勲章（杯を含む。以下「勲章」 という｡）の受章者の予定
数は、毎回おおむね4， 000名とする。

2衆議院議長、参議院議長、国立国会図番館長、最高裁判所長官、内閣総理大臣、各省

大臣、会計検査院長、人事院総裁、宮内庁長官及び内閣府に置かれる外局の長（以下『各

省各庁の長」という｡）並びに各都道府県知事は、次の(I)又は(2)に掲げる者（日系一世

である者を含む｡）のうちから、国家又は公共に対する功労のある者を選考し、毎回、春
又は秋の叙勲候補者（以下『候補者」という｡）として内閣総理大臣に推薦するものとす
る。

(1) 70歳以上の者

（2） 55歳以上の者で次のア又はイに該当するもの

ア糖神的又は肉体的に著しく労苦の多い環境において業務に精励した者

イ人目に付きにくい分野にあって多年にわたり業務に精励した者

3各省各庁の長及び各都道府県知事が2により候補者を選考する場合において、その功

労となる活動が日本国憲法の施行の日前で終わっている者については原則としてその対

象としないものとし、昭和39年以降の春秋叙勲又は平成15年以降の危険業務従事者

叙勲により勲章を受章した者についてはその者がその後抜群の功労を挙げ、かつ、さき
に勲章を受章した後の経過年数が原則として7年以上であるものに限りその対象とする
ことができるものとする。

4 2の推薦を行うに当たっては、あらかじめ、文書により内閣府賞勲局に協議するもの
とする。

5 4の協議に関する書類の提出は、春の叙勲にあっては前年の12月26日までに、秋

の叙勲にあってはその年の6月30日までに行うものとする。

附則

春秋叙勲候補者推薦要綱（平成2年12月12日内閣総理大臣決定）は、廃止する。

附則

この決定は、平成28年9月16日から施行する。
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(2） 事務の流れ

【春秋叙勲の事務の流れ】
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煎者卜 ・一一一戸 勲章候補者とし：

て可能性がある；
者をおおまかに；
選抜
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① 協議書類の提出

各省各庁の長においては、推薦要綱及び賞勲局総務課長通達(P77参照）に基づ

き、各都道府県、市区町村、政府関係機関及び管下関係団体から候補者の推薦を求

め、選考の上、賞勲局に推薦する。

賞勲局に対する推薦手続は、推薦要綱に定めるとおり、あらかじめ、関係書類を

賞勲局に提出して協議し、その協議結果に基づき、正式に推薦手続を取るものと定

められ、協議書類の提出期限は、次のとおりである。

推薦要綱では、正式推薦に先立ち《協議を受けることとしているものであり、推

薦要綱に定められた協議書類の提出締切り後の受付は一切しないこととなっている。

なお、協議に係る予定の候補者のうち、以下の項目に該当する者については、協

譲謬類を提出する前に事前連絡をし､賞勲局に協議するものとしている(P73参照)。

②審査

賞勲局では、協議を受けた候補者について、功績内容等を精査し、過去の先例等

との比較検討の上、勲章授与の可否や授与する勲章の内閣府案を決定する。決定し

た内閣府案は、各省各庁の長に内示される。 。

③内示

内示に当たっては、賞勲局総務課長より各府省栄典担当課長に対し、通達(P.83

参照）を発出し、手続の細目を定めている。

なお、春秋叙勲の内示時期は、次のとおりである。

④推薦

各省各庁の長は、賞勲局より内示を受け、候補者の意思を確認の上、正式に推薦

を行う。なお、推薦に当たっては、勲章の授与に関する依頼書(R87参照）を提出

する。

提出期限については、叙勲の内示の際に連絡している6
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春の叙勲 前年の12月26日

秋の叙勲 当該年の6月30日

項 目 提出期限

ア大綬章を希望する候補者

イ新しい分野の候補者

ウ過去に叙勲・褒章の協議書類提出後、取下げ、

エ

辞退等をしたことがある候補者

再叙勲を希望する候補者

オ栄典の受章環境について検討を要する候補者

春の叙勲：前年の11月16日

秋の叙勲：当該年の5月16日

稗

春の叙勲 3月中下旬

秋の叙勲 9月中下旬



』

⑤閣議決定及び裁可

内閣は、内閣府からの閣議請議案を閣織に諮り決定する。閣議後、上奏し、裁可

を得て発令される。

⑥発令

発令日は、次のとおりである。

閣議決定、裁可後発令日までに若干の日があるが、この間に候補者が死亡した場

合は死亡同日付けで死亡叙勲として発令される。なお、閣議決定後に閣議決定以前

に死亡していたことが判明した場合は、速やかに閣議決定を取り消す閣議決定を行

う必要が生ずる。

⑦伝達及び拝謁

大綬章以上の勲章は宮中において天皇陛下から親授され、重光章の勲章は同じく

宮中において内閣総理大臣から伝達され、中綬章以下の勲章及び杯は各省各庁の長

等から伝達される。いずれも親授式または伝達式終了後、宮中において配偶者同伴

で天皇陛下に拝謁することとなっている。

(3） 候補者選考に当たっての留意事項

春秋叙勲は、 「生存者叙勲の開始について」 （昭和38年7月12日閣議決定）に定め

られているとおり、『国家又は公共に対し功労のある者を広く対象とする』ものであり、

各界各層から候補者を選考するものとされている｡したがって、中央において活躍し

ている者に偏ることなく長年地域社会に貢献した者を菰極的に選考し、あるいは、有

名人等に偏ることなく、人目につきにくい分野等において長年社会を支えてきた者の

選考に努めるなど、幅広く候補者を選考することが求められている。

①推薦年齢について

春秋叙勲の推薦年齢は、原則として70歳以上とされているが、精神的又は肉体

的に著しく労苦の多い環境や人目につきにくい分野等で長年業務に従事し、国家又

は公共に対し功労のあった者については、特例として昭和41年春以降、 55歳以上

で叙勲の対象とすることができるよう緩和している。

その対象範囲は、推薦要綱により、次のように定められている。

ア精神的又は肉体的に著しく労苦の多い環境において業務に精励した者

イ人目につきにくい分野にあって多年にわたり業務に精励した者
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春の叙勲 4月29日

秋の叙勲 11月3日



これらの分野の者は、世の支えとして目立たないところで働いている者ばかりで

あるので、候補者をいわば発掘する努力が必要である。参考までに、これらに該当

する者として、過去に叙勲された例を対象別に挙げれば次のとおりである。

水難救助員、山岳遡難救助員、消防団員、水防団員、電気工事人、鉱山労働者（鉱

山保安員、採炭員、坑内作業員等)、発電所保全員、病理細菌技師、エックス線技師
等

気象観測人、へき地の医師・助産師・保健師、保育士、看護師、介護職員、牧者、

鉄道関連従事者（機関士、線路工、電力工､保線工等)、自動車運転手、船員、踏切
警手、水理観測員､渡し守、電話交換手、旋盤工、造船関連従事者（造船鉄工、機

関修理工等)、染色工、木工、製紙工、陶器工、大工、左官、鳶、造園工、水道工事

人、道路工手、ボイラー技師、塗装工、表具師、蒔絵師、郵便集配員、港湾作業員、
港湾竣渋工、用務員、廷吏、執行官、守衛、信号工、灯台灯火監視協力者、森林看
守人、寮母、清掃作業員等

②再叙勲について

春秋叙勲により既に勲章を授与されている者については、その者が抜群の功績を

挙げ、かつ、先に勲章を授与された後の経過年数が原則として7年以上あるものに

限り、再度、勲章の授与を検討することができるものとされている。

なお、再叙勲の対象者は、現在、原則として抜群の功労のあった者であって、か

つ、中綬章以上に擬叙されるものとしている。

ただし、小綬章以下に擬叙される者であっても、先に勲章を授与された後の経過

年数が7年以上あり、かつぐ年齢80歳以上の者で前回の勲章の授与後上位の職に

就き、顕著な功績を挙げた者などについては、例外的に検討の対象とすることがで
きるものとされている。

③褒章（緑綬、黄綬、紫綬、藍綬褒章）受章者に対する勲章の授与について
勲章は、功労を総合的に評価するのに対し、褒章は褒章条例に定める特定の分野

の優れた事績があれば足りるため、褒章受章者が叙勲年齢に達した場合において、
他に評価できる顕著な功労を有する場合、叙勲候補者となることがあり得る。

しかしながら、短期間に同一人に褒章と勲章が重ねて授与されることは、勲章も

褒章も同じ国家の栄典であること及び叙勲候補者が多数存在していることから好ま

しくないため、褒章受章者については病気等特別の事情がある場合を除き、褒章受
章後5年以上経過しなければ勲章の対象としないこととしている。

ただし、紅綬褒章、紺綬褒章、災害救助活動による緑綬褒章及びオリンピック等

スポーツ競技による紫綬褒章については、事績の特殊性にかんがみ経過年数を必要
としない。

なお、 「他に評価できる顕著な功労を有する場合」とは、褒章受章時に評価の対象

となった事績と異なる分野における功績を有する場合のほか、同分野において褒章

受章後にさらに功績を挙げた場合もこれに該当するものとして扱っている。

『
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イ人目につきにくい分野にあって多年にわたり 業努に；脅励した者



④日本国憲法施行の日前の功労の取扱いについて

春秋叙勲は、日本国憲法の下における栄典であるという性格にかんがみ、 『功労と

なる活動が、 日本国憲法施行の日前で終わっている者については､原則として対象

としない」 （推薦要綱）ものとしている。

⑤刑罰を受けたことのある者等の取扱いについて

栄典は、その受章者が国民から広く祝福されるものでなければならない。春秋叙

勲においても､単に功労の大きさによることなく､刑罰を受けたことのある者等で、

栄典を授与するにふさわしくない者については、勲章の授与を差し控えている。

また、これらの事実の確認等を、候補者の推薦依頼及び内示の際に、各省各庁の

長に対し、文書及び口頭でお願いしているところである。推薦に関与した機関、地

方公共団体、関係団体においても、推薦時より発令に至るまで、この点十分に留意

し、遺漏のないよう処理することが求められる。

なお、栄典を授与することが不適当な者の取扱いは第3章にまとめてある。

⑥賜杯について

杯が授与されるのは、その者の功労を表彰する方法として勲章を授与することよ

りも杯を授与することがふさわしいと認められる者である。これまで、高位の僧侶

等が授与されている。

(4） 協議書類の作成要領について

叙勲審査に必要な書類は、次のとおりであるが、功績内容を評価する上で必要と認

められる場合は、適宜の様式で更に追加資料等の提出を求めている。

なお、功績調書、履歴番等の作成に当たっては、A4判たて、横書き、両面印刷を

基本とし、左綴じとする。

また、刑罰等調書、戸籍抄本等の市町村で作成する審類で、A4判以外のものは、

A4判の台紙に貼付し、左綴じとする。

ここでは、戸籍抄本以外の書類について書類作成上の注意事項、記載要領、記載例

を示すこととする。

(ｱ）功績調譜

功績調書は、功績の内容によって特色のある記述を必要とする場合があるの

で、各府省の実情に合わせて作成する。

また、功織の評価は具体的な行為とその効果等の程度によって判断すべきも

のであり、功績は細大もらさず具体的かつ簡潔に要領よく作成する。

〔留意事項〕

i 用紙は､A4判たて、横書き、両面印刷を基本とし、左綴じとすること。

h氏名を記載すること。

通功績の内容は抽象的な表現でなく具体的に記載すること。

iv功績が複数の分野にわたっているときは、分野ごとに分類し、項目別に

記載すること。
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v表彰歴のある者について、その功績を特記する場合は、表彰の種類、表

彰年月日及びその内容を記載すること。

(ｲ） 履歴響

履歴響は、下記の点に留意し、様式2-1 (R53参照）により作成する。

〔留意事項〕

i 用紙は、A4判たて、横書き、両面印刷を基本とし、左綴じとすること。

、氏名の字画は正確に記載し、ふりがなを付すこと。また、結婚等により

氏名が変わっている者については、旧氏名を現氏名の下に（ ）譜きで記

載し、ふりがなを付すこと。

通学歴等については、最終学歴（中退を含む｡)、試験、免許、資格、学位

等を年月日順に正確に記載すること。

iv職歴等については、次の区分により、それぞれ年次順に正確に記載する

こと。

(i)公務員歴については、官職、官等（戦前の判任官、高等官等)、俸給

（等級、号俸)、所属、階級（軍人等)、軍歴等を正確に記載すること。

(i)民間の職歴については、会社の名称及び役職名、並びにその始期及び

終期の年月日を正確に記載すること。

(M)議会議員等歴(国会議員､都道府県議会議員及び市区町村議会議員等）

については､たとえ継続していても改選ごとに始期及び終期の年月日を

正確に記載すること。

(W)審議会等歴については、設置府省名、名称並びに、その始期及び終期

の年月日を正確に記救すること。

(v)消防団歴については、消防団の階級別（団長、副団長、分団長等）に

始期及び終期の年月日を正確に記載すること。

(w)その他法律等に基づく委員歴（調停委員、保護司、行政相談委員等）

については､その任命等の始期及び終期の年月日を正確に記載すること。

（樹)民間団体歴については、団体の名称及び役職名、並びにその始期及び

終期の年月日を正確に記載すること。

v賞罰については、次のような区分により年次順に記載すること。

(i)叙位及び勲章（発令年月日を記載すること｡）

(i)褒章（発令年月日、種類及び受章理由を記載すること｡）

(i)その他の表彰（表彰年月日、表彰者、表彰理由を記載すること｡）

(W)刑罰（判決言渡し年月日、刑罰の内容、処罰の理由、判決言渡し裁判

所名、判決確定年月日及び刑終了年月日を記載すること。なお、当該判

決が恩赦法の適用を受けている場合は、その旨を併記すること｡）

vi生業歴、団体歴等、経歴には漏れのないように留意すること。

(ｳ）刑罰等調書（本籍市町村長の作成に係るもの）

用紙はA4判たて、横書きとし、様式は､原則として、様式2-2(R57参照）

による。A4判以外のものは、A4判の台紙に貼付する。

(工）戸籍抄本
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(ｵ）勲章審査票（指定の様式）

春秋叙勲の審査票には、 (A)、 (B)、 (A・C-2)及び(B.D.E-2)の4種類の様式があ

り、 うち(A.C･2)と(B.D.E-2)については、記入する経歴が2枚以上にわたる場

合の2枚目以降の様式である。作成に当たっては、適宜の様式を組み合わせて

使用する。履歴書記載事項のうち生業歴、議会議員歴、国・地方公共団体から

委嘱を受けた委員等については、経歴をまとめることはあっても、記入漏れの

ないように、団体歴については、安易に省略せずに記入する。また、会社規模

や団体規模についても安易に省略せずに記入する。

様式(A)と(A.C-2)は、在職期間に一定の率を乗じて換算年月数を計算するた

めの職を記入できるようにしたもので、一般職、特別職の公務員又は公選の職

が主たる功績である者を目的として作成したが、そのほか、消防団員、船員等

にも利用できる。

横式(B)と(B.D.E･2)は、上記以外の職をより多く記入できるよう作成したも

のであり、主として実業界等における功績が主体となる者を対象としたもので

ある。

従って、審査票は、叙勲候補者の経歴等から最適の様式を判断して使用する

こととなる。

勲章審査票の記載要領は､「勲章審査粟及び褒章審査票の記載要領」 (R58参

照）のとおりである。

なお、危険業務従事者叙勲、死亡叙勲及び褒章の審査票の記載要領もほぼ同

様であるので、併せてここで記述した。

(力）叙勲候補者名簿

i 叙勲候補者名簿（以下、 「名簿」という。P70参照）は、一類と二類を分け、

用紙を改めて作成する（両面印刷)。府省等欄には、府省等名を記入する。

名簿の最初のページには、 「叙勲候補者名簿」の文字の右に、一類の名簿にあ

っては「一類』 と、二類の名簿にあっては「二類」 と記入する。

i番号柵には、その府省を通じ、一類については1から、二類については1001

から始まる一連番号を記入する。

通※欄については、協議に係る勲章の種類を記入する。

iv氏名・芸名等・生年月日・年齢・現住所櫛には、勲章審査票から所要の事項

を転記する。

なお、現住所にあっては、市区町村名まで記入すること（郡名にあっては省

略しても差し支えない。)。

v主要経歴棚には、勲章審査票の官職名等欄又は職名等欄に記入した経歴のう

ち、主要なもの（5つ以内）の職名及び当該職に係る在職年月数を記入する。

この場合において、その者が既に退職している場合におけるその職については

職名の前に「元」と、その者が引き続き発令の期日まで在職していると推定さ

れる職については職名の前に「現」と記入する。同一の職に2度以上就職した

場合におけるその職については、中断の期間を除き、職名及び当該職に係る在

職年月数を一括して記入する。

なお、各種団体等の役職等を記入するにあたっては、次に掲げる略称を頭部

に記入する。
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(医)…･･･…（医療法人 医療法第39条に基づく法人）

(学)………（学校法人 私立学校法第3条に基づく法人）

(福)………（社会福祉法人社会福祉法第22条に基づく法人）

牡)………（社団法人 民法旧第34条に基づく法人）

側)．．…･…（財団法人 民法旧第34条に基づく法人）

(一社） ・…．． （一般社団法人一般社団・財団法人法に基づく法人）

(一財）……（一般財団法人一般社団・財団法人法に基づく法人）

(公社）……（公益社団法人公益法人認定法に基づく法人）

(公財） ・・…． （公益財団法人公益法人認定法に基づく法人）

(特)･…．.…（特殊法人 国家的、公共的性格を持った事業を行わせる

ために特別の法律に基づいて設立された法人）

(独)………（独立行政法人独立行政法人通則法に基づく法人）

(特非)……． （特定非営利活動法人特定非営利活動促進法に基づく法人）

(株)…．．…･株式会社 （有)………有限会社

(費)…．．…･合資会社 （名)．．……･合名会社

vi備考欄には、勲章審査上参考となる事項を記入する。

なお、大臣表彰、知事表彰又はこれに相当する表彰を受けている場合は、表

彰名、表彰年月日、表彰事由を記載するものとする。

vii 前叙・褒章等欄には、既有の勲章又は褒章（紺綬褒章を除く｡）の麺類及び発

令年月日を記入する。

(ｷ）団体の規模及び事業概況等調

i 団体の規模及び事業概況等調は、候補者の功績の評価に係る団体であって、

その役員として関与していた最終時点で作成することに加え、同時点から10

年前を基本とした一時点を合わせて記載することとし、原則として、様式2－3

（史72参照）による。

、 記入上の注意

(i)団体の名称欄には、団体の名称を略さずに記入し、括弧内にその団体の設

立年月日を付記する。

(i)法的根拠柵には（特殊法人)、 （公益財団法人)、 （任意団体）等の別を明ら

かにし、法律に基づくものはその法律名を記入し､括弧内にその法律の公布

年を付記する。

(M)会員数柵には、連合団体については加盟団体数及び全会員数を、連合団体

以外については会員数を記入する。

(W)活動範囲欄には、実際に活動している範囲（全国、県、郡、市、町村等）

を記入する。

(v)役職員構成棚には、役職の名称とその員数及び長の氏名を、また、事務局

がある場合は、その職員数等を具体的に記入する。

（#）年予算額柵には、年予算額及びその予算の出所（例えば補助金、会菱等）

を具体的に記入する。

(wi)事業内容柵には、事業の内容を具体的に記入する。

（南）備考欄には、補足事項を記入する。

なお、団体の名称に変更のある場合は、変更年月日を、団体が解散してい

る場合は解散年月日及びその理由を記入する。
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(5） その他の手続

①事前連絡書類

協議を予定する候補者のうち、以下の各項目に該当する者については、協議書
の提出に先立ち、事前連絡を要することとしている(R73参照)。
賞勲局では事前連絡のあった候補者について事前に審査を行い、協議の可否を
判断している。

事前連絡を要するものと提出書類は次のとおりである。
（ｱ）大綬章を希望する候補者について

i 事前連絡様式1 (R75参照）

、勲章審査票（通し番号は記載せず｡）
通功績調書

iv履歴書

（ｲ）新しい分野の候補者について

i 事前連絡様式2 (R75参照）

、勲章審査票（通し番号は記載せず｡）

※必要に応じ、功績調書等提出。

（ｳ）過去に叙勲・褒章の協識審類提出後、取下げ、辞退等をしたことがある候補者
について

i 事前連絡様式3 (P75参照）

、勲章審査票（通し番号は記載せず｡）

（ｴ）再叙勲を希望する候補者について

i 事前連絡様式4 (R75参照）

1勲章審査票（通し番号は記載せず｡）
通功績調書

iv履歴書

（ｵ）栄典の受章環境について検討を要する候補者について

i 事前連絡様式5 (P75参照）及び機式5別紙(R76参照）
、勲章審査票（通し番号は記載せず｡）

世関係書類（事案の詳細がわかる盗料、新聞記事等）

※推薦をするに問題があると思われる候補者について、事前に連絡をするも
のなので､過去に候補者本人若しくは関係法人等に不祥事等があった場合は、
当該様式に基づき事前連絡を行う。

②異動届

（ｱ）通常の異動届(R80参照）

i 協議中の候補者について、死亡、取下げ等の異動が生じた場合は、所定の様
式にその内容（死亡年月日、取下げ理由等）を記載し、速やかに提出する。
亜死亡以外の異動の場合には、当該異動届提出の際に、その内容を記載する。
取下げをする場合には、理由及び経緯も付記する。

(ｲ）諾否の異動届(R91参照）

i 内示された候補者の受諾の意向を確認し、諾否結果（受諾又は辞退）を所定
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、

の様式に記載し、内示の際に示される日時までに提出する。

なお記載する際は、辞退、死亡、受諾の候補者の順に整理し、それぞれ通し

番号順に記載する。

曲 当該期間（内示から異動届提出まで）に、候補者の死亡があった場合は、併
せてその内容を記載する。

通辞退する候補者がある場合には、辞退の理由及び経緯も付記する。

iv受諾する候補者で、氏名、主要経歴、現住所及び本籍について変更や訂正が

あった場合は、当該候補者の氏名及び変更・訂正する事項を記載する。

③勲章の授与に関する依頼書(R87参照）

内示された候補者に受諾の意向を確認し、受諾意思のある者のみ依頼書に記載
する。

（ｱ）叙勲候補者の氏名は､旭日章､瑞宝章の順に配列し､同種勲章の者については、

勲章の高い方から順に、同一勲章については、五十音順に配列する。

（ｲ）受杯候補者の氏名は､叙勲候補者の氏名の後に､銀杯(5号､4号､3号､2号、

，号)、木杯（5号）の順に配列し、同一杯の者については、五十音順に配列す
る。

（ｳ）候補者氏名には、ふりがなを付ける。

④叙勲候補者が死亡した場合の提出書類（異動届とは別に提出）

候補者が死亡した場合は、当該候補者の氏名及び死亡年月日を至急連鐙する。

(ｱ）閣議決定前に死亡した場合

通常の死亡叙勲の手続き(R46参照）を行う。

閣議決定後、発令日までの間に死亡した場合（施行日変更）

死亡の届出雷(R90参照）

死亡診断書又は除籍抄本

(ｲ）

Ｉ
ｗ
ｕ

閣議決定後、閣議決定前に死亡していたことが判明した場合は、閣議の決定を

取り消すための閣議決定を行う必要が生じるため、そのようなことのないよう特

に留意すること。

(6) 受章者公表の取扱いについて

①報道機関に対する対応

春秋叙勲については､毎回おおむね4,000名程度発令しており、その多くの受
章者が報道機関により報道されることによって顕彰としての実が得られること等

の観点から、内閣記者会との協定（この協定は、 日本新聞協会加盟各社間協定と

なる｡）の下に、事前に内閣記者会に対して勲章受章者のアドバンス発表を行い、

報道の便を図っている。
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I

〔骨子］

(1) ア際バンス発表の日時

○月○日 （○）午後○時○分

(2)報道の扱い

①・新 間 ○月○日 （○）付け朝刊

②ﾗｵ'ﾃﾚ ，ｲﾝﾀｰﾈｯト ○月○日 （○） 日本時間の午前5時から

(3)配布資料

①平成○年（春・秋)の叙勲受章者名簿

②平成○年（春・秋）の叙勲受章者統計表

③各界における叙勲例

(4) 協定日から「報道の扱い」の日時までの間は、平成○年（春・秋）の叙勲につ

いて、人名に触れる報道はしないこととする。

②各府省。各都道府県に対する対応

各府省及び地方公共団体においては、上記協定日時以降であれば、 日本新聞協会

に加盟する報道機関に対し発表し、あるいは照会等に回答することは差し支えない

が、 日本新聞協会加盟社以外の報道機関については、協定日時と同様の条件につい

て、各府省及び地方公共団体の責任において協定を結んだ場合に限り、 日本新闘協

会加盟と同様の取扱いを行うことができる。

※各府省、各都道府県への名簿等の配付日時：閣議終了後

(注）春秋外国人叙勲のアドバンス発表も同織の取扱いとなっている。

③一般に対する対応

広報の一環として、受章者の氏名、年齢､性別、授与勲章､功労概要、主要経歴、
住所（市区町村名（政令指定都市は区）まで）及び過去に受章した勲章・褒章につ

いて、行政機関個人情報保護法に基づき、適切な管理の下、一般の閲覧に供すると

ともに内閣府ホームページに褐戦している。

(フ） 春秋叙勲の候補者としてふさわしい者の推薦（一般推薦）

春秋叙勲の候補者としてふさわしい者の推薦（以下『一般推薦」という｡）は、 「栄

典制度の改革についてj (平成14年8月7日閣議決定）を踏まえ定めた『春秋叙勲の

候補者としてふさわしい者の一般推薦要綱」 (R30参照）に基づき、平成15年秋の叙
勲から実施している。

一般推薦の趣旨は、これまでの選考方法では取り上げられなかった人目に付きにく

い分野において真に功労のある者や多数の分野で活躍し総合的に評価すれば国家又は

公共に対する功労の大きい者を把握することであり、幅広い視点を持って選考に努め

る必要がある。

内閣府ホームページに推薦方法や被推薦者の要件等を掲載するとともに、政府広報

を活用し、一般推薦制度の周知を図っている。

一般推薦の事務の流れは別図のどおり。
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春秋叙勲の候補者としてふさわしい者の推薦(一般推薦)の流れ

鱸蕪観…｡霊; 衾… 祷同

1

指定の推薦審等を提出

(推薦諜零の入手方法）
･内閣府ﾎｰﾑベｰジから

・内閣府尚勲局に制求

・桶遊府児紫典細罰部！Ci)から

指定の推薦審等を提出

推薦諜零の入手方法）
･内閣府ﾎｰﾑベｰジから

･内閣府尚勲局に制求

旨定の推薦審等を提出

瀞諜零の入手方法）
卿府ﾎｰﾑべｰジから

2 龍
趣
鶴
織

内閣府賞勲局

推薦僻群の受付 ①被推薦者の経歴稠査

②栄典の候補者としてふさわしいか検討

※特に､多くの分野において椒数の功績を持つ被推薦者
は､鯰合的に評価して栄典の候補者となり得るか検討。必要に応じ､繰雁捌迩･検討を催荊

=秀司斗一『ロ4
3 1

j’

』

で筵PPr‘DJ

冬

関係府省

①被推薦者の経歴調査

②栄典の候補者として
ふさわしいか検討

※特に､多くの分野において複数の
功績を持つ被推薦者は､総合的に
評価して栄典の候補者となり得る
か検討。

雁『 1 』4 .？$

経歴調在・

検討の依頼
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内閣府賞勲局

なお、推薦者等の要件や具体的な推薦方法等については、P.28を参照のこと。
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春秋叙勲の候補者としてふさわしい者の推薦方法等について

1 推薦の方法について

(1)推薦者は、国家又は公共に対し功労のある者を春秋叙勲の候補者としてふさわし
い者（以下「被推薦者」 という｡） として推薦する場合には、推薦書及びその推薦
に賛同する2名の賛同書を、内閣府賞勲局に郵送により提出してください。提出は
いつでも行うことができます。

(2)推薦響及び賛同書については、別途定めた様式のものを使用してください。

推薦醤及び賛同醤は､内閣府賞勲局､内閣府ホームページ(http:伽ww8.cao.gojp
/shokun/index.html)及び都道府県の栄典担当窓口で入手することができます。

推薦書及び賛同書の記入については、別紙記入例を参考としてください。

(3)推薦者は、 20歳以上の者とします。

(4)推薦者は、 自ら及び自らと三親等内の親族関係にある者を被推薦者とすることは
できません。

(5)賛同者は、 20歳以上の者で、被推薦者及び推薦者と二親等内の親族関係にない
ものとします。

2被推薦者について

（1） 次の①又は②に該当する者で、国家又は公共に対し功労のあるものを、被推薦者
とすることができます。
①70歳以上の者

②55歳以上の者で次のア又はイに該当するもの

ア鞘神的又は肉体的に著しく労苦の多い環境において業務に精励した者
イ人目に付きにくい分野にあって多年にわたり業務に精励した者

ただし、その功労となる活動が日本国憲法の施行の日前で終わっている者、昭和

39年以降の春秋叙勲により勲章を既に受章している者及び功労が公務員として
の功労に限られている者については、被推薦者とすることはできません．

(2)人目に付きにくい分野において真に功労のある者や多数の分野で幅広く活躍し功
労のある者を推薦していただくことが、この一般からの推薦の本旨です。

(3) 国家又は公共に対し功労のある者として勲章を授与されている主な民間分野のも
のを参考に示すと、次のようなものが挙げられます。
［例］

推薦が「70歳以上」 とされている者：

私立学校長、学校法人理事長、文化財の保謹に寄与した者、芸術文化の振
興に寄与した者、社会福祉施設の長、保育園の園長、病院長、国勢調査員、
行政相談委員、保護司、人権擁護委員、民生、児童委員、調停委員、公益
性を有する各種団体の役員として功績を挙げた者、企業経営者として公益

に寄与した者、科学技術の振興に寄与した者
推薦が『55歳以上」 とされている者：
社会福祉施設の寮母・指導員、保育園の保育士、看護師、へき地の医師・
保健師・助産師、消防団員、水防団員、水位観測員、灯台灯火監視協力者、
森林看守人
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(4)勲章はその者の生涯にわたる功労を評価して授与するものであることから、一般

的には個々の活動が長期にわたっていることが必要とされます｡必要とされる活動
歴については経歴により異なりますが、最も短い場合においてもおおむね20年の

活動歴が必要とされます。ただし、多数の分野で功労のある者については、個々の
経歴において必要とされる活動歴が若干緩和して取り扱われることがあります。

3推薦後の取扱いについて

（1）被推薦者が春秋叙勲の候補者として適当であるか否かの検討に当たって、推薦書
及び賛同瀞の記載内容のみでは十分な検討ができない場合には、当該者の功労に係
る調査を関係府省等に依頼することがあります。

(2)被推薦者が春秋叙勲の候補者として適当であるか否かについては、当該者の功労

の内容及び当該者等に係る勲章を授与するにふさわしくない事実の有無等を踏ま
え、内閣府と関係府省の協識により個々に判断されることとなります。その結果候

補者として適当でないと判断される場合もありますので､被推薦者が期待を抱かな
いよう十分な配慮をお願いしますも

(3)被推薦者が春秋叙勲の候補者として適当であると判断された場合においては、候

補者の主たる功労に関係する府省から内閣府へ正式推薦の手続がとられることと
なります。しかしながら、一般からの推薦時期と叙勲日程の関係、被推薦者の総数
及び授与勲章に係る審査等の関係により、必ずしも推薦審及び賛同書が提出された
直近の春秋叙勲の候補者として取り扱われるものではありません。

(4)被推薦者が春秋叙勲の候補者として適当であるか否かの判断が決定された場合に
は、その旨を推薦者にお知らせします。

(5)被推薦者が春秋叙勲の候補者として適当であるか否かの検討は、個人のプライバ
シーに係る事項を含むことから、被推薦者に係る検討状況等についての問い合わせ

に対しては、(4)の場合を除き応じることはできませんので、あらかじめ御承知願い
ます。

(6)被推薦者の功労の内容が褒章として検討するにふさわしい場合には、褒章の候補

者として取り扱うことがあります。

4－推薦先及び照会先

内閣府賞勲局総務課一般推薦担当あて

〒100-8914東京都千代田区永田町1－6－1

Tel代表03-5253-2111 内線83244
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春秋叙勲の候補者としてふさわしい者の一般推薦要綱

1
1 趣旨

春秋叙勲の候補者の選考に当たり、人目に付きにくい分野において真に功労のある者
及び多数の分野で活躍し総合的に評価すれば国家又は公共に対する功労の大きな者等を
把握するため、一般からの推薦を受け付けるものとする。

2推薦者

（1） 20歳以上の者。

（2）推薦者は、 自ら及び自らと二親等内の親族関係にある者を春秋叙勲の候補者として
ふさわしい者（以下「被推薦者jという｡） として椎鱒することはできない。

3被推薦者

吹の①又は②に該当する者で、国家又は公共に対し功労のある者とする｡
①70歳以上の者

②55歳以上の者で次のア又はイに該当するもの
ア精神的又は肉体的に著しく労苦の多い環境において業務に精励した者
イ人目に付きにくい分野にあって多年にわたり業務に精励した者
ただし、その功労となる活動が日本国憲法の施行の日前で終わっている者、昭和39
年以降の春秋叙勲により勲章を既に受章している者及び功労が公務員としての功労に限
られている者については、被推薦者としない。

4推薦方法

推薦書及びその推薦に賛同する者2名の鶴同諜の提出によるものとする。
推薦識及び賛同審は《それぞれ別記様式第1及び別記様式第2によるものとする。

5 賛同者

（1） 20歳以上の者。

（2）賛同者は、被推薦者及び推薦者と二親等内の親族関係にないものとする。

6推薦先

内閣府賞勲局

7推薦時期

一般からの推薦は、常時受け付けるものとする。

8一般からの推薦後の手続

（1） 内閣府賞勲局は、被推薦者が春秋叙勲の候補者として適当であるか否かについて、
各府省の調査を踏まえ各府省と協議の上検討を行うものとする。
（2）内閣府賞勲局は、前号の検討の結果候補者として適当であるとされた者の推薦につ
いて、当該者の主たる功労に関係する府省と調整を行うものとする。

（3） 内閣府賞勲局は、第1号の各府省との協議が整わなかった場合においては、被推薦
者が地域において多数の分野で活躍し、春秋叙勲候補者として適当であるか否かにつ
いて、各都道府県と協議の上検討を行うものとする。
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(4) 内閣府徴勲局は、前号の検討の結果候補者として適当であるとされた者の推薦につ
いて、当該者の功労に関係する都道府県と調整を行うものとする。

(5)関係府省又は関係都道府県は、第2号又は前号の調整が終了した場合においては、
その後の推薦手続を春秋叙勲候補者推聴要綱（平成15年5月16日内閣総理大臣決

定、同月20日閣議報告）にのっとり行うものとする。

附則

この決定は、平成28年9月16日から施行する。
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別記様式第1

春秋叙勲の候補者としてふさわしい者の推薦書
1被推薦者

2被推薦者の略歴（わかる範囲で記入すること）

3推薦理由（具体的に記入すること）

－32－

※省庁等

※通し番号

ふりがな

氏名

男
・
女

た
ー 首年

』
■
凸
ｑ 日

明

大 年 月 日
昭 （ 歳）

ﾍﾟﾝﾈｰﾑ・芸名

現住所

ー

T 一
主たる功労のある

活動地（市町村）

主要経歴

年 月 日 職 名 等



4推聴者

5賛同者

（1）

(2）

6推薦者の署名

私は、 、 氏を春秋叙勲の候補者としてふさわしい者として推薦すること

について、 2名の賛同を得て、上記推薦理由により推薦します。

署名

〔※印棚は、推薦者が記入する必要はありません。 〕

－33－

ふりがな

氏名

男
・
女

推薦誉提出年月日

平成 年 月 日

年 齢 歳

被推薦者との関係

現住所

一

T 一

TEL ( )

主要経歴

1 自営業 4団体職員 7学生

2会社経営者 5公務員 8 その他（ ）

3会社員 6主 婦

ふりがな

氏名

男
・
女

推薦者との関係

年 齢 歳

被推薦者との関係

現住所

ふりがな

氏名

男
・
女

推薦者との関係

年 齢 歳

被推騰者との関係

現住所
9



別記様式第2

毒寒I青]擢穿

1 賛同の理由

2賛同者の署名

私は、 氏が春秋叙勲の候補者としてふさわしい者として

氏を推薦することについて、上記理由により賛同します。

署名
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2外国人叙勲

(1） 概要

近年、国際関係が高度化、緊密化し、諸外国との友好親善、国際交流の度合いが一

段と深まってくるにつれて、我が国の政治・外交、産業経済、学術文化等の発展に寄

与するなど顕著な功績を有する外国人が多く認められるようになってきた。これに伴

い、外国人に対する叙勲は、厩、溌共に徐々に拡大され、定着してきている。

外国人叙勲は､我が国との友好の増進等に対する顕著な功績に基づく叙勲(以下｢功

績叙勲」 という｡） と儀礼的色彩の濃い叙勲（以下職礼叙勲」 という｡） とに大別さ

れる。

①功績叙勲は、従来は来日等の機会に行われていたが、昭和56年秋から、来日等の

機会がない者に対しても、日本人に対する春秋叙勲と時期を併せて定期的に実施（以

下「春秋外国人叙勲」という｡）することとなった。また、在日の外国人に対する叙勲

は、離日の機会等に行われてきたが、昭和59年春からは離日等の機会がない者に対

しても春秋外国人叙勲に含め実施することとなった。

功綴叙勲には上記の叙勲のほか、国家的な記念日等に行う叙勲（以下「記念叙勲」

という｡）がある。過去の例としては、 日米修好100年記念（昭和35年12月23日

発令)、移住100年記念（昭和43年6月14日発令)、明治100年記念（昭和43年

10月23日、同年12月25日、昭和44年2月11日及び同年7月4日発令)、ブラジ

ル国移住70年記念（昭和53年4月29日発令)、 日本人ペルー移住80周年記念（昭

和54年8月17日発令）等がある。

いずれも対日功績等の顕著な外国人（日系外国人を含む｡）を対象としている。

②儀礼叙勲には、相互主義に基づき、外国の国賓等の来日の機会及び天皇皇后両陛下

等の外国公式訪問の機会に行うものと、特定国の駐日大使館の外交官が離任する機会

に行うものとがある。

(2） 候補者の推薦及び手続について

ア春秋外国人叙勲

春秋外国人叙勲は、外務大臣から内閣総理大臣に候補者が推薦され、手続は春秋叙

勲に準じて行われる。平成15年の制度改革に伴い、平成15年5月に「春秋外国人叙

勲候補者推薦要綱」を決定し、閣議報告を行った。

なお、推薦は外務大臣が行うこととしているが、各省各庁の長にあっても、候補者

としてふさわしいものがある場合には、外務大臣に意見を述べることができることと

している。

イ記念叙勲

記念叙勲は、原則として、勲章を授与すべき事実がある場合に、その都度推薦要綱

を策定して行うこととしている。

儀礼叙勲及び上記以外の功績叙勲は、その都度外務大臣（外務省以外の府省が推薦する
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場合は当該府省の大臣と外務大臣の連名）から内閣総理大臣に候補者が推薦され、賞勲局

で審査を行った上、閣議決定、裁可を得て発令される。

春秋外国人叙勲候補者推薦要綱

平成15年5月16

内閣総理大臣決

平成15年5月20

閣 議 報

平成28年9月16

－ 部 改

平成28年9月16

閣 議 報

日
定
日
告
日
正
日
告

1 春秋外国人叙勲において授与される勲章（杯を含む｡）の受章者の予定数は、毎回内閣

総理大臣が外務大臣の意見を聴いて決定する。

2外務大臣は、おおむね50歳以上の外国人（日系一世である者を除く。以下同じ｡）の

うちから、我が国の政治・外交、産業経済、学術文化等の発展に功労のある者その他国

家又は公共に対する功労のある者を選考し、毎回、春又は秋の外国人叙勲候補者（以下

「候補者」という｡） として内閣総理大臣に推薦するものとする。

3衆議院議長、参議院議長、国立国会図書館長、最商裁判所長官、内閣総理大臣、各省

大臣、会計検査院長、人事院総裁、宮内庁長官及び内閣府に霞かれる外局の長は、おお

むね50歳以上の外国人のうちに、候補者としてふさわしいものがある場合は、春の外

国人叙勲にあっては前年の11月30日までに、秋の外国人叙勲にあってはその年の5

月30日までに外務大臣に関係書類を添えて意見を述べることができる。

4 2の推薦を行うに当たっては、あらかじめ、文謬により内閣府賞勲局に協議するもの

とする。

5 4の協議に関する諜類の提出は、春の外国人叙勲にあってはその年の1月31日まで

に、秋の外国人叙勲にあってはその年の7月31日までに行うものとする。

附則

春秋外国人叙勲候補者推薦要綱（平成2年12月12日内閣総理大臣決定）は、廃止す

る。

附則

この決定は、平成28年9月16日から施行する。
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(S) 候補者選考に当たっての留意事項

①候補者の対象年齢
ア春秋外国人叙勲については、我が国に対し功績のある外国人に対し、適時適切な

推薦をすることでその後の我が国への貢献の推進を図るため、候補者の対日功績が

固まった早い時点で推薦することが望ましい。

このため､候補者の対象年齢は在外･在日ともにおおむね50歳以上としている。

また、 日系二世については日系一世（対象年齢70歳以上） との関係を配慮し推薦

することになっている。

なお、記念叙勲については、その都度推薦要綱で定めることとしている。

イ儀礼叙勲及び上記以外の功績叙勲については、原則として年齢に制限を設けてい

ない。

②候補者選考の対象範囲（儀礼叙勲、記念叙勲を除く｡）
候補者選考の対象範囲の主なものを参考までに分野別に挙げれば、次のとおりで

あり、それぞれの分野において永年にわたり我が国と交流を持ち、かつ、対日功績

の顕著な者を対象としている。

ア学術・教育関係

日本人学者・研究者の指導育成、 日本人子弟の教育、 日本の学術・文化の研究

及び海外紹介、海外の学術・文化の対日紹介を通じ我が国の学界・教育界の進歩

発展のため功績顕著な者

イ医療・社会福祉等関係

保健衛生の向上、児童福祉事業の援護、養誰事業の援護、海外の在留邦人・日．

系人に対する社会福祉事業の援護等で我が国の医療、社会福祉事業に貢献し、功

綴顕著な者

ウ実業界関係

輸出入の振興、金融事業等を通じた産業経済の振興、製造業等各分野における

生産技術の向上、鉱物資源の開発等に尽力し、我が国の産業経済の発展に功績顕

著な者

エ文化・スポーツ関係

日本文化の普及及び紹介、文化・スポーツの交流、友好親善団体の活動等を通

じて彼我両国の友好親善の増進等に功績顕著な者

オその他

以上の分野以外の面で彼我両国の友好親善関係の増進等に功綴顕著な者

(4） 書類の作成について（儀礼叙勲、記念叙勲を除く｡）

①提出書類は、次のとおりである。

ア功績調書

イ履歴書

ウ戸籍抄本に代わるもの（在日外国人に限る｡）

エ勲章審査票
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オ候補者名簿（春秋外国人叙勲に限る｡）

力会社、団体等の規模、事業概況等調

②叙勲審査に必要な書類作成上の注意事項及び記載要領については、春秋叙勲に準じ
て行うこととしている。

(5） 勲章伝達

在外外国人への勲章伝達は在外公館が行い、在日外国人及び来日外国人への勲章伝

達は適宜関係府省が行う。

春秋外国人叙勲における大綬章受章者については、平成18年秋から、我が国の大

綬章受章者とともに親授式に出席が可能な者については、天皇陛下から親授できるも

のとし、また、我が国の重光章受章者とともに伝達式に出席が可能な者については、
内閣総理大臣から伝達することができるものとしている。

(6） 受章者公表の取扱いについて

春秋外国人叙勲については、春秋叙勲に併せてアドバンス発表を行っている(R25
参照)。

また、広報の一環として、受章者の氏名、年齢、性別、授与勲章、功労概要、主要

経歴、過去に受章した勲章・褒章及び住所（国名及び都市名）について、行政機関個

人摘報保謹法に基づき、適切な管理の下、内閣府ホームページに掲載している。

酢
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s文化勲章

(1） 概要

文化勲章は、我が国の文化の発達に関して勲綴の卓絶なる者に対し、特に授与され

る単一級の勲章で、昭和12年2月に制定されたものである。

文化勲章の第1回の授与は、昭和12年4月28日に、水銀から金を発見したことで

有名な長岡半太郎博士外8名であった。

その後、適任者の選考難もあって、毎年というわけでなく、2～3年おきに実施され

ていたが、昭和24年以後は､発令日が11月3日の文化の日に統一され、毎年実施さ

れるようになった(｢文化勲章授与に関する件｣(昭和23年10月15日閣議決定)(R40

参照))。

昭和53年以後は、春秋叙勲と同様に、 「勲章及び文化勲章各受章者の選考手続につ

いて」 (R14参照）により、手続等の整備を行い、この閣議了解に基づき、毎回、 「文

化勲章受章候補者推薦要綱」が定められていたが、要綱の内容について必ずしもその

都度変更を要しないことから「文化勲章受章候補者推薦要綱」 （平成2年12月12日

内閣総理大臣決定) (P40参照）が定められ、平成3年以降は、これに基づいて行わ

れている。これらの『選考手続｣、 「推薦要綱jは、栄典に関する有誠者(R8参照）

の意見を聴き、内閣総理大臣が決定し、閣議了解又は閣議報告されたものである。

(2） 事務の流れ

①推薦から発令

文部科学大臣は、推薦要綱に基づき、文化審議会に瞳かれる文化功労者選考分科

会に属する委員全員の意見を聴取した上で、文化功労者の中から候補者を選考し、

内閣総理大臣に推薦する。その後、礎勲局において審査を行い、閣議決定の上、裁

可を得て、 11月3日の文化の日に発令される。

②伝達及び拝謁

文化勲章は、文化の日に宮中において親授され、式終了後、宮中において配偶者

同伴で天皇陛下に拝謁することとなっている。
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文化勲章受章候補者推薦要綱

改正平成12年12月28日

1 文化勲章の受章者の予定数は、毎年度おおむね5名とする。

2文部科学大臣は、文化の発達に関し勲績卓絶な者を文化功労者のうちから選考し、当

該年度の文化勲章受章候補者（以下「候補者jという｡） として内閣総理大臣に推薦す

るものとする。ただし、必要と認めるときは、その年度の文化功労者発令予定者を候補

者とすることができる。

3文部科学大臣は、候補者の推薦に当たっては、学術及び芸術の特定の分野に候補者が

偏ることのないように努めるものとする。

4 2の推薦は、内閣府賞勲局長が指定する日までに、文書により行うものとする。

ワーパレI釘r琶

年10兵

隆 決
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4危険業務従事者叙勲

(1） 概要

危険業務従事者叙勲は、警察官、 自衛官など著しく危険性の高い業務に従事し、国

家又は公共に対する功労のある55歳以上の者を選考し、春秋叙勲とは別に、毎回お
おむね3,600名を対象に年2回（4月29日及び11月3日）発令されている。

危険業務従事者叙勲は、平成15年の制度改正に伴い、 「危険業務従事者叙勲受章者

の選考手続について」 (R42参照）が定められ、授与が開始されたもので、その対象

の業務分野は次のとおりである。

警察官、 自衛官、消防吏員、刑務官、入国瞥備官、海上保安官、漁業取締職員

これまで、これらの業務分野の対象者は、他の一般公務員、民間分野の功労者とと

もに春秋叙勲の中で勲章の授与が行われていたが、春秋叙勲では受章者数がおのずと

限られることから、候補者が極めて多いこれらの分野の受章者の平均年齢は次第に高

くなっていた。しかしながら、これらの業務分野の対象者は、 日夜緊張感を持って危

険性の高い業務に精励していることから、その励みとする意味においても、早目に受

章の機会を設けることが望まれていた。

そこで、春秋叙勲とは別に、これらの分野の者を対象とする叙勲の種類を設ける方

針が定められ、春秋叙勲と合わせた受章者数を従来より年間6,000名増やすこととし
た。これにより受章年齢の引下げが図られている。

(2） 事務の流れ

① 協議書類の提出

総務大臣、法務大臣、農林水産大臣、国士交通大臣、防衛大臣及び国家公安委員

会委員長（以下、 「関係大臣」という｡）においては、選考手続及び賞勲局総務課長

通達（更78参照）に基づき、各省庁において候補者を選考の上、賀勲局に推薦す
る。

賞勲局に対する推薦手続は、選考手続に定めるとおり、あらかじめ、関係書類を
賞勲局に提出して協議し､その協議結果に基づき、正式に推薦手続を取るものとさ

れ、その協議審類の提出期限は、次のとおりである。

なお､選考手続に定められた協議蕃類の提出締切り後の受付は一切しないことと

なっている。
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危険業務従事者叙勲受章者の選考手続について

（霞成』皇年‘旱'･墨）
改正平成18年12月26日閣議了解

改正平成30年3月30日閣議了解

「栄典制度の改革についてj (平成14年8月7日閣議決定）に基づき、春秋叙勲とは別

に行う危険業務従事者叙勲において授与される勲章（杯を含む。以下同じ｡）の受章者の選

考は、次の手続によるものとする。

1 危険業務従事者叙勲において授与される勲章の受章者の予定数は、毎回おおむね3，

600名とし、毎年、 4月29日及び11月3日に発令するものとする。

2総務大臣、法務大臣、腱林水産大臣、国士交通大臣、防衛大臣及び国家公安委員会委

員長（以下「関係大臣jという｡）は、著しく危険性の高い業務に精励した者のうちから、

国家又は公共に対する功労のある55歳以上の者を選考し、毎回、危険業務従事者叙勲

候補者（以下『候補者」という｡） として内閣総理大臣に推薦するものとする。

3 関係大臣が2により候補者を選考する場合において、その功労となる活動が日本国憲

法の施行の日前で終わっている者及び昭和39年以降の春秋叙勲又は平成15年以降の

危険業務従事者叙勲により勲章を既に受章している者については、原則としてその対象
としないものとする。

4 2の推薦を行うに当たっては、あらかじめ、文書により内閣府賞勲局に協議するもの
とする。

5 4の協議に関する書類提出は、 4月発令の危険業務従事者叙勲にあっては前年の10

月15日までに、 11月発令の危険業務従事者叙勲にあってはその年の4月15日まで

に行うものとする。ただし、平成15年11月に発令する危険業務従事者叙勲に係る:欝
類提出は、平成15年5月30日までに行うものとする。

6 内閣総理大臣は2により推燃された候補者について審査を行い、危険業務従事者叙勲

における勲章の授与について閣議の決定を求める。

町
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②審査。内示

賞勲局では協議を受けた候補者について、慎重に審査を行い内閣府案を決定し、
関係大臣に内示される。

③推薦

関係大臣は、賞勲局より内示を受け、候補者の意思を確認の上、正式に推薦を行

う。なお、推薦に当たっては、勲章の授与に関する依頼書(R87参照)を提出する。

提出期限については、内示の際に連絡している。

④閣議決定及び裁可

内閣は、内閣府からの閣議諭議案を閣議に諮り決定する。閣議後、上奏し、裁可
を得て発令される。

⑤発令日

発令日は、次のとおりである。

閣議決定、裁可後発令日までに若干の日があるが、この間に候補者が死亡した場

合は死亡同日付けで死亡叙勲として発令される。なお、閣議決定後に閣議決定以前

に死亡していたことが判明した場合は、速やかに閣議決定を取り消す閣議決定を行

う必要が生ずる。

⑥伝達及び拝謁

勲章は関係大臣から伝達され､いずれも式終了後、宮中において配偶者同伴で天

皇陛下に拝謁することとなっている。

(3) 書類の作成について

協議書類は、以下の通りである。

ア功績調審

イ履歴書

ウ刑罰等調蕃

エ戸籍抄本

オ勲章審査票

力候補者名簿

(1枚程度）

(1枚程度）

叙勲審査に必要な書類作成上の注意事項及び記載要領については、以下に掲げるこ

とを除き春秋叙勲に準じて行うこととなるのでR20を参照のこと。

・ 危険業務従事者叙勲候補者の一連番号は5001から始まる。

・ 審査票の年次欄は『○危(HO.O)」となり、例えば第17回危険業務従事者叙
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勲は「17危(H23.11)｣、第18回は「18危(H24.4)」となる。

候補者名簿の擬叙等欄には、協議にかかる勲章の種類を記載する。

(4） 受章者公表の取扱いについて

①報道機関に対する対応

危険業務従事者叙勲については､毎回おおむね3,600名程度発令しているが、アI等

バンス発表は行わず、報道の扱いを取り決めた上で、事前に喪料配布を行っている。

〔骨子〕

(1)資料配布の日時

○月○日 （○）午後○時○分

(2)報道の扱い

①新 聞 ○月○日 （○）付け朝刊

②ﾗｵ’ﾃﾚ ･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ○月○日 （○） 日本時間の午前5時から

(3)配布喪料

①第○回危険業務従事者叙勲（平成○年○月発令） 受章者名簿

②第○回危険業務従事者叙勲（平成○年○月発令） 受章者統計表

(4) 協定日から「報道の扱い』の日時までの間は、第○回危険業務従事者叙勲（平

成○年○月発令）について、人名に触れる報道はしないこととする。

②各府省・各都道府県に対する対応

各府省及び地方公共団体においては、上記協定日時以降であれば、 日本新聞協会

に加盟する報道機関に対し発表し、あるいは照会等に回答することは差し支えない

が、 日本新聞協会加盟社以外の報道機関については、協定日時と同様の条件につい

て、各府省及び地方公共団体の責任において協定を結んだ場合に限り、 日本新聞協

会加盟と同様の取扱いを行うことができる。

※各府省、各都道府県への名簿等の配付日時：閣議終了後

②一般に対する対応

広報の一環として、受章者の氏名、年齢､性別、授与勲章、功労概要、主要経歴、
住所（市区町村名（政令指定都市は区）まで）及び過去に受章した勲章・褒章につ

いて、行政機関個人情報保護法に基づき、適切な管理の下、一般の閲覧に供すると
ともに内閣府ホームページに掲載している。
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5高齢者叙勲

（1） 概要

高齢者叙勲は、春秋叙勲により勲章を授与されていない功労者のうち、88歳になっ

た者に対して春秋叙勲とは別に勲章を授与するもので、内閣総理大臣決裁（昭和48

年5月10日)により、昭和48年6月以降、毎月1日付けで発令されている。

高齢者叙勲を開始した趣旨は、春秋叙勲の対象となる功労を有しながらも諸般の事

情により極めて高齢となってもいまだ授与されない者に対し、特に春秋叙勲とは別に
措置するものである。

(屋） 候補者の推薦及び手続について

高齢者叙勲は、原則として毎月末に閣議で決定し、翌月1日付けをもって発令する

こととしており、発令日 （1日）の前月に88歳になった者を対象としている。

（※2月1日付けの発令対象者は、 1月2日生から2月1日生の者となる｡）

88歳は、いわゆる米寿でもあり、この機会に勲章を授与することは、受章者にとっ

てまた格別の喜びとなるものである。

したがって、商齢者叙勲の対象となる候補者が存する場合は、88歳の誕生日を徒過

することのないよう手続を進める必要がある。

なお、高齢者叙勲の審査に必要な書類は春秋叙勲に準ずるものとしている。

※褒章受章者に対する高齢者叙勲における勲章の授与については、同叙勲の性格に

かんがみ、原則として褒章受章後5年以上の経過期間を必要としないこととしてい

るが、短期間に同一人に褒章と勲章が重ねて授与されることは好ましくないため、

高齢者叙勲の候補者となることが想定される場合には、褒章の推薦時期に配慮する
必要がある。

(3) 書類の作成について

提出書類は、次のとおりである。

ア功績調講

イ履歴書

ウ刑罰等調書

エ戸籍抄本

オ勲章審査票（様式A又はB)

力会社、団体等の規模、事業概況等調

なお、審査に必要な謹類作成上の注意事項及び記載要領については、Ⅲ20を参照の
こと。
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6死亡叙勲

（1） 概要

死亡叙勲は、国家又は公共に対し功労のあった者が死亡した場合に、その功労にか

んがみ、春秋叙勲とは別に随時実施しているものであるが、その発令日は、生前の最

後の日 （死亡日） とされており、生前に勲章が授与されたように擬制されている。そ
の理由としては、勲章は、本来着用することが建前であることなどである。したがっ
て、その手続期間も死亡の日から30日以内に閣議決定・裁可の手続を完了させるよ

う制限が課せられている（ただし、外国及び海洋においての死亡、その他やむを得な
い特別の事情がある場合は、この限りではない｡)。

死亡叙勲の対象となるべき者は、年齢制限がない外は、基本的には春秋叙勲の場合
とおおむね同様である。

(2） 候補者の推薦及び手続について

死亡叙勲は、その都度各省各庁の長から内閣総理大臣に候補者が推薦され、賞勲局
で審査を行い、閣雛決定の上、裁可を得て発令される。
以下、推薦等に当たって特に留意すべき点を示すこととする。

①候補者を推薦する場合には、鐵勲局における審査、閣議決定、裁可の所要期間を

見込んだ上で、関係者と-卜分連絡を取り速やかに関係醤類を作成して提出する必要
がある。

②推薦に当たっては､･故人が生前に例えば適襟等により栄典を受けない旨の意思表
示を行っていないかについて十分に確認し、推薦手続開始後にそのような問題が生
じないよう厳重な注意を要する。

③春秋叙勲の候補者として推薦された者が死亡した場合は、死亡叙勲として取り扱
うこととなるが、その手続についてはR85を参照のこと。

④春秋褒章の候補者が死亡した場合は、候補者の経歴等により死亡叙勲又は褒章に
係る遺族追賀として取り扱うこととなるが、その手続については、R124を参照の
こと。

⑤その他の候補者の推薦にあたっては、春秋叙勲に準じて処理すること。ただし、
褒章受章者に対する死亡叙勲における勲章の授与については、 I司叙勲の性格にかん
がみ、原則として褒章受章後5年以上の経過期間を必要としない。

(3） 書類の作成につい』て

提出書類は、次のとおりである。

ア功績調需

イ履歴書

ウ刑罰等調書
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エ除籍抄本

オ勲章審査票(様式C又はD)

力会社、団体等の規模、事業概況等調

〈注）エの除籍抄本が問に合わない場合は、死亡診断霧及び戸籍抄本によることができる。

審査に必要な審類作成上の注意事項及び記載要領については、R20を参照のなお、

こと｡

fりぷFU,へ

一
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フ緊急叙勲

（1） 概要

緊急叙勲は、風水害、震火災その他非常災害に際し、身命の危険を冒して、被害の

拡大防止救援等に努め、顕著な功績を挙げた者、その他特に顕著な功績を挙げて、緊

急に勲章を授与することが必要な者等を対象とする叙勲である。

戦後、昭和21年5月3日閣議決定によって、文化勲章の授与と外国人に対する叙
勲の外は、生存者に対する叙勲は一時停止されていた。しかし、昭和28年に至り、

各地に発生した大水害に際し、救難、防災、復旧等に挺身した人々、自己の危難を顧

みず犯人の逮捕に協力した者など、緊急に叙勲することを必要とする事案が多く発生

した。そこで政府は「生存者に対する叙勲の取扱に関する件」 （昭和28年9月18日

閣議決定）により緊急を要するものについては勲章授与の途を開くこととした。その

対象となる者の範囲は、 「生存者に対する叙勲に関する件」 （昭和28年10月16日決

裁）をもって取扱いが定められたが、現在は「勲章の授与基準」 （平成15年5月20

日閣議決定）により、次のように定められている。

勲章の授与基準（抄）

|壼成"皇年‘曇'･星1
第三緊急に勲章を授与する場合

次の各号の一に該当するものに対しては、その功績の内容等を勘案し、相当の旭日

章を緊急に授与するものとする。

(1)風水害、震火災その他非常災害に際し、身命の危険を冒して、被害の拡大防止、
救援又は復旧に努め、顕著な功績を挙げた者

(2)身命の危険を冒して、現行犯人の逮捕等犯罪の予防又は鎮圧に顕著な功績を挙
げた者

(3)生命の危険を伴う公共の業務に従事し、その職に殉じた者

(4)その他特に顕著な功績を挙げて、緊急に勲章を授与することを必要とする者

緊急叙勲の過去の例としては、昭和34年伊勢湾台風の来襲に際し、最後まで職場
にあって一般の人々の避難誘導の電話連絡に当たった電話交換手に勲章が、また、昭
和39年の東海道新幹線の建設に貢献した人々、昭和63年の青函トンネル及び瀬戸大

橋（児島・坂出ルート）の建設に貢献した人々等に銀杯が授与されている。
また、殉職した警察官等に対しては、事案発生の都度授与しており、最近では東日

本大震災に際し、住民の避難誘導等に従事し、殉職した警察官等に対して勲章が授与
された。
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(2） 候補者の推薦及び手続について

緊急叙勲は、その都度各省各庁の長から内閣総理大臣に候補者が推薦され、賞勲局

で審査を行い、閣議決定、裁可を得て発令される。事務手続は、その性質上迅速に進

める必要があり、緊急に勲章を授与することを必要とする事案が生じた段階で、発令

日等の手続につき関係者間の連絡を密にする必要がある。

(S) 書類の作成について

提出書類は、次のとおりである。
←

①功績調書

②履歴書

③刑銅等調書

④戸籍抄本

⑤勲章審査票（様式A～D)

⑥会社、団体等の規模、事業概況等調

審査に必要な審類作成上の注意事項及び記載要領については、R20を参照のなお、

こと。
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様式2－1

履 歴 書

本籍
郵便番号

現住所

ふ り が な

氏 名
ふ り がな

（ 旧 氏名 ）
ふ り が な

ペンネーム・芸名
生 年 月 日

学歴

（最終学歴(中退を含む｡）、試験､免許､資格､学位）

職歴

公務員歴 （国家公務員､地方公務員､独立行政法人､特殊法人等職員）

民間の職歴

議会議員等歴 （国会議員､都道府県議会議員及び市区町村議会議員等）

審議会等歴 （国の審議会又は県の審議会等の委員）

消防団歴 （消防吏員を除く消防団員）

その他法律等に基づく委員歴(調停委員､保護司､行政相談委員等）

民間団体歴

賞罰

(叙位､勲章､褒章､知事以上の表彰及びこれに準ずるその他の表彰）

(判決言渡し年月日、刑罰の内容､処罰の理由､判決言渡し裁判所名､判決確定年月日、
刑終了年月日）

※年月日等の数字はアラビア数字とする。
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(例1）

履 歴 書

本籍 ○○県○○郡○○町大字○○字○○○○○番地

〒○○○一○○○○

現住所 ○○県○○市○○○丁目○番地○号

ふ り が な
氏 一 名
ふ り がな

（ ｜日 氏名 ）
ふ り が な

ペンネーム・芸名
昭和○年○月○日生

(学歴）
昭和○年○月○日

昭和○年○月○日

昭和○年○月○日

○○大学○○学部○○学科卒業
○○大学大学院修了
○○博士

(職歴）

昭和○年○月○日
昭和○年○月○日
昭和○年○月○日
昭和○年○月○日
昭和○年○月○日

任○○○○官補給○級俸
任○○大学助教授叙高等官○等
陞叙高等官○等
任○○大学教授叙高等官○等
文部教官に任命する一級に叙する
○○大学教授に補する○級○号俸
昭和○年法律第○号に依り改正
○級○号俸を給する
昭和○年法律第○号に依り改正
○級○号俸を給する
政府職員の新給与実施に関する法律第○条の規定に基づき
左の再計算により
○級○号俸を給する
○級○号俸を給する
○級○号俸を給する
○級○号俸を給する
昭和○年法律第○号施行により大学等教育職員級別俸給表
○級○号俸
昭和○年法律第○号施行により○級○号俸となる
大教○級○号俸
大教○級に昇任させる○号俸
大教○級○号俸を給する
職務の等級を教育職(---)○等級に決定する○号俸を給する
昭和○年法律○号により○号俸を給する
教育職(一)○等級○号俸を給する
人事院細則○一○一○第○条○号により教育職(一)○等級
○号俸を給する

（特別昇給）
退職

日本学士院会員

昭和○年○月○日

昭和○年○月○日

昭和○年○月○日

昭和○年○月○日
昭和○年○月○日
昭和○年○月○日
昭和○年○月○日

昭和○年○月○日
昭和○年○月○日
昭和○年○月○日
昭和○年○月○日
昭和○年○月○日

昭和○年○月○日
昭和○年○月○日

昭和○年○月○日
平成○年○月○日

(賞罰） ・
昭和○年○月○日
昭和○年○月○日

昭和○年○月○日

叙正○位
勲○等○○章受章
○○文化賞受撚

－54－



(例2）

履 歴 書

本籍 ○○県○○郡○○町大字○○字○○○○○番地

〒○○○一○○○○

○○県○○市○○○丁現住所 目○番地○号

ふ り が な
氏 名
ふ り がな

（ 旧氏名 ）
ふ り が な

ペンネーム・芸名
昭和○年○月○日生

（学歴）

昭和○年○月○日

(職歴）
自昭和○年○月O日
至昭和○年○月○日

(議会議員等歴）
自昭和○年○月○日
至昭和○年○月○日

自昭和○年○月○日
至昭和○年○月○日

自昭和○年○月○日
至昭和○年○月○日

(審議会等歴）
自昭和○年○月○日
至昭和○年○月○日

自昭和○年○月○日
至昭和○年○月○日

(その他法律に基づく
宙昭和○年○月○日
至昭和○年○月○日

自昭和○年○月○日
至昭和○年○月○日

(民間団体歴）
自昭和○年○月○日
至昭和○年○月○日

自昭和○年○月○日
至昭和○年○月○日

自昭和○年○月○日
至昭和○年○月○日

(賞罰）
昭和○年○月○日
昭和○年○月○日

○○県○○村○○小学校卒業

農業に従事

○○市議会議員

○○市議会議員

○○市議会議員

○○県○○審議会委員

○○県○○審議会委員

委員歴等）

○○家庭裁判所調停委員

民生委員

○○県○○○組合連合会理事

○○県○○○組合連合会副理事長

○○○組合長

○○県知事表彰受賞(○○功労）
藍綬褒章受章(○○功績）

－55－



(例3）
履 歴 書

本籍 ○○県○○郡○○町大字○○字○○○○○番地

〒○○○一○○○○

現住所 ○○県○○市○○○丁目○番地○号

ふ り が な

氏 名
ふ り がな

（ 旧 氏名 ）
ふ り が な

ペンネーム・芸名
昭和○年○月○日生

(学歴）
昭和○年○月○日 ○○大学○○学部○○学科卒業

(職歴）

昭和○年○月○日
昭和○年○月○日
昭和○年○月○日
昭和○年○月○日
昭和○年○月○日

昭和○年○月○日
昭和○年○月○日
昭和○年○月○日
昭和○年○月○日
昭和○年○月○日

○○工業㈱入社
同 社○○部長
同 社取締役
同 社常務取締役
同 社専務取締役
同 社代表取締役社長
同 社代表取締役会長
同 社相談役現在に至る
同 社○○部長
同 社○○部長

自昭和○年○月○日
至昭和○年○月○日

自平成○年○月○日
至平成○年○月○日

(審議会等歴）
自昭和○年○月○日
至平成○年○月○日

自昭和○年○月○日
至昭和○年○月○日

○○電機㈱取締役副社長

○○電線㈱取締役

○○省○○○審議会委員
(平成○年○月○日～同○年○月○日会長）

ぬ

○○省○○○審議会委員

(民間団体歴）
自昭和○年○月○日
至昭和○年○月○日

自昭和○年○月○日
至平成○年○月○日

自平成○年○月○日
至平成○年○月○日

自平成○年○月○日
至平成○年○月○日

(賞罰）
昭和○年○月○日

昭和○年○月○日

(社)日本○○工業会理事

同 副会長

同 会長

全国○○工業組合連合会会長

○○大臣表彰受賞(○○功労）
藍綬褒章受章(○○功績）
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様式2－2

刑罰等調書

氏 名

生 年 月 日

1刑罰の有無(道路交通法違反及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反
による罰金刑を含む｡）

2破産宣告又は破産手続開始決定の有無

上記のとおり相違ありません。

年 月 日

市町村長 名氏 印
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勲章審査票及び褒章審査票の記載要領
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勲溺
春秋； 鞍

U

■鞭票

死亡叙勲
褒章審査票

春秋の礎 蕊

審査票の種類 様式の種類(A)又は(B)

(注）

〔1枚目〕
(A.C-2)又は(B､D・E-2)

〔2枚目〕

①様式(A)(A.C-2)は､主とし
て一般職､特別職の公務員
又は公選職等の経歴を記
戦する。

②様式(B)(B.D・E-2)は､主と
して実業界等の民間経歴を
記戦する。

なお､審査粟の作成にあたつ
ては､叙勲候補者の経歴等に
合わせ(A)(B)及び(A.C-
2)(B.D.E-2)の各様式のいずれ
を用いるのが適当かを判断し
簡潔にまとめること。

様式の種類(C)又は(D)

(注）

〔1枚目〕
(A.C-2)又は(B.D.E-2)

〔2枚目〕

①様式(C)(A.C-2)は､主とし
て一般職､特別賊の公務員
又は公選聯等の経歴を記
戦する。
②様式(D)(B.D.E-2)は､主と
して実業界等の民間経歴を
記戦する。

なお､審査票の作成にあたつ
ては､叙勲候補者の経歴等に
合わせ(C)(D)及び(A.C-
2)(B､D.E-2)の各様式のいずれ
を用いるのが適当かを判断し
簡潔にまとめること。

様式の種類(E)[1枚目〕
(B.D.E-2)
〔2枚目〕

年次 叙勲候補者として叙勲発令
の年次及び春秋の別を記入す
る(例｢平21春』)。

褒章候補者として褒章発令
の年孜及び春秋の別を記入す
る(例｢平21春｣)。

死亡日 死亡年月日を記入し､ 〔 〕内
には死亡原因を記入する。

府省等
コード

通し番号

｢府省等j欄及び『コード｣欄
には､府省部局名及び府省部
局のコード番号(｢叙勲･褒章
等辮務電算化ｺｰド一覧」
P､161参照)を記入する。
また､｢通し番号｣欄には､各
府省における通し番号を記入
する｡ ．

｢府省等｣欄及び｢コードj欄
には､府省部局名及び府省部
局のコード番号(｢叙勲･褒章
等蛎務電算化コードー覧」
P.161参照)を記入する。
また､｢通し番号j欄には､各
府省の暦年における内議受付
順の通し番号を記入する。

※春秋叙勲に同じ

本籍
現住所

出生地
コード

1 「本籍｣『現住所｣『出生
地｣欄には､それぞれ､本
籍､現住所､出生地を都道
府県名、市郡町村名､町丁
名､番地まで略さず記入す
る｡本籍､現住所の記入に
あたっては､市区町村名ま
でを点線の左側に､それ以
外を右側に記入することと
し､現住所には､郵便番号
を記入すること。

2本籍及び現住所の｢コー
ドj棚には､それぞれ､「統
計に用いる都道府県の区
域を示す標準ｺｰド｣(昭和
45年4月1日行政管理庁告
示第44号､最終改正によ
る｡）による都道府県及び市
区町村のコードを記入す
る｡

1 「現住所｣欄には､現住所
を都道府県名､市郡町村
名､、町丁名、番地まで略さ
ず記入する｡現住所の記入
にあたっては､市区町村名
までを点線の左側に､それ
以外を右側に記入すること
とし､郵便番号を記入するこ
と⑥

2現住所の｢コード｣欄に
は､ 「統計に用いる都道府
県の区域を示す標準ｺー
ド』(昭和45年4月1日行政
管理庁告示第44号､最終
改正による｡）による都道府
県及び市区町村のコードを
記入する。

※春秋叙勲に同じ
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勲章審査票
瀞次叙勲 ｜ 死亡叙勲

褒瀞孫査票

春秋の褒章

氏名

性別
｢氏名j欄には､原則として､戸籍に記載されている字画で氏名を記入し､ふりがなを付ける。
この字画により､勲記等を作成することとなるので､正確に記入すること。
｢性別j柵には､該当する性別を○印で囲む。

旧氏名等 改氏名のある者については､『旧氏名等』欄に旧氏名及びふりがなと､改氏名を行なった年月
日を記入する。

ペンネーム･芸名
ペンネーム･芸名等のある者は､『ペンネーム･芸名｣欄に芸名蝶を記入し､ふりがなを付ける。

生年月日 戸籍に記戦されている生年
月日を記入し、（ ）内に叙勲
発令の期日(春は4月29日、秋
は11月3日)現在の年齢を記入
する◎

戸籍に記赦されている生年
月日を記入し、 〈 ）内に死亡
日現在の年齢を記入する。

戸籍に記戦されている生年
月日を記入し､（ ）内に褒章
発令の期日(春は4月29日、秋
は11月3日)現在の年齢を記
入する。

勲章､褒章 ｢勲章j｢褒章｣柵には､それぞれ､既有の勲章又は褒章(紺綬を除く｡）の秘類と､その発令年
月日及び功労名又は功績名を記入する。

主要経歴(官職）
コード

『主要経歴(官職)』欄には､最も麓要と思われる経歴2つ以内を選定し記入する｡公務員の鰯
合には､官職名を記入し､補職を（ ）識きで記入する。

(例1） 一元
一
元

内閣府噸務官〈○○庁○○局長） （例2） 現（株>○○会長､元社長
○○公庫副総裁 現（社)○○協会会長

｢コードj欄には経歴ｺｰド表の

番号(｢叙勲･褒瀧謀蕊務電算化
ｺｰド一覧｣P.164参照)を記入す
亨

勺 夢

功労名

功績名
｢功労名｣欄には､主たる功労名を記入する(功労名の記入に
あたっては､過去の受章者名簿等を参照すること｡)。

｢功繊名｣淵には､主たる功
績名を記入する(功統名の記
入にあたっては､過去の受章
者名織等を参照すること｡）。

簸綻学歴 最終の学校名(大学､高専嬢の溺合には､学部､学科鴉を併記)及び卒業又は中退の年月を
記入し､「卒｣、または『中退jと記戦する。

表彰歴 審査上参考となる表彰名､表彰年月日及び事由を記入する。

官職名等 『官職名等j欄には､一般職､特別職を問わず､国又は地方
公共団体の常勤の職及び国会又は地方駿会の議員の職など
在職期間に一定の率を乗じ､換算年月数を箆出する必要のあ
る職を記入する。（各種団体の役職及びその他の公職も、当該
欄に記入し､漏れなく記戦する｡)。
なお､公選職等にあっては､必ず生業を記戦する。

①公選による公職は､各任期ごとにその職名を記入する。
ただし､同一の公選職に継続して再選された場合につい
ては､まとめて記入して差し支えない。
②認証官等の特別職を2つ以上歴任し､又は併任している場
合には､それぞれの職ごとに記入する。
③その他の一般職等については､職務の内容(複雑性､函
難性及び責任の度合)を異にする職ごとに記入する｡職務
の内容が同じ程度の職については､適宜まとめて差し支え
ない。

ただし､最終の官職及びその直前の官職等については、
それぞれ別個に記入する。
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勲嚇 ；
■■

春秋叙勲

景査票

死亡叙勲

褒章審査栗

春秋の鍵 誰

職名等 ｢職名等｣欄には、「官職名等｣欄に記入した以外の生業となる職､各種団体の役職及びその
他の公職(審議会委員等)を記入する(略称名等は使用しないこと｡)。
各種団体等の役職を記入するに当たっては､次に掲げる略称を頭部に記入する。

(医)･…･(医療法人 医療法第39条に基づく法人）
(学).．…(学校法人 私立学校法第3条に基づく法人）
(福)…､．(社会福祉法人社会福祉法第22条に基づく法人）
(社)．．…(社団法人 民法旧第34条に基づく法人）
(財)…．｡(財団法人 民法旧第34条に基づく法人）
(一社).｡(一般社団法人一般社団法人･財団法人法に基づく法人）
(一財)｡．(一般財団法人一般社団法人･財団法人法に基づく法人）
(公社).．(公益社団法人公益法人認定法に基づく法人）
(公財)．．(公益財団法人公益法人認定法に基づく法人）
(特)･…･(特殊法人 国家的､公共的性格を持った蛎業を行なわせるために特別の

法律に基づいて設立された法人）
(独)…．．(独立行政法人独立行政法人通則法に基づく法人）
(特非)｡｡(特定非営利活動法人特定非営利活動促進法に基づく法人）
(株)･･…株式会社 （有)･…･有限会社
(黄)．．…合資会社 （名)…･･合名会社

在職期間 『宮職名等｣欄又は『職名等｣欄に記入したj賊の始期終期を記入する(現職の場合には｢現
在｣と記入する｡）。

現職者については､叙勲発
令の期日をもって在職期間の
終期と見なす。

現職者については､死亡日
をもって在職期閥の終期と見
なす。

現職者については､褒章発
令の期日をもって在職期間の
終期と見なす。

休職期間(療養期間を含む｡）は､在職期悶と見なさないので､休職期間のある者の在職期間
は､休職の前と後とを分けて記入し､休職航の在職期間の終期は､休職となった日の前日とし、
休職後の始期は､休職の日の最終日の翌日とする。
なお､休聯期間のある者については､便宜『官職稲等｣獺又は｢職名等』欄に｢(休職)｣と記入
し､その期問を『在職期間j欄に記入する。

在職年月数 在職年月数は､半月単位で計算した年月数を記入する｡この場合､月の途中で就職又は離臓
した場合の計騨は､その月の15日以前に就職した場合にはその月の1日、月の16日以降に就
職した場合には､その月の16日に就職したものと見なし､月の15日以前に離職した甥合には、
その月の15日に､月の16日以降に離職した場合には､その月の末日に難聴したものと見なし、
それぞれ半月単位で計蝉する。
ただし､これらの轍が連続している場合には､在)朧年月数が重複しないように､当該職を月の
順に就職したものと見なした場合の前職は前月の末日に､月の16日に就職したものと見なした
場合の前職は月の15日に離職したものと見なし、当該職を月の15日に雛脈したものと見なした
場合の後職は月の16日に､月の末日に離職したと見なした場合の後職は翌月の1日に就職し
たものと見なす。

区分 「官職名等｣欄及び｢職名等j欄に記入した経歴のうち､躍も重要と思われる経歴(5つ以内)を
選定し､該当する職の｢区分j欄内に○印を記入する。

聯談概要 事綴概要を50字程度で記入
する｡

申立
｢申立j欄には､協識に係る勲章の種類を記入する。 ｢申立｣棚には､協議に係る

褒章の種別を記入する。

会社の規摸など
団体の規棋など

『会社規模など｣欄及び｢団体規模など｣欄には､候補者の経歴のうち､最も重要と思われる会
社の規摸､団体の規模等をそれぞれ記入する｡調査時点は､候補者が役員として関与してい
た最終時点とする。

備考 審査上､特に考慮する必要があると思われる事項がある場合には､当該事項を記入する。
※先例がある場合には､適宜記入する。
※国勢調査員、市･町･村長等の別表区分に掲げる経歴の者について該当する記入事項
がある場合には､適宜記入する。



(別表）
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X分 記入雪茅項

国勢調査員

統計調査員

行政相談委員

警察嘱託医

調停委員

参与員

司法委員

人権擁護委員

保護司

幼稚園長

小･中･高等学校長

短大･大学学長等

学校医

画家､書家等

病院長

へき地診療医

土地改良区理事長

特定郵便局業務推進連絡会
特定郵便局業務推進連合会

地方特定郵便局長会

全国特定郵便局長会

市･町･村長

消防団員

消防吏員

二類分野に該当する者(上記に
区分されているものを除く｡）

国勢調査従事回数

主な統計の種類､従事回数

相談件数(全期間及び平均件数）

検案件数

｝ 取扱件数(調停､参与､司法の各件数とその合計件数）
取扱件数(侵犯､相談､啓発の件数）

取扱件数(保護観察及び環境調整の件数）

園児数､教員数

生徒数､教員数

学部数､総合･単科の別､生徒数､教員数

学校数､生徒数

作品の命題

病床数(過去10年間の年別病床数､診療科目）

へき地度数､へき地診療従事年数

耕地面積､受益面種､受益戸数

会内局数

在職当時の国勢調査の人口数

在職当時の団員数及び過去10年の年平均団員数

在職当時の吏員数､人口数及び過去10年の年平均吏
員数

部下の数､技術の難易度(特に高度､単純業務）
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年
吹 平21春

府
術
鐸 ○○省○○局

．

I
ド

1 2 3 4

適し

瀞鍛

1 2 3 4 5

本籍

現住所

東京都千代田区

〒 100－8902

東京都千代田区

コ
ー
ド

．

’

ド

1
一

1

2
一

2

3
一

3

4
一

4

5
一

5

ふりがな

氏名

○○○○

○○

○○○○

○○

性
別
一

男

ふりがな

旧氏名鱸 」

I

L

△△△△ OOOo

△△○○

▼

(蹴蜜C部画IlC閲政雛）

ふりがな

ペンネーム・裟鳴

④｡＠、 C･･･

轡翁○○

勲 章 褒 章

生年月日 昭和12年8月19日 島 万
(71歳） 出生地 東京都千代田区永田町1番地

I/

一
・

I

／／

／

一
一
一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一

| ｜ |合計l-l251ml01I|至’

生年月日(叙勲

発令日と同様

に入力)を入力

すれば､叙勲

基準日より年

齢を計算

○○庁○○課補佐
g H1､6.30

至H4.6.29
3 0 0 pー＝■●~●

鶏
～
～

○○庁○○室補佐
自 H4.6.30
7－C－4－章一閏一画一一一一エ

至H8．6.25
4 0 0 一

ｂ
ｅ

○○省○○裸緬遊官
自 H8.6.26

至H9,6,28
1 0 半 一句一

○○街○○局調査官（休職）※除算
闇 I似6．29

¥H11.6.27)
I ll 半 ”ーｰ■c－p

○○省○○局○○課長
闇Ⅲ1．6．28

至 IM.3.31
1 9 半 9 10 0

２
－
２

－ 9 10
ｰ

0

||篭雪隠妻
1957.4.15）

(財)○○センター事務局長

|’

皇"急皇－0辰＝＝＝pn9bか”←
L

一

一
言

自

寵

園勤計算

－－ ■■■■■■■■■■ I
g H13.4. 1
吋ゆ園ザゴーーー凸b一グーｰ一・

至 I{17.6.30
4 3 0

ノ
ー

一
一

ア
ー

一
一

一
一
一

■ー一

Bba CQ Q ●0

一
一
一

一

■■■■■■■■

－

一

自

至
一一

自

至
■ b●邑一▲

自

至
d－b4

自

至
－

自

菱

自

至
■←●一一■

自

至 ぎ
自

同一グループ同一グループ

内で､休職等

により年数の

積み上げをし

内で､休職等

により年数の

積み上げをし
ない場合『2｣をない場合『2｣を

記入記入

1枚ものの場合

は､自動計算に
より合計を表示
(2枚もの以上の

場合は手計算し
末尾に記載して
下さい）

同一率のグ
ループごと

に同じ数値

を入力

決
定

賞
勲 詞一

基準職 換算年数 擬叙 基準年数 I

会社の規模など

現在
ー

ー一一守り詞……■

名称

寅本金 万郷

従業風
人

団体の規模など

平成8年6月 現在
一一■一一 D■

堀称 ○○センター

活動

範囲

社会福祉事鶏の研
究を行う

会員数 10,000
人

係 鰻売織
万州

役闘
長副聯欝理

1 | 1 1121221 12
申
立 役風

金靴階I 聯

|I II

常 職風

年･予煉

122.928 人

122.2” 万儲



叙勲発令日を

｢h21/4/29｣のように入力

叙勲些準日 鍵鶏灘謹識

篝雲雲霧篝琴簔雲霧
年齢

繋鑑蕊
罐零簔 パラメータの内

容

－63－

男は｢1｣､女

は『2｣を入力

ｸﾙｰ
う・

鍬外ｺョト

人ﾉ』

灘蕊
ロマやザ
ーゲマ

畦釦

鳥 篝蕊 十一

、

ス§常
ﾖが皇鍬 後 、 至が畠竿

』 エ

I

蕊蕊灘篝篝 至が半月前
+0

0－

ﾖが畠
至が島

皇侭
羊
機
前

至が蚤羽前

至が半月前

IM:'ド月跳蒲がWWi

～
～

蕊灘篝蕊議
蕊鍵議篝鍵
蕊鍵蕊§蕊
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一
一
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年
次 平22春

瀦
街
弊 ○○省○○局

．

I

ド

》
●
●
○
○

6；0
●
●
●
▲

2

通
し
播
乳

1

》
●
●
。
①

2；3
●
●
●
》

4 5

本籍

現住所

東京都千代田区

〒 100 ー 8902

東京都千代田区

永田町1番地

栗颪雇亙7
改姓のある場合は改

姓年月日も記入
し
り

『
－
０
一
日
Ｉ
Ｏ
■
８

サ
。

『
一
ｄ
８
９
も
０
９
口
旬

I

一

1

§ §
： ：

2； 3；4
； g
： ：

2 3 4

5

■■■■■■■■

5

ふりがな

氏名

○○○○

○○

○○○○

○○

性
別
一

男

綴灘／
ﾛﾛ這這f×)“『
ロロ○○
《臨む年C;lCn鹸姓）

ふりがな

ベンネーム・裟鵜 勲 章 褒 章

平○秋藍綬
(○○振興功績）

生年〃日 昭和4年6月1日 （80歳） 出生地 東京都千代田区永田町1番地

主 要

経歴

功労名

一

兀 ○○物産㈱代表取締役；生長

元○○団体連合会副会長

．

’

ド
5 1

○○振興功労

最終学歴

○○大学法学部

昭和22年3月卒

表 彰 歴

侭分 職 名 淳

○○貿易㈱（関西支社）勤務

○○商事㈱勤務

(昭34.2. 16社名変更）
○○物産㈱取締役

同上 代表取締役
常務取締役

同上 代淡取締役
専務取締役

同上 代表取締役胤l1社長

同上 代蕊取締役社長

同上 代表取締役会長

同上 相縦役

(社)日本○○会理噸

同上 常任蠅事

同上 理事

在職期剛

g S23.3.31

至S24.12.31

W S25.1. 1

¥ S55.6.29

自 S55.6.30

韮 S58.6,29

MI S58．6.30
9●qQ●090●●●･●ザ●●●■●､●●9，●DC｡●▽句9●●

Z S62.6.25

#I S62.6.26

至 S63.6.28

自 S63.6.29

至 H2.6．27

脚 112．6．28

蕊H10.6.26

I3 H10.6.27

" H14.6.

闇 l{14.6．28

至現在
側 ｝12.6.9

蕊 H4.6.8

自 }14.6.9

¥ H8.5.26

自 H8.5.27

至HI2．5．30

在職年〃難
；

I ;9
』

″
一
一１

３
－

3015 半

3 0 0

4 0 0

1 0 0

2 0 0

8 0 半

4 0 0

7 10 0

、
班
〕 0 0

4 0 0

4 0 0

鰯:諺

雪一一一一一一

－

…

母一一
雷－－－－

一

・
一

下の履歴が上位なので､至を半月前に

(社)○○団体連合会常任理事
自 II4.7.28

至 }I8.5.25
3 10 0

同上 副会長
自 ll8.5.26

篭 II12．5．25
4 0 半

(社)○○同友会幹事
gH5．4.23
●b●▲●△b●●句▼●qも●ワ●●●P○●p●●●●●『●●●●●

至H11.4.22
6 0 半

、

○○省○○審議会委員
自 H2.9. 16

至H8.9． 15
6 0 0

決
定

賞
勲

係

申
立

会
社
の
規
模
な
ど

団
体
の
規
模
な
ど

昭和55竿6Ⅱ 現在

鍋称
■C●P･●●●●●ウ●●

資本金
p◆●●今●●の●●の●●

従鍵員
p･●O●●●Q◆●｡◆●

噸売商
、｡●P●●g●q●④DC

役員

CC溺聯

100，000

〃Iリ

100.000

1,000,000

〃I》I

公社劇啄瀧

】

◆
Ｑ
凸
『

●
●
●
《

1

。
Ｇ
Ｔ
Ｃ

●
▽
▲

毎
㎡
０

且
▼
●
●

●
、
《

⑨
今１

ｃ
－
０
Ｑ
■
守
句
△

12

平成12年5月 現在

名称

e●｡●●●●①｡●●●●

活動

範囲
p●●●p●●、●●心●句

会回数

《
侭
》
貝
一
流

、

》
呼
予

●● Ｑ

》
役
《
職
一
年

○○剛体連合会

10，000

人

長鯛嘩撒認
● ● ● ●

l i l : 2i l il9
－ 全

全100

人

200,888 万ﾘリ

平賎10"6〃 現在

端称

海本金

従業風

版売術

役風

CC物産株式会社
0●●●●｡●●●●■●●●●●守り●●･●ゅ●●●■0

100,000

、●●●GI

〃111

●●●q●●●●●DDoD●｡●◆●●●■●●｡●●O●●●OQa1

100,000

■
■
Ｐ
●

血●●●■●●gの●■｡●●●●G●OG●、●●●0●･●●●●｡’

〃門

1,000,000

D●Gooの●。●･●●4句争●○◆■●●●●餌●のp●●●ご●▼4

食 ；l； 僧｜ 蝉漁

I

ｂ
●
●
●

。
●

０
迄

０
０
●
■
０
－
3

■ ■

● ●

”； 11

平成1 1年3ﾉ:1 現在

偽称

pa●●△●●●●b●り守！

活勘

範醐

会員数

役員

職風

竿予練

○○同友会

Q▲●●･●●●●●●●●●■●｡●OpqOD●●●◆●●◆●●●q

■●◆●｡、●●●●●●●●OG●●句◆●dCoCO●Gbo●●｡,

100

人

■●｡●ゆ■｡｡●C▽p●●p●●●●●●ooDo●Q●●●●●●q

長 臘’ 抑瀞”

1
●●e●●□ ｑ●

４
錘０●

●
●
●
●
Ｃ
Ｑ●●

⑥
』
》口①

０
●
心
■
●
凸
Ｕ▲●

２
↑ｅ●

Ｏ
●
●
●
●
▲
●●●

２
》●●

●
◆
●
●
●
〃

122 人

●●●●｡●●◆●●●｡●●●●●●●●b●●●●●■●●●●●●■

1,298,980 ".l'i



叙勲発令日を『h22/4/29」

のように入力(必須）

←

性別を入力男は『1｣､女

は『2｣を入力

↓

－－－－－－－－婆

皇月前自が堂皇.月後、至が堅

至が半月前
自が1
至が半月前0－

至が半月前

至が半月前

至が半月前

至が半.月前

一
・
一

至が半月前

自が半月後

至が半月前

－65－

叙勲基準日 蕊蕊鍵蕊毒
性別

年齢 80

日付に対する指定。

通常は指定しない。

半月の切巨の場合はスライドさ

せない。
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叙勲｡叙位共通事項入力欄１
－
２
’
３
－
４
－
５
－
６
－
列
－
８
－
９
一
加
一
打
一
値
一
栂
一
脚
一
幅
一
帽
一
而
一
旧
一
ね
一
加
一
別
一
哩
一
麹
一
四
一
溺
一
配
一
幻
一
羽
一
羽
一
犯
一
釧
一
型

記入項目 記入欄 |(記入例） 備考
府省名

府省ｺｰﾄﾞ

番号

○○省○○局

1234

1234蕊蕊蕊

死亡日

死因
平成16年10月2日
急性心不全

h16.扣・2または
2004.10.2と入力

h16.10.17または

2004.10.17と入力

hl610.30または
2004.10.30と入力

受付日

閣議日

日
日
７
０
１
３
月
月
０
０
１
１
年
年
６
６

１
１
成
成
平
平篭灘蕊 《

Ｆ
ｙ

純
二

現住所

〒

住所(都道府県･市町村名）
（町村番地）

100－8902

東京都千代田区
永田町1番地

！

地域ｺｰﾄﾞ 13101
～

(ふりがな）
姓

やまだ

山田

(ふりがな）
名

たろう

太郎

性別
(ふりがな）

旧氏名等

改氏名年月日

男

△△△△○○○○

△△○○

昭和○年○月○日改姓

篭

砺
一
訓
一
弱
一
拓
一
幻
一
調
一
羽
一
犯
一
“
一
“
一
“
｜
“
一
幅
一
輪
一
切
一
偲
一
鞠
－
，
－
副
一
団
一
認
一
弘
一
弱
一
記
一
切
一
死
一
弱
一
卵
一
団
一
睡
一
闘
一
“

(ふりがな）

ペンネーム･芸名

前叙(叙位）
（時期）
（位階）

|前叙(叙勲）
I （時期)
（受章勲等）

過去の褒章
（時期）

（受章褒章種別）

生年月日

主要経歴

（官職）

功労名

最終学歴
（学校名･学部名）
（卒業(中退)年月）

大正15年8月19日 t15.8.19または
1926.8.19と入力

元○○事務官

元○○省○○局○○課長

○○行政事務功労蕊蕊蕊溺蕊議蕊蕊鍵

○○大学法学部
昭和23年3月卒業

表彰歴

（年月日）

（表彰名）
平成○年1月○日
○○大臣表彰(○○功労）

66－

湾塞藩盟

…



勲 章 審 査 票
(1／1）

＝二一

I 蕊
珊
竹
姉

裁
可
三
閣
猫
一

平年 月 日
jf告湾.'錘

蕊議鍵死亡日 受付日

塞識灘鍵鍵溌懲 ’
．
９
１
卯
、蕊伊
礎 章、ふりがな

ペンネーム・芸焔

ふりがな

旧氏名鰊

性
別
一
灘

章勲

I蕊 、

／’生年魚ヨ譲蕊…難驚灘蕊(78歳） ’
｜
I 毒一彰歴最終学歴主要

経歴

(官職）
1

1蕊舞篝豊黛覇諭蕊;翻蕊蕊功労鑑

在職期間 ｜在職年月謝、計 ｜率|換算鐙哩

…§蕊鯉§…1..:ninl八; I_1 : ;、S23.4. 15
DFbO6●f64＊■pqgbD心ﾔqO●｡ 22:0:0

備考簡 職 名 捧
§
》
Ｊう
一
ｘ
－

Ｐ
１
ｊ
Ｆ

卜

直
回
吋
エ
エ S45.3.31

○○事務官

○○局○○課係長

、
－戸;

16:1:0
： ：

､ 寸 曾

： ？ 、

32;2:半
自
筆
二里

軸
９

Ｔ
Ｉ
４
Ｍ
ｎ
〃
〕

■
４
由

４
一
・

６
巴
已

５
－
５

４
－
ゞ
５

Ｓ
睾
Ｓ ＊10:2:半

、尚
鳳
至
一
白
曇
主

０
脾
９
０
皿
５

３
恥
２
３
叩
２

ｍ

邸

■
■
Ｇ
Ｄ
Ｃ
■

６
小
６
６
油
６

ふ
り
。
◆
叩
○

５
Ｍ
８
８
唖
２

５
“
５
５
ｍ
６

◆

Ｓ
耐
Ｓ
Ｓ
叩
Ｓ

○○庁○○課補佐 3:0;O

’岡’
網掛部分は､叙勲｡叙位共通事

項入力により入力される

｡叙位共通事

される項
I

○○庁○○室補佐 姫Oi0

自
岨
至

６
唖
８

２
曲
ワ
】

ｂ
■
▼

６
ｍ
６

２
－
３

６
印
６

ｓ
“
Ｓ

○○省○○鯉調査官 1 ：0;半

S63.6,29
■U■｡､凸●00●■*■口｡■d申BC4q

H2､6.27

歯
曇
韮

0

○○省○○局細査官（休職）※除算 lill:半

間
唖
至

H2.6．28
凸■■■●●■●｡▲●■■■■■G■■

1･14.3.31

２
－
２

1 ：9;半○○櫛○○局○○裸長 9弓10ミ09；10：0

［
山
回
附
幸
エ

目
州
至

杓
臼
睡
奉
エ

H4.4. 1
ｩdobU■中4町8｡■O守口申守p①

H8.6．30
(財)○○センター事務局長 4i3:0

自
唖
至

自
巽
主

｛
日
唖
一
主

向
唖
岬
一
韮

自
陸
至

自
唖
至
一
自
筆
エ

向
口
唖
奉
エ

合 １
部
翰
口 25:11:0

会社の規模など 団体の規模など
決
定 、平成8年6月 現在

名称 ○○センター

帯.…雛鶴榊灘識i榊
範囲究を行う

会風致 10,000 ノ、

良捌騨鹸翔

役風 . ， ・ ・
i l : 2 : 2: 1 : 12

....,G.口｡fM■Ui ■ロﾛ･ロ｡‘■勺母｡･D■も■Q■0口●伽■p~b●ate･“”

職貝! 1221928
■､■●凸●・ﾛ寺e■■r■b 早■ﾛ■■､br■■■①■■弓■■bp晒争■ﾛ■●q■『■■F,■あり■

年子陳! 122,222"1;1

現在

名称‘

■●｡●｡■｡｡■p■●色 ■■■■■■■■■■■｡■■d■■七Onjg●ザ■r■qDUql◆6吋d

JjIり

憐本金
■0℃■勺I■■も甲｡■L 凸凹4BOOCoqG､Q●■■p●■■■■●｡■a■岳B甘■●①●酌｡

人

従龍側

4ｩ｡①－③0口●■凸e町寺rqe凸■P＝■a■白もむ●Qep■b■

阪売i侭 〃lり

ゑ枇臓 ，〃 瀞

役’則 ： ： ： ：

賞
勲

換煉年数 擬叙 避準年数酷地峨 へ

C
ー係

｜

’
申
立

67－

可

蕊



－68－

A B C ，

I

2

叙勲同叙位共通事項入力欄

3
■
■
４
当
■
Ⅱ
ｑ 8入項 目 ０

１ 8入’ W 碇 入似 ） 備考
４
－
５
－
６
－
７
－
８
－
９
－
Ｋ
一
耐
一
悩
一
祇
一
祁
一
純
一
托
一
打
一
椛
一
棚
一
江
一
創
一
塑
一
配
一
別
一
鯛
一
郎
一
幻
一
湖
一
期
一
加
一
割
一
塊
一
認
一
訓
一
開
一
鮒
一
師
一
鮒
一
的
一
如
一
劇
一
塊
一
輔
一
“
一
妬
一
帖
一
岬
一
鮒
一
約
一
卵
一
馴
一
醜
一
弱
一
列
一
蒟
一
充
一
刃
一
氾
一
刃
一
池
一
別
一
通
一
沼

府省名

府省ｺｰﾄﾞ

番号

死亡日

死因

受付日

閣議日

現住所
一

T

住所(都道府県･市町村名
(町村番地）

地域．－F

(ふりがな）
姓

(ふりがな）
名

性別

(ふりがな）
|日氏名等

汝姓年月日

(ふりがな）
ペンネーム・芸名

諒叙(叙位）
(時期）
(位階）

狗叙(叙勲）
(時期）
(受章勲等）

圓去の褒章
(時期）
(受章褒章種別）

ｾ年月日

E要経歴

力労名

畳終学歴
(学校名･学部名）
(卒業(中退)年月）

島彰歴
(年月日）
(表彰名）

一
》

蕊蕊譲譲蕊
哨
韓
勢
一
鎚
靹
・
●
》
・

蝋
鑑

瀬
↓

》
ｐ
百
八
》
〉
》

》
」
》
硬
◇
邦
母
寺

零
舜
《
・
評
《
，
承
一
一

ヤ
》
ぽ
む
・
・
・
ゞ

》
”
ｂ
》
且
‘
（
ロ
一
や
、
。
〃
〃
雛
獺

潔
棚〆

邑

塞
轟
一

ハ
ザ
ハ
認
丙
・
》

今
。
ク
グ
皇

恥
″
だ
。
一

蹴
筵

《
ワ
ル
。
《

、
４
●
『

《
．
》
↑

転

ぶ

（

、

ロ
ベ
▲
ク
凸

伊
ジ
ア
毎
パ蕊

《

か

ｏ

媚

令

毎

一

》
一
一
似
．
、
￥
髭鱒

捗
〃
・
ぐ
、
一

惠
毎

毒
唖
》
鯉
ユ

ケ
ボ
・
〉
誤

》
》
一
一
や
》

↑
”
す
｝
ぜ
。
〃

』
●
ざ
．
↑
《
函

《
●
？
牢
ｇ
一
誌
し
方
子
叫
戸
，
脾
一
画

鱒蕊認議

議
然
雛
蕊
蕊
溌
蕊
孟
墓
瀕
謎
熟

タ
ロ
ヰ
旬
■
ｒ
ｅ
ｔ
Ｄ
Ｆ
ニ
ク
ア
心
Ｊ
グ
ザ
ウ
●
“

《
、
今
ｑ
ｑ
ｂ
毎
口
心
づ

ｐ
へ
令
令
〆
句
・
甲
、
↑
Ｐ
ｆ
Ｑ
▼

》
俳
勾
』
ｂ
？
γ
、
少
一
心
〃
『
』

翌
一
幸
一
轄
一
平
郷
卿
一
一
》
》
《
言
一
些
一
鍵
、
《
溌
夢
蕊
』
軍
琴
い
私

心
。
ゥ
学
▼
、

》味》」・知〆グも《升．もこ〃〃↓津・傷。●ア、◆◆↑》小》・《Ｄ、小口●少●。、ザら・砂？．〉。。蓉学孟勺、◆。》や硬《野●一斗叶準》・》聾《》一語一一シ》一一’一》〕一一か《・蹄．〉手・一《“・一ク幹今。．《．一一・・．

〆
〆
６
允
・
一
一
・
一
合
む
ら
楯
〃
幻
・
〃
“
需
壷
や
“
▽
岳
〃
ロ
・

溌
鎚
薮
重

や
１

蕊
》
》
醗
蕊
蕊
謎
《
調
》
雲
震

誇
泌
唾
雛
鮒
撫

’
１
ｅ
ク
少
，
屯
◇
■
０
１
“

も
◇
〆
采
障
今
己
．
や
一
や

》
参
一
一
謬
窓
”
嬢
》
一
・
参
《
“
》
〉
ゞ
》
巽
琴
釜
秤
杢
殴
．
一
《
諏
忽
《
認
》
一
叶
》
》
｛
．
、
毒
辱
玲
灘
、
》
然
謡
〈
『
李
尋
一
一
》
《
洋
一
《
《
瀝
一
琴
繍
〉
》
．
．
．
－
今
託
や
．
》
》

燭
．
・
》
〃
今
令
・
ゞ
・
ツ
ー
・
今
寸
、
一
か
｛
《
・
少
壱
殆
嘩
〃
ｐ
作
、
グ
▽
．
、
・
・
・
９
．
『
噂
ゞ
、
莞
、
、
．
“
口
令
。
．
挿
・
へ
》
・
篭
ゞ
へ
咋
却
《
《
一
斗
・

蕊
一
〃
（

琵
一
》
《
・
再
阯
．
》
》
》
》
一
尾
・
一
經
杢
や
．
一
一
ぷ
●
》
一
一
、
一
．
鍍
鋸
”
一

灘
一
一
》
溌

一
？
．
？
〉
も
。
、
挙
手
・
や
》
封

ニ

タ

ｐ

・

甲

〆

・

竺

町

〆

ｒ

ｑ

姻

罫

や

〃

少

甸

》

Ｐ

〃

。

〃

、

予

〆

〆

◇

寺

諌

掌

誌

》

ｖ

弱

″

《

一

、

一

声

一

言

・

》

一

躍

一

》

彰

一

評

田

一

津

一

鐸

認

叩

私

書

一

鉢

一

一

｝

一

一

》

伊

溌

一

《

一

、

津

舞

一

一

群

へ

漉

一

謹

畢

一

一

霊

《

莚

塚

《

《

一

《

遜

嘆

一

》

。

、

一

・

〃

：

畢

一

．

↑

》

●

一

判

》

毒

《

吟

尋
雫
韓
群
・
密
一

溌
瀞
議
溌
蕊
蕊
蕊
職
蕊
蝋
蕊
溌

○○省○○局

1234

1234

平成16年10月2日
急性心不全

日
日
７
０
１
３
月
月
０
０
１
１
年
年
６
６
１
１
成
成
平
平

100-8902

東京都千代田区
永田町1番地

13101

やまだ
山田

たろう

太郎

男
△△△△○○○○

△△○○

昭和○年○月○日改姓

雲鐙△△

懲畿△△

昭和20年4月29日
従六位

平○春

瑞四(○○功労）

平○春

藍綬(○○振興功績）

大正15年8月19日

O○物産㈱代表取締役社長
O○団体連合会副会長

つ○振興功労

つ○大学法学部
沼和23年3月卒

平○年11月○日
つ○大臣表彰(○○功労）

h16.10.2又は2004.10.2と入力

h16.10,17又は2004.10.17と入力

h16.10.30又は2004.10.30と入力

上15.8.19または1926.8.19と入力



(2／'）

脳
ｒ

へ

D
ー

－69－

府
衛
輔雲電鍵蕊蕊蒸議蕊議議蕊

一
コ

1

F蕊鍵
砿
糾蕊蕊

縦
那
平
、
年 月 日

死亡日 議蕊議鍵蕊議灘鐵蕊蕊 受付日
荒
娼
釦
、
必
罰
澄
昌
ｚ
〃
〆
亀

”
埋
蔵
舜
軸
叩
唾
咽
牟
一
命
と

鱗
ａ
字
妬

み
‐

：
罰
領
一

○

ｐ鍵
醇冷

雲
閣
雛蕊識

9割＝ア，
､■C~

雲
傘
啄
『
剴
却
坤
迩灘

現

伊蕊 溌灘蝋謹灘妻
率
が
い
‐
唯
幸

一
。
昨
鈴
碑
渉
‐
。
《

綴
母
議
瞬溌

鐸
澤
狩
》
や

今

◆

《

●

、

夕

Ｐ

、

い
ふ
４
グ
心
》
ぬ
〆
《

●
争
電

蓉

琿

▽

〃

、

遠

瞬
鼻
蝿
一

弱
辨

《
訴
認
へ
鉤
》
幸

》

い

《

凸

、

一

恥

』

埋

紗

《

》
〃
・
や
‘
挿
画
ず
ぷ
鑑

》
．
夢
ゞ
》
琿
癖
辱

溺
●
・
輝
筆
島

設

句

４

℃

奇

・

勺

時

・

一
難
》
》

夢
吋
』
歩
・
◆
々
塵
〃
《
グ

〉
。
、
つ
沖
御
弱
《
唖

『
雪
雲
《
・
距
綴
鐸

旬
ギ
グ
ム
リ
・
。
，
今

却
。
公
『
毎

坪
哲
裁
誠

､クL

B

j ◆

少も．
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団体の規模及び事業概況等調
薙
乳
い
１
ｍ

平成○年○月○日 現在

Ｉ
司
画
１

団体の名称 法的根拠
●
●
ｊ
夕蕊

。
＃蕊

会員数
q

Q智動範囲 役職員構成 年予算額
事業内容 備考

○○会○○連合
会
(平成○○年○月
○日設立）

○○○○法

(平成○○年法律
第○○号）

47団体
(2万人）

47団体
(1万9,500人）

全国
(47都道府
県）

全国
(47都道府
県）

会長 月
副会長
理事
監事

事務局職員
専務理事
職 員

甲野乙郎
３
７
２
４

I

10

会長
副会長
理事
監事

甲野乙郎

事務局職員

３
７
２
４

専務理事 1
職 員 10

1,000万円

(うち国の
補助金
500万円）

900万円

(うち国の
補助金
400万円）

●●●●◆●●●●■

0●●●●●◆●●●

●●●●●●●◆●●

●●●●●◆●●●●

１
２
３
４

(同上）

(任)○○会○○連合会
が○○年○月○日に
解散し､法定団体として
設立された。

※平成○年○月○日現在
(最終時点から10年前）



府賞第

平成年 月

号
日

各府省栄典担当課長殿

内閣府賞勲局総務課長

平成年（春・秋）の叙勲候補者に係る事前連絡等について

平成年（春・秋）の叙勲候補者として協議を予定されている者のうち、
いずれかに該当する者については、下記の2の書類を平成年月 日 （
に総務課企画連絡係あて提出するようお願いします。

下記の1の

） 時まで

記

1 事前連絡に係る候補者

大綬章を希望する候補者

新しい分野の候補者
過去に叙勲・褒章の協議書類提出後（事前連絡除く）、取下げ、辞退等をしたこと

(1)

(2)
(3)
がある候補者

再叙勲を希望する候補者
栄典の受章環境について検討を要する候補者(注）

(4)
(5)

2提出書類等について

(1)提出書類及び部数

①1の(1)に該当する者
正・ ・様式1，審査票、功績調書、履歴書 各1部
副・ ・様式1、審査票 各1部を3組
②1の(2)に該当する者
正・ ・様式2、審査票、 （必要に応じ、功績調書等） 各1部
副・ ・様式2，審査票、 （必要に応じ、功績調書等） 各1部を3組
③1の(3)に該当する者
正・ ・様式3、審査票 各1部

副・ ・様式3、審査票 各1部を3組
④1の(4)に該当する者
正・ ・様式4，審査票、功績調書、履歴書 各1部
副・ ・様式4、審査票 各1部を3組

⑤ 1の(5)に該当する者
正・ ・様式5，審査票、関係書類 各1部
副・ ・様式5，審査票、関係書類 各1部を3組
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(2)事前連絡に係る候補者が、上記1の(1)～(5)に重複して該当する場合には、それ
ぞれの様式ごとに必要書類及び部数を提出下さるようお願いします。 （重複ある旨
を備考欄に記入してください｡）

なお、事前連絡をいただいた候補者については、当局において事前に検討の上、協
議書類提出の前に、当局の意見を連絡します。
また、協議書類提出後、事前連絡漏れが判明した場合、推薦を受け付けないことが
ありますので､_御承知おきください。

※提出にあたっては、様式1～5を正、副にまとめて提出下さるようお願いします。

例） 正 （様式1，審査票、功績調識履歴書、様式2，審査票、功績調書等、
様式3、審査票、様式4、審査票、功績調書、履歴書、
様式ら、審査票､関係書類）

副 （様式1、審査票、様式2，審査票、功績調書等、様式3、審査票
様式4、審査票、様式ら、審査票、関係書類）×3組

(注） 1(5)については、候補者又は候補者の関係する法人等が、①刑罰を受けた場合、②警察零の取り網べを受け
た場合、③所得税法、法人税法等に基づく重加算税を賦課された場合、④独禁法に基づく調査、審決、命令等を

受けた場合、⑤許認可取消、営業停止蝉の行政処分を受けた場合、⑥訴訟が継続中である場合、⑦不祥噸等につ
いて報道があった場合、③事故を起こした場合、⑨懲戒処分を受けた場合、⑩法人等の経営状況に問題がある場

合、⑪暴力団員等との関係が疑われる場合、⑫破産宣告又は破産手続開始決定を受けた場合、⑬その他栄典の受
章環境について検討が必要と思われる場合などが該当する．

~
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様式1

大綬章を希望する候補者

府省名【 】

様式2

新しい分野の候補者

府省名【 】

様式S

過去に叙勲・褒章の協議書類提出後、取下げ、辞退等をしたことがある候補者

府省名【 】

様式4

再叙勲を希望する候補者

府省名【 】

様式5

栄典の受章環境について検討を要する叙勲候補者

府省名【 】

受章環境上問題となる事案について、事案柵に簡潔に記載すること （○○事件、○

○法違反（○○会社）等)。

事案の概要について、候補者ごとに別紙様式に記載のこと。また、事案の詳細が

わかる資料、新聞記事等を添付のこと。

様式3と重複する候補者については、取下げ等経緯柵に以前に協議した年次(平成○

年春等）を記載のこと。

※1

※2

※3
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氏名 年齢 主要経 種 備考

氏名 年齢
ｑ
一
一
一三要経歴 備考

氏名 年齢 取下げ又は辞退の運独 取下げ等の年I 日 備考

希望勲章 氏名 年齢
日
一
一
一三要経I 歪 前叙年月日 備巽

Ｄ
Ｐ

氏 名 年齢
主要経歴・受章環境上

特に問題となる経歴
事 案 取下げ等経緯



様式5別紙 [栄典の受章環境について検討を要する候補者事前協議］
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推薦省庁 省 番号 功労種別 功労

ふりがな

氏 名 年齢

経 歴

取下げ等経緯

事案の概要

b 色



府賀第 号

平成年月 日

各府省栄典担当課長殿

内閣府賞勲局総務課長

平成年（春・秋）の叙勲の候補者について

協議願います。下記により候補者を選考の上、標記について、下記により候補者を鷺

なお、協議に関する書類については、

ることとなっているので、念のため申1念のため申し

までに当局総務課へ提出す月 日 （ ）午後時

添えます。

記

1 候補者については、中央において活躍している者又は有名人等に偏ることなく、各界各

層から幅広く選考すること。

2候補者の選考にあたっては、候補者又は候補者の関係する法人等について、訴訟が係属

中である場合、最近になって、警察官又は検察官の取調べを受けた場合、刑の確定があっ
た場合、公正取引委員会による取澗べを受けた場合、同委員会の審決等を受けた場合、そ

の他勲章を授与することが適当でないような事実が新聞又は週刊誌等に報道された場合等
については、特に慎重に諏査検討し、その者に勲章を授与することが適当でないと判断さ

れるときは、これを除外すること。

3貴府省から協雛を受ける候補者数は、別紙1の数の範囲内とすること。

4協議に関する提出書類及び部数等は、次のとおりとする。

(1)候補者に係る提出譜類及び部数

①功績調霧 1部※両面印刷
②履歴書 1部基両面印刷
③刑罰等調書 1部

④戸籍抄本 1部

⑤勲章審査票 2部（正1部・副1部）※片面印刷
Excelデータ(CD-ROM(各府省計1枚))

⑥叙勲候補者名簿 （紙） 6部※両面印刷
〃 （電子媒体） 1部※メール送付可（別添参照）

（なお、 2回目の叙勲候補者名簿の提出は、 月 日（ ）午後時(予定)）

(2)留意事項

書類の作成にあたっては、候補者の本籍、現住所、氏名及びふりがな、前叙、職名等

について特に正確を期すこと （なお、これらの事項の調査については、候補者に直接照

会しないことを原則とするが、やむを得ない場合においては、 この限りではない｡)。

(3)書類提出後の候補者の異動等について

候補者の死亡または取下げの異動があった場合は､別紙2の様式に当該事項を記入し、

速やかに内閣府賞勲局総務課企画連絡係へ提出すること。

また、取下げをする者については、異動等の内容欄にその理由及び経緯を簡潔に記載
すること。
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府賞第 号

平成． 年 月 日

各府省栄典担当課長 殿

内閣府賞勲局総務課長

第回危険業務従事者叙勲（平成○年○月発令）の候補者について

標記について、下記により候補者を選考の上、協議願います。

なお、協議に関する書類については、平成年月 日 （ ） 時までに当局総務課あて提

出するようお願いします。

記

1 擬省庁から協議を受ける候補者数は、別紙1の数の範囲内とすること。

2協議に関する提出譜類及び部数等は、次のとおりとする。

(1)候補者に係る提出審類及び部数

①功繊調鍔 1部※両面印刷

②履歴書 1部※両面印刷

③刑罰等調書 1部

④戸籍抄本 1部

⑤叙勲審査票 2部（正1部・副1部）※片面印刷

Rxcelデータ(CD-ROM (各府省計1枚))

⑥叙勲候補者名簿（紙） 6部※両面印刷
〃． （電子媒体） 1部※メール送付可（別添参照）

(2)留意事項

謡類の作成に当たっては、候補者の本籍、現住所、氏名及びふりがな、前叙、職名等に

ついて特に正確を期すこと（なお、これらの事項の調査については、候補者に直接照会し

ないことを原則とするが、やむを得ない場合においては、この限りではない｡)。

(3)書類提出後の候補者の異動等について

候補者の死亡､取下げの異動があった場合は､別紙2の様式に当該事項を記入し､速や
かに内閣府賞勲局総務課企画連絡係へ提出すること。

また、取下げをする者については、異動等の内容欄にその理由及び経緯を簡潔に記載す

ること。

3候補者の選考に当たっては､勲章を授与することが適当でないと判断される者については

除外すること。また、協議する候補者のうち、栄典の受章環境について検討を要する者（※）

が含まれる場合には、別紙3－1， 2の様式を併せて提出すること。

(※） 候補者又は候補者の関係する法人等が、①刑罰を受けた場合、②替察等の取調べを受けた場合、③所得税

法、法人税法に基づく重加算税を賦課された場合、④独禁法に基づく調査、審決、命令等を受けた場合、⑤
許認可取消、営業停止等の行政処分を受けた場合、⑥瞬訟が継続中である場合、⑦不祥事等について報道が

あった場合、⑧事故を起こした場合、⑨懲戒処分を受けた場合、⑩法人等の経営状況に問題がある場合、⑪
暴力団員等との関係が疑われる場合、⑫破産宣告又は破産手続開始決定を受けた場合、⑬その他栄典の受章

環境について検討が必要と思われる場合などが該当する。
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別添

候補者名簿電子媒体提出にあたっての留意事項

候補者名簿の電子媒体提出にあたっては、以下の点にご留意ください。

･ファイル形式は原則としてExcelとする。

※EXcelでない場合はご相談ください。

･外字については、PCで表示できるものに限り使用可能とする。

PCで表示できない漢字については、PCで表示できる漢字に置き換える。

置き換える漢字のない場合は「＝」 （げた）を表示し、紙媒体に手書きで記入する。

図形等の貼り付けは使用しない。

･PC間の互換性がない特殊な文字（各自で作成した外字等）は使用しない。

・2回目の提出時には、提出時までに異動のあった候補者について異動事項を

見え消しで記載すること。ただし、異動事項については以下の事項に限る。

・候補者が死亡した場合

・候補者の協議を取下げた場合

・候補者の勲章を変更した場合

・1回目に候補者の勲章を記載しておらず、 2回目で記載する場合
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別紙2

文書
平成
番号
年 月

内閣府賞勲局総務課長殿

○○省○○課長

平成年(春・秋)の叙勲候補者の異動について

(第回危険業務従事者叙勲(平成○年○月発令)候補者の異動について）

備考

取下げをする者については､異動等の内容欄に理由及び経緯を簡潔に記載されたい。
なお､別紙での提出でも可とする。
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死亡 名 取下げ 名

番号 氏名(年齢） 勲章 現住県
異動等の内容
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一
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別紙3－1

栄典の受章環境について検討を要する候補者

府省名【 】

受章環境上問題となる事案について、事案欄に簡潔に記載すること

（○○事件、○○法違反（○○会社）等)。

事案の概要について、候補者ごとに別紙3-2に記載のこと。また、事

案の詳細がわかる盗料、新聞記事等を添付のこと。

過去に協議書類提出後、取下げ、辞退等をしたことがある候補者につ

いては、備考柵に以前に協議I_/た年次(平成○年春等)を記載のこと。

※
※
※

1

2

3

I
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氏名 年齢
主要経歴・受章環境上

特に問題となる経歴
○ 6

事案 取下げ等経緯



別紙S-2 [栄典の受章環境について検討を要する候補者事前協議］
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推薦省庁 省 番号 功労種別 功労

ふりがな

氏 名 年齢

経 歴

取下げ等経緯

事案の概要
、 ◆

●



府賞第

平成年月

号
日

各府省栄典担当課長殿

内閣府賞勲局総務課長

平成年俸･秋）の鋭勲の内示について

隙○回危険業務巻溌勲（平成○年○月発令うの内示について）

平成年椿・秋）の叙勲(第○回危険業務従事者叙勲(平成○年○月発令)）の侭甫

者として賀職から協議のあった者に係る当局の審査の結果をお知らせしますも
今後の事務は、別添「平成年俸･秋）の叙勲傍○回危険業務従事者叙勲（平成

○年○月発令)）内示後の事務処理要領」に沿って処理願いますも

なお、内示はあくまでも本人に対するものであり、これら受章候補者についての情報

が、発令日前に本人以外の第三者に漏れることのないよう劉荷省において厳重に注意さ

れるとともに、関係の地方公共団体又は管下関係団体に対してもこの趣旨を十分徹底さ

せるようお願いしまする
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捌漁

平成年（春・秋）の叙勲内示後の事務処理要領

儲○回危険業務従事者叙勲(平成○年○月発令）内示後の事務処理要飼

1隣緒に照会する事項について

次の事項を梼甫者全員に直接照会して確認した上、各省各庁の長名で候補者に対す

る叙勲の授与に関する依頼書滕式1．以下「依頼調という｡）を提出すること。

(1)叙勲の受諾の意向の確認

受章を辞退する憐緒がある場合には、当該候補者の氏名及び理由を、辞退する

侭甫者がない場合にはその旨を、 平成年月 日 （ ）午（前・後） 時まで ア」Ｉ

提出すること。

当局では､依頼書により推薦を受けた侭甫者について閣議を求めるとともに、 「受

章者名潮を作成するが、当該名簿作成後の辞退の取扱いは、事務的に極めて困難

であり、殊に閣議決定、裁可後の辞退は国事行為の取消しとなり、再度閣議決定、

裁可を必要とするので、このようなことのないように特に厳重に注意すること。

なお、受章を辞退する者については、糊Uの事由（配偶者の死亡等）がある場合

を除き、原則として3年経過するまでは推薦を受けないこととなっているので、十

分留意されたい（平成年倦・秋）の叙勲または第回危険業務従事者叙勲（平

成○年○月発令）候補者から推薦可能)。

また､受章に際し､氏名､授与勲章､功労概要､主要経歴‘脇ﾘ､年齢､現住所、

本籍都道府県名等が関係機関等に悌艮提供されるので、受諾にあっては様式2を本

人に間附し、周知すること。

②前叙の有無

推薦の段階又は当局における審査の段階において既に判明している前叙以外の前

叙を有する候補者がある場合には､当該候補者の氏名､当該前叙の勲等及び旭日章、

宝冠章、瑞宝章の別並びに発令年月日を平成年月日（）午（前・後） 時

までに連絡すること。

前叙の誤認により、発令恥肖し等の事態が生じると、本人に対して非礼であるば

かりでなく、国の栄典行政上好ましくないので、この調査については、特に注意す

ること。
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(鋤氏名、主要経歴、現住所及びその他の受章者名簿に記載される事項の確認

次の事項を改めて確認すること。 （発令日現在で確認すること｡）

①氏名階に書類提出後の字画等の変更について）

②主要経歴傭に書類提出後の役職名等の変更について）

③現住所塒に書類提出後の住居の異動、町洛の変更等について）

④その他の受章者名簿に記載される事項

これらの事項のいずれかについて変更があった場合は、当該候補者の氏名及び訂

正すべき事項を平成年月 日 （ ）午揃･後） 時までに連絡すること。

なお、上記以外儘査票に関する内容等）の変更は連絡不要

2候補者の栄典の受章環境に関する調査について

候補者又は候補者の関係する団体等について、
(1)⑪｢ﾘ罰､伽了得秘去又は法人税法等に基づく動ﾛ算税の賦課､③独禁法に基づく
調査、審決､命令等、④許認可取消営業停止等の行政処分、
⑤破産宣告又は破産手続開始決定､⑥懲戒処分、を受けた事実の有無

(沙最近になって事故を起こし､又は警察､公正取引委員会等の取調べを受けた事実
の有無

(鋤係争中の訴訟の有無
④不祥事等についての*随の有無
⑤債権放棄を受けるなど、経営状態に関する問題の有無
⑥暴力団員等との関係が疑われる事項の有無
(7) その他栄典の受章環境に影響があると思われる事項
を十分調査し、何らかの事案が生じた場合には速やかに当局に連絡するとともに、
叙勲を保留すべきであると考えられる候補者については、推薦しないよう措置するこ
と。

S死亡者の取扱いについて

候補者が死亡した場合は、当該候補者の氏名及び死亡年月日を至急連絡すること。

この場合は、死亡叙勲として取り扱うことになるが、その手続きは､次のとおりで

ある。

(1)閣議決定前に死亡した場合
通常の死亡叙勲の手続きを行うこと。

(2)閣議決定後発令日までの間に死亡した場合施行日変更）
死亡の届書朧式3）及び死亡診断書又は除籍抄本を提出すること。

なお、発令後、閣議決定前に死亡していたことが判明した場合は、大臣名で閣議の

決定を取り消すための閣議決定を行う必要が生じるため、そのようなことのないよう

特に留意すること。
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4連絡方法について

前S項に掲げる事項に関し連絡する場合は、候補者の異動について、様式4に該当
する事項を記入し、6部（正1部・副5部）提出すること。

5閥宴書について

依頼書の提出期限等については、次によること。

(1)提出期限
平成年月 日 （ ）午（前・後） 時

②提出吝隙
正副各1部

(鋤候補者の氏名の配列等
叙勲受章候補者の氏名は､旭日章、瑞宝章の順に酉制し、同種勲章の者につい
ては、勲章の上位の方から順に、同一勲章の者については、五十音順に配列する
こと｡

受杯候補者の氏名は､叙勲受章候補者の氏名の後に､銀杯（5号､4号、3畳
2号、 1罰、木杯（5号）の順に酉謬りし、同一杯の者については、五十割頓に配
列すること。
なお、候補者の氏名には、ふりがなを付けること滕式1別紙参照)。

（依頼書について前叙の記載は不夷）

6副申について

平成年月 日 （ ）副申（各省各庁の長名でのもの）は推陶有省と調整の上、
午（前・後） 時までに正副各1部を提出すること。
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続弍1

文書番

平成年月

号
日

内閣総理大臣氏 名 殿

○○大臣 氏 名

平成年椿・秋）の叙勲について

儲○回危険業務従事者叙勲（平成○年○月発令）について）

別紙の者は、いずれも功績調書のとおり、国家又は公共に対する功績が顕著であるの

で、叙勲についてよろしくお取り計らし願いたい，
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＜記載例＞様式1別紙

旭
日
双
光
章
を
授
け
る

旭
日
重
光
章
を
授
け
る

瑞
宝
重
光
章
を
授
け
る

瑞
宝
双
光
章
を
授
け
る

銀
杯
一
組
（
三
号
）
を
授
け
る

銀
杯
一
個
二
号
）
を
授
け
る

木
杯
一
組
台
付
（
五
号
）
を
授
け
る

ほ
う
し
よ
う
さ
ぶ
ろ
う

褒
章
三
郎

く
ん
し
よ
う
い
ち
ろ
う

勲
章
一
郎

じ
よ
く
ん

叙
勲

し
は
い

賜
杯

ぶ
ん
く
ん

文
勲

ず
い
ほ
う

瑞
宝

き
よ
く
じ
つ

旭
日

し
ょ
く
は
ん
ろ
く
ろ
う

飾
・
版
”
六
郎

次じ
ろ

郎う

ご
ろ
う

五
郎

し
ち
ろ
う

七
郎

し
ろ
う

四
郎

八は
ち
郎ろ
う
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様式2

受章を受諾する皆様へ

内閣府賞勲局

勲章の受章者の発表（ 月 日）に際しては、栄典関係事務及び報道

取材の便宜を図ることを目的として、氏名、年齢、性別、授与勲章、功

績概要、主要経歴、現住所、過去に受章した勲章・褒章及び本籍都道府

県名についての情報を、当方から各府省及び都道府県の栄典担当部局、

報道機関へ閣議決定後に提供します。

また、広報の一環として、氏名、年齢、性別、授与勲章、功績概要、

主要経歴、お住まいの市区町村名（政令指定都市は区）及び過去に受章

した勲章・褒章については、行政機関個人情報保護法に基づき、適切な

管理の下、一般の閲覧に供するとともに内閣府ホームページに掲載いた

します。

つきましては、上記について、御承知おきくださいますようお願いい

たします。
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橇弍3

文書番

平成年月

号
日

内閣府賞勲局総務課長殿

○○省○○課長

平成年椿・秋）の叙勲候補者の死亡について

傍○回危険業務従事者叙勲坪成○年○月発令）候補者の死亡について）

の叙勲鶴○回危険業務従事者叙勲（平成○年○月下記の者は、平成年椿・秋）の叙勲儲○回危険業務

発令)）候補者として内定した者でありますが、平成年月

亡日同日付の叙勲についてよろしくお取り計らし傾いたい

日死亡しましたので、死

記

死亡者氏名
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様式4

文書番
平成年月

号
日

内閣府賞勲局総務課長殿

○○省○○課長

平成年(春・秋)の叙勲候補者の異動について

(第○回危険業務従事者叙勲(平成○年○月発令)候補者の異動について）

備考

①死亡､辞退､受諾の候補者の順に整理し､それぞれ通し番号順に記載されたい。

②辞退をする候補者については､異動等の内容欄にその旨及び理由を記載された
い｡なお､別紙での提出でも可とする。
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受諾 名 死亡 名 辞退 名

番号 氏名(年齢） 勲章 現住県
異動等の内容
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一 誤



府賞第 号

平成年月 日

外務省大臣官房儀典総括官殿

内閣府賞勲局総務課長

平成年倦・秋）の外国人叙勲の内示について

平成年椿・秋）の外国人叙勲の侭瀦として貴職から協議のあった者に係る当局

の審査の結果をお知らせしまれ

今後の事務は、別添「平成年椿・秋）の外国人叙勲内示後の事務処理要領』にそ

って処理願いま魂

なお、内示はあくまでも本人に対するものであり、これら受章候補者についての'儲侵

が、発令日前に本人以外の第三者に漏れることのないよう貴省において厳重に注意され

るとともに、関係の地方公共団体又は管下関係団体に対してもこの趣旨を十分徹底させ

るようお願いします6
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Ⅱ褒章の事務

1 春秋褒章

（1） 概要

黄綬褒章、紫綬褒章及び藍綬褒章は、従来、各府省まちまちに発令されていたが、

昭和53年春より、毎年春は4月29日、秋は11月3日に発令日を統一し、春秋の褒

章として実施されることとなった。

これにより、春秋叙勲と発令の時期が一致し、栄典の体系としても整備されるとと

もに、受章者にとっても春秋の統一した日に発令され、報道の機会も増え、栄典の本

旨にも沿うこととなった。

また、紅綬褒章及び緑綬褒章は、従来、表彰されるべき事績の生じた都度発令され

ていたが、平成15年秋から春秋褒章として実施されることとなった（栄典制度改革

に伴う平成14年8月の褒章条例改正により、紅綬褒章については、 「自己の危難を顧

みず人命を救助した者」を「自己の危難を顧みず人命の救助に尽力した者」に、緑綬

褒章については、 「孝子順孫節婦蕊僕の類にして徳行卓絶なる者」を「自ら進んで社会

に奉仕する活動に従事し徳行顕著なる者jにそれぞれ改めた｡)。

以上により、平成15年秋の褒章からは、紺綬褒章を除き、春秋の褒章として実施

されている。

なお、褒章の受章者の予定者数は、毎回おおむね800名とされている。

－93－



(2） 事務の流れ

【春秋褒章の事務の流れ】
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協議書類の提出

各省各庁の長においては、 「褒章受章者の選考手続について」 (R96参照）及び賞

勲局総務課長通達<R119参照）に基づき、各都道府県、市区町村、政府関係機関

及び管下関係団体から候補者の推薦を求め、選考の上、賞勲局に推薦する。

賞勲局に対する推薦手続は、 『褒章受章者の選考手続について」に定めるとおり、

あらかじめ、関係書類を鐡勲局に提出して協議し、その協議結果に基づき、正式に

推薦手続を取るものと定められ、その協議審類の提出期限は、次のとおりである。

①

選考手続では、正式推薦に先立ち、協議を受けることとしているものであり、選

考手続に定められた協議書類の提出締切り後の受付は、一切しないこととなってい

る。

ただし、 「紅綬褒章』、 「災害救助活動による緑綬褒章」及び「オリンピック等スポ

ーツ競技による紫綬褒章」について、表彰されるべき事績が生じた場合は、上記提

出期限の経過後であっても受け付けることがある。

また、協議に係る予定の候補者のうち、以下の項目に該当する者については、協

議書類を提出する前に事前連絡をし、賀勲局に協議するものとしている(R115参

照)。
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春の褒章 前年の11月15日

秋の褒章 当該年の5月15日

項 目 提出期限

ア新しい分野の候補者 春の褒章：前年の9月30日

秋の褒章:当該年の3月31日

イ過去に協議書類提出後、取下げ、辞退等をし

たことがある候補者

ウ再度の褒章を希望する候補者

コニ 栄典の受章環境について検討を要する候補者

当該褒章の協議書類提出日



褒章受章者の選考手続について

（護成'驫年‘：’
9

1
0日

解

褒章条例（明治14年太政官布告第63号）により表彰される者のうち、毎年の春秋褒

章において授与される褒章の受章者の選考は、次の手続によるものとする。

なお、特別の場合において内閣総理大臣が必要と認めるときにはこの限りではない。

1 毎年の春秋褒章において授与される褒章は、紅綬、緑綬、黄綬、紫綬及び藍綬の各褒

章（褒状を含む。以下「褒章」 という｡） とする。

2褒章の受章者の予定者数は、毎回おおむね800名とし、春にあっては4月29日に、

秋にあっては11月3日に発令するものとする。

3衆議院議長、参議院議長、国立国会図譜館長、最高裁判所長官、内閣総理大臣、各省

大臣、会計検査院長、人事院総裁、宮内庁長官及び内閣府に置かれる外局の長は、春秋

褒章候補者を内閣総理大臣に推薦するものとする。

4 3の推薦を行うに当たっては、あらかじめ、文藩により内閣府賞勲局に協議するもの

とする。

5 4の協議に関する諜類の提出は、春の褒章にあっては前年の11月15日までに、秋

の褒章にあってはその年の5月15日までに行うものとする。ただし、平成15年秋の

褒章に係る書類の提出は、平成15年5月30日までに行うものとする。

6 内閣総理大臣は、 3により推薦された候補者について審査を行い、褒章の授与につい

て閣議の決定を求める。

②審査・内示

賞勲局では協議を受けた候補者について、慎重に審査を行い内閣府案を決定し、

各省各庁の長に内示される。

内示に当たっては､賞勲局総務課長より各府省栄典担当課長に対し､通達(P,122

参照）を発出し、手続の細目を定めている。

なお、春秋褒章の内示時期は、次のとおりである。
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春の褒章 3月上旬

秋の褒章 9月上旬



③推薦

各省各庁の長は、賞勲局より内示を受け、候補者の意思を確認の上、正式に推薦

を行う。なお、推薦に当たっては、褒章の授与に関する依頼譜(P126参照）を提

出する。

提出期限については、褒章の内示の際に連絡をしている。

④閣議決定及び裁可

内閣は、内閣府からの閣議諸議案を閣議に諮り決定する。閣議後、上奏し、裁可

を得て発令される。

⑤発令

発令日は、次のとおりである。

⑥伝達及び拝謁

伝達は賞勲局から各府省を経由して行い、伝達式終了後、宮中において配偶者同

伴で天皇陛下に拝謁することとなっている。

なお、伝達は各府省から、 さらに各都道府県を経由して行われる場合もある。

(3) 候補者選考に当たっての留意事項

①候補者については、中央・地方を問わず、また、有名人に偏ることなく、褒章を授

与されるにふさわしい者をきめ細かく選考すること。

②栄典は、その受章者が国民から広く祝福されるものでなければならない。春秋褒章

においても､単に優れた事績によることなく､有罪の判決を受けたことのある者等で、

栄典を授与するにふさわしくない者については、褒章の授与を差し控えている。

また、これらの事実の確認等を、候補者の推薦依頼及び内示の際に、各省各庁の長

に対し、文書及び口頭でお願いしているところである。推薦に関与した機関、地方公

共団体、関係団体においても、推薦時より発令に至るまで、この点十分に留意し、遺

漏のないよう処理することが求められる。

なお、栄典を授与することが不適当な者の取扱いは第3章にまとめてある。

③候補者の選考に当たっては、栄典が国家として栄誉を表彰するものであり、各種の

表彰制度の上に立つものであるという本旨に沿うよう努力すること。
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春の褒章 4月29日

秋の褒章 11月3日



④褒章を再度授与する場合は下記の事項に留意すること。

ア先の褒章受章後、 5年以上経過していること。

※ 「紅綬褒章｣､ 「災害救助活動による緑綬褒章」及び「オリンピック等スポーツ

競技による紫綬褒章」の場合は、他の褒章と異なる特殊な事績のため経過年数を

必要としない。

イ黄綬褒章、紫綬褒章（オリンピック等スポーツ競技によるものを除く｡）及び藍綬

褒章においては、同一事績（過去に受章した事績分野と同一分野でその後年数を積

み重ねた場合）による再褒章は原則として行わないこと。ただし、特に顕著な事績

と認められる場合はこの限りでない。

ウ緑綬褒章（災害救助活動によるものを除く｡）における同一事績による再褒章は、

個人においては、15年以上又は活動内容が特に優れている場合は8年以上､団体に

おいては、 15年以上の経過年数を必要とする。

⑤複数の優れた事績があり、それぞれについて褒章の候補者となり得るような者につ

いては、事前に当該各府省間で調整すること。

(4） 協議書類の作成要領について

褒章審査に必要な書類は、次のとおりであるが、功績内容を判断する上で必要と認

められる場合は、適宜の様式で更に追加資料等の提出を求めている。

なお、功絞調審、履歴書等の作成に当たっては、A4判たて、横書き、両面印刷を

基本とし、左綴じとする。

また、刑罰等調譜､戸籍抄本等の市町村で作成する謬類で、A4判以外のものは、

A4判の台紙に貼付し、左綴じとする。

(ｱ）功績調書

(ｲ）履歴書

(ｳ）刑罰等調書（本籍市町村長の作成に係るもの）

(工）戸籍抄本

㈹褒章審査票

(力）褒章候補者名簿

(ｷ）団体の規模及び事業概況等調

＜書類作成要領＞

(ｱ)～(工)、 （ｷ)については、春秋叙勲に準じて作成のこと。
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㈱褒章審査票

様式については、審査票E(R112参照） とし、 『勲章審査票及び褒章審査票

の記載要領」 (R58参照）を参照のこと。

褒章候補者名簿

様式については、記載例

i 褒章候補者名簿（以下

て作成する（両面印刷)。

(力）

(E114)参照のこと。

｢名簿」という｡）は、褒章の種別ごとに用紙を改め

府省等欄には、府省等名を記入する。

、番号欄には、その府省を通じ、 1から始まる一連番号を記入する。

iii褒章の種類欄の※欄には、協議にかかる褒章の種別を記入する。

iv氏名・芸名等・生年月日 。年齢・現住所柵には、褒章審査票から所要の事

項を転記する。

なお､現住所にあっては､市区町村名まで記入すること（郡名にあっては、

省略しても差し支えない｡)。

v主要経歴欄には、褒章審査票の職名等棡に記入した経歴のうち､主要なも

の（5つ以内）の職名及び当該職に係る在職年月数を記入する。この場合に

おいて、その者が既に退職している場合におけるその職については職名の前

に「元jと、その者が引き続き発令の期日まで在職していると推定される職

については職名の前に「現」 と記入する。同一の職に2度以上就職した場合

におけるその職については、中断の期間を除き、職名及び当該職に係る在職

年月数を一括して記入する。

なお、各種団体等の役職等を記入するに当たっては、次に掲げる略称を頭

部に記入する。
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(医)･…･･…（医療法人 医療法第39条に基づく法人）

(学)………（学校法人 私立学校法第3条に基づく法人）

(福).｡…．…（社会福祉法人社会福祉法第22条に基づく法人）

(社)………（社団法人 民法旧第34条に基づく法人）

側)………（財団法人 民法旧第34条に基づく法人）

(一社） ・…． ． （一般社団法人一般社団・財団法人法に基づく法人）

(一財）……（一般財団法人一般社団・財団法人法に基づく法人）

(公社）……（公益社団法人公益法人認定法に基づく法人）

(公財）……（公益財団法人公益法人認定法に基づく法人）

(特). ．…･…（特殊法人 国家的、公共的性格を持った事業を行わせる

ために特別の法律に基づいて設立された法人）

伽)………（独立行政法人独立行政法人通則法に基づく法人）

(特非)……． （特定非営利活動法人特定非営利活動促進法に基づく法人）

鰊)･…｡．…株式会社 （有)･…． .…有限会社

(資)･….．…合資会社 （名)………合名会社

vi備考欄には、褒章審査上参考となる事項を記入する。

なお、大臣表彰、知事表彰又はこれに相当する表彰を受けている場合は、

表彰名、表彰年月、表彰事由を記載するものとする。

vii 前叙・褒章等櫛には、既有の勲章又は褒章（紺綬褒章を除く｡）の種類及び

発令年月日を記入する。

(5） その他の手続

①事前連絡番類

協議を予定する候補者のうち、以下の各項目に該当する者については、協議

害の提出に先立ち、事前連絡を要することとしている(R115参照)。

事前連絡を要するものと提出書類は次のとおりである。

（ｱ）新しい分野の候補者について

i 事前連絡様式1 （翌117参照）

1 褒章審査票（通し番号は記載せず｡）

※必要に応じ、功績調書等提出。

(ｲ）過去に叙勲・褒章協議書類を提出後、取下げ、辞退等をしたことがある候補

者について

i 事前連絡様式2 (R117参照）
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、褒章審査票（通し番号は記戦せず｡）

(ｳ）再度の褒章を希望する候補者について

i 事前連絡様式3 （Ⅲ117参照）

Ⅱ褒章審査票（通し番号は記載せず｡）

通功績調審

iv履歴書

(ｴ）栄典の受章環境について検射を要する候補者について

i 事前連絡様式4 (R117参照）及び様式4別紙(R118参照）

、褒章審査票（通し番号は記載せず｡）

通関係書類（事案の詳細がわかる資料､新聞記事等）

※推薦をするに問題があると思われる候補者について、事前に連絡をする

ものなので、過去に候補者本人若しくは関係法人等に不祥事等があった場

合は、当該様式に基づき事前連絡を行う。

②異動届

（ｱ）通常の異動届(R121参照）

i 協議中の候補者について、死亡、取下げ等の異動が生じた場合は、所定の

様式にその内容(死亡年月日、取下げ理由等）を記載し､速やかに提出する。

f 死亡以外の異励の場合には、当該異動届提出の際に､その内容を記戦する。

取下げをする場合には、理由及び経緯も付記する。

（ｲ）諾否の異勤届(R132参照）

i 内示された候補者の受諾の意向を確認し、諾否結果（受諾又は辞退）を所

定の様式に記戦し、内示の際に示される日時までに提出する。

なお記載する際は、辞退、死亡、受諾の候補者の順に盤理し、それぞれ通

し番号順に記載する。

i 当該期間（内示から異動届提出まで）に、候補者の死亡があった場合は、

併せてその内容を記載する。

iii辞退する候補者がある場合には、辞退の理由及び経緯も付記する。

iv受諾する候補者で、氏名、主要経歴、現住所及び本籍について変更や訂正

があった場合は、当該候補者の氏名及び変更･訂正する事項を記載する。

③褒章の授与に関する依頼書(R126参照）

内示された候補者に受諾の意向を確認し､受諾意思のある者のみ依頼書に記

載する。

（ｱ）種別（紅・緑・黄・紫・藍）ごとに提出ずる6
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(ｲ）候補者の氏名の配列は、種別（紅・緑・黄・紫。藍）ごとに記文の配列と同

一にする。

なお、候補者の氏名には、ふりがなを付け、飾版を授与されるべき候補者に

ついては、その旨を記載する。

④褒章候補者が死亡した場合の提出書類（異動届とは別に提出）

褒章候補者が死亡した場合は、遺族追賞として取り扱うこととなる（遺族追

賞に代えて死亡叙勲を行う場合もある｡)。

※遺族追賞についてはR109、死亡叙勲についてはR46参照のこと。

(ｱ）閣議決定前に候補者が死亡した場合

i 遺族追賞の依頼譜(R129参照）

i遺族の刑罰等調謡

遡本人(死亡した候補者） と遺族との関係のわかる戸籍謄本又は戸籍抄本

iv死亡診断書(inにより本人の死亡が確認できない場合）

発令日：通常の遺族追賞と同じ

(ｲ）閣議決定後発令日までの間に候補者が死亡した場合

i 死亡の届書く遺族追賞用>(P130参照）

i遺族の刑罰等調講

遡本人（死亡した候補者） と遺族との関係のわかる戸籍謄本又は戸籍抄本

iv死亡診断書（通により本人の死亡が確認できない場合）

発令日：死亡した候補者の推薦された回の発令日付け

(ｳ） 遺族追賞に代えて死亡叙勲を行う場合

死亡の届書く死亡叙勲用>(R131参照）

死亡叙勲の手続に必要な書類

※通常の死亡叙勲の手続を行う (R46参照)。

１
》
皿

なお、発令後、閣議決定前に死亡していたことが判明した場合は、閣議の決

定を取り消すための閣議決定を行う必要が生じるため、そのようなことのない

よう特に留意すること。
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(6） 受章者公表の取扱いについて

①報道機関に対する対応

昭和53年春以来、春秋褒章として発令日を統一（紅綬、緑綬については平成15

年秋以降）したことにより、報道機関により報道される機会が増え、顕彰としての

実が高まることとなった。賞勲局においては、春秋叙勲と同様、内閣記者会との協

定（この協定は、日本新聞協会加盟各社間協定となる｡）の下に、事前に内閣記者会

に対､してアドバンス発表を行っている。

また、新聞等の取扱い日（報道解禁日）は、通常、春秋叙勲の前日となっている。

【骨子】

(1) アFバンス発表の日時

○月○日 （○〉午後○時○分

(2)報道の扱い

①新 聞 ○月○日 （○）付け朝刊

②ﾗｵ･ﾃﾚ ,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ○月○日 （○） 日本時間の午前5時

(8)配布溌料

①平成○年（春・秋）の褒章受章者名簿

②平成○年（春・秋）の褒章受章者統計表

③各界における褒章例

(4)協定日から「報道の扱い」の日時までの間は、平成○年（春・秋）の褒章につい

て、人名に触れる報道はしないこととする。

②各府省・各都道府県に対する対応

各府省及び地方公共団体においては、上記協定日時以降であれば、 日本新聞協会

に加盟する報道機関に対し発表し、あるいは照会等に回答することは差し支えない

が、 日本新聞協会加盟社以外の報道機関については、協定日時と同様の条件につい

て、各府省及び地方公共団体の責任において協定を結んだ場合に限り、 日本新聞協

会加盟と同様の取扱いを行うことができる。

※各府省、各都道府県への名簿等の配付日時：閣議終了後

③一般に対する対応

広報の一環として、氏名、年齢、性別、授与褒章、功績概要、主要経歴、住所（市

区町村名（政令指定都市は区）まで）及び過去に受章した勲章・褒章について、行

政機関個人情報保護法に基づき、適切な管理の下、一般の閲覧に供するとともに内

閣府ホームページに掲載している。
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2紺綬褒章

（1） 概要

紺綬褒章は、褒章条例改正により、大正7年に制定された（大正7年9月19日勅

令第349号)。この褒章は、公益のために私財を寄附した者に授与されるもので、こ

の褒章の制定前は、 「金銀木杯金円賜与手続j (明治16年3月26日太政官達第17号）

に基づいて賞杯又は褒状が授与されていたが、これを改めて、褒章条例中に1項を加

え、新たに紺綬褒章を設けたものである。

紺綬褒章の授与の基準は、当初寄附金額1万円とされていたが、貨幣価値の変動に

伴い、昭和22年12月に10万円に、昭和39年7月に100万円に、更に昭和56年1

月に個人は500万円、団体は1,000万円に引き上げられた。なお、寄附者が団体のと

きは褒状が授与され、高額寄附者（個人に限る｡）に対しては褒章と木杯が併せて授与

されることとされている。

紺綬褒章は他の褒章と異なり、毎月1回原則として月末の閣議に諮り、上奏・裁可

を経て、その翌日付けで発令している。

(2） 授与の要件

①寄附の主体

ア.紺綬褒章の授与の対象となる寄附の主体は、個人又は団体（法人格を持たない団

体を含む。以下同じ｡）とする。ただし、次に掲げる団体は、寄附の主体とならない

ものとする。

（ｱ） 国及び地方公共団体

（ｲ）独立行政法人

（ｳ）法律により直接設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもっ

て設立すべきものとされる法人（独立行政法人を除く｡）

（工） 国又は地方公共団体の出演により蜜本金又は盗産の全部又は一部を榊成する

団体

（ｵ）地方公共団体の施策遂行の補助手段として設立された団体であって、当該地方

公共団体の職員が役員又は職員を兼ねているもの

（力） 団体の目的を達成するために、寄附又は助成を行うことを当該団体の固有の事

業とする団体

（ｷ） あまねく寄附の募集を行い、当該寄附の募集によって得た金品を寄附すること

を目的とする団体

（ｸ） 永続性の乏しい団体その他寄附の主体としてふさわしくないものと認められ

る団体
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イ国（公）立学校設立期成会、公立公民館建設促進委員会、国民体育大会実行委員

会等寄附の募集によって得た金品を国又は地方公共団体に寄附することを目的とす

る団体（以下『期成会等」という｡）に寄附を行った個人又は団体は、紺綬褒章の授

与の対象となるものとする。この場合において､期成会等を②に規定する公益団体

として認定する必要はない。

ただし､期成会等の寄附募集事務経謎（寄附募集に関して支出される人件費、設

備賀、消耗品費等のすべての経饗をいう｡）が募集された寄附の総額の2割を超え

るときは、当該期成会等の寄附の募集に応じて寄附を行った個人又は団体は、紺綬

褒章の授与の対象としないものとする。

ウ複数の個人又は団体が連名で寄附を行ったときは、当該個人又は団体の集まりの

うち、個々の個人又は団体が紺綬褒章の授与の対象となるものとする。

②寄附の客体

ア個人又は団体が寄附を行ったときに、当該個人又は団体が紺綬褒章の授与の対象

となる場合の寄附の客体は、国、地方公共団体又は公益団体（賞勲局の認定を受け

た団体をいう。以下同じ｡） とする。

イ公益団体認定の手続

公益団体の認定は、公益を目的とし、法人格を有し、公益の増進に著しく寄与す

る事業を行う団体のうち、当該団体の設立目的、活動範囲、収入源、運営状態等を

考慮して、賞勲局において行っている。なお、宗教宣伝を目的とする団体は、公益

団体として認定しないものとして取り扱っている。

公益団体の申識等は、当該団体の所管省庁（公益社団・財団法人等にあっては、

当該法人が公益目的事業として行う業務に関係の深い省庁）から行うこととなって

おり、定款、登記事項証明書、役員名簿、決算書、事業報告響、寄附金受入調番及

びその他必要な審類を添付することとされている。

なお、認定公益団体の一覧は賞勲局HPに掲敬されている。

③寄附の態様

ア紺綬褒章はく｢紺綬褒章等の授与基準について」(昭和55年11月28日閣議決定。

以下「授与基準」という｡）に定める金額以上の寄附を行った個人又は団体に授与す

るものとする。この場合において、当該寄附が通貨又は小切手以外の動産又は不動

産によるときは、当該動産又は不動産の評価額が授与基準に定める金額以上である

ことが明らかでなければならない。

イ同一の寄附の客体に対し、 目的が異なる二以上の寄附が行われた場合は、寄附の
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申込みの日が同日であり、かつ、当該寄附の収納手続の完了の日が同日であるとき

に限り、一の寄附が行われたものとみなす。

ウ同一の寄附の客体に対し、寄附の分納が行われた場合は、あらかじめその客体に

対して分納の申出があり、かつ、各分納の日が全て平成29年4月1日以降である

場合に限り、一の寄附が行われたものとみなす。

なお、同一の寄附の客体に対する寄附のうち、その分納の日が平成29年3月31

日以前のものを含むものの取扱いについては、従前の例による。

エ寄附を行うことによって顕著な利益を得ることになると認められる個人又は団体

は、紺綬褒章の授与の対象としないものとする。

(3) 授与の手続

①候補者の推薦

ア紺綬褒章の授与に係る候補者(以下｢候補者」という｡）の推薦は､様式1 （豆133

参照）により、各省各庁の長が内閣総理大臣に対して行うものとする。この場合に

おいて、寄附の客体と各省各庁の長との関係は、次のとおりとする。

（ｱ）国が寄附を受けた場合は､当該寄附の目的に係る業務を所管する各省各庁の長

が候補者を推薦する。

（ｲ）都道府県が寄附を受けた場合は直接､市町村が寄附を受けた場合は都道府県を

経由して、当該寄附の目的に係る業務を所管する各省各庁の長へ候補者の推薦に

ついて申請する。

（ｳ）公益団体が寄附を受けた場合は､各省各庁の長が設立を許可した団体にあって

は直接、都道府県知事が設立を許可した団体にあっては都道府県知事を通じて、

当該寄附の目的に係る業務を所管する各省各庁の長へ候補者の推薦について申請

する。

イ各府省等は、アの推薦を行うに当たっては、様式2 （E135参照）により、あら

かじめ賞勲局に協議するものとする。

②提出蕾類

ア①のイの協議に関する提出書類は、次のとおりとする。 （用紙はA4判たて、横書

きを基本とし、左綴じとすること｡）

ただし、通貨又は小切手による寄附の場合は(ｴ)価格評価書を、寄附の主体が団体

の場合は(力)刑罰等調書及び(ｷ)戸籍抄本を必要としない。

（ｱ）寄附調査書様式3 (P.137参照) 1部

（ｲ）寄附申込書様式4 (P.138参照) 1部
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部
部
部
部
部

１
１
１
１
１

寄附受領書様式5 (P.138参照）

価格評価書

履歴霧又は団体の定款、寄附行為若しくは会則等

刑罰等調書(P.57参照）

戸籍抄本

伽
②
㈱
帥
軸

イ期成会等を経由した寄附に係る協議の場合は、アの提出書類のほか、期成会等の

設立趣意書、会則、規約等期成会等の目的及び活動内容を明らかにする書面、期成

会等の経理明細書（募集金額、寄附募集事務経費等期成会等の収支を明らかにする

もの）並びに期成会等の寄附の募集に応じて寄附を行った個々の個人又は団体に対

する期成会等の受領書を添付しなければならない。

ウ複数の個人又は団体が連名で行った寄附に係る協議の場合は、アの提出謬類のほ

か､当該寄附の個人又は団体別内訳を明らかにする書面を添付しなければならない。

③書類の提出期限

ア①のイの協議に関する書類の提出は、寄附の客体が、個人又は団体が行った寄附

の収納手続を完了した日から起算して1年以内に行うものとする。この場合におい

て、期成会等を経由した寄附又は複数の個人若しくは団体が連名で行った寄附の協

議に関する書類の提出期限は、寄附の客体が当該期成会等による寄附又は連名によ

る寄附の収納手続を完了した日から起算する。

イアの提出期限を経過した場合においては、遅延の理由により、やむを得ない事情

があったと認められるときに限り、協議に関する譜類を受理するものとする。

④受章環境。死亡等による異動の確認

個人又は団体が行った寄付の収納手続きが完了してから閣議決定までに1年以上

の期間が経過する場合が想定されるため、受章環境、死亡等による異動の確認を依

頼書(P133参照）提出の際に再度行うものとする。

なお、紺綬褒章候補者が死亡した場合は、遺族追賞として取り扱うこととなる。

※遺族追賞については、R109参照のこと。

ア紺綬褒章も、勲章等その他の栄典と同様に、有罪の判決を受けたことのある者等

で､紺綬褒章を授与するにふさわしくない者については､授与しないこととしてい

る。その取扱いは、第3章(R141参照）に述べるとおりである。

イ破産宣告又は破産手続開始決定を受けてその取消しの決定が確定していない者に
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は、紺綬褒章を授与しないものとする。

ウ公職（公職選挙法（昭和25年法律第100号）第3条の公職をいう｡）の候補者又

は公職の候補者となろうとする者（公職にある者を含む｡）が、当該選挙区（選挙区

がないときは選挙の行われる区域）内の寄附の客体に対し寄附を行ったときは、紺

綬褒章を授与しないものとする。

⑤閣議決定、裁可、発令及び伝達

紺綬褒章の授与については、毎月末の閣議において取りまとめて諮り、閣議決定の

上、裁可を得て、裁可の翌日付けで発令している。

また、紺綬褒章の伝達は、賞勲局から各府省等を経由して行っている。

(4） 褒章、褒状及び木杯の授与

寄附者が個人の場合は紺綬褒章が、団体の場合は褒状がそれぞれ授与される（褒章

条例第1条、第2条、紺綬褒章等の授与埜準)。

紺綬褒章

褒 状

個人寄附金額500万円以上

団体寄附金額1,000万円以上

また､商額寄附者(個人に限る｡）に対しては､紺綬褒章に併せて木杯が授与される。

その基準金額は、次のとおりである。

個人寄附金額

1,500万円以上2,500万円未満

2,500 〃 5,000 〃

5,000 〃

杯

（5号）

（6〃）

（7〃）

木

木杯1組台付

〃

〃

再度以上、 500万円以上を寄附した個人の場合には、紺綬褒章に代えて飾版が授与

される（褒章条例第3条)。

なお、紺綬褒章の裏面には、他の褒章と異なり氏名は記入されない。
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3遺族追賞

(1） 概要

褒章条例により表彰されるべき者が死亡した場合には、その遺族に銀杯（桐紋）又

は木杯（桐紋）若しくは褒状を授与して、死亡者を追賞する（褒章条例第6条)。

追賀を行う場合の遺族の範囲及び順位は、原則として次のとおりであり、この範囲

及び順位に従って追賞を行うべき特定の遺族1名を定めなければならない。

①配偶者

②子

③父母

④孫

⑤祖父母

⑥兄弟姉妹

追賞により授与される賞件は､紺綬褒章以外の褒章にあっては杯記及び銀杯(桐紋)、

紺綬褒章にあっては、その寄附金額が1,500万円未満の場合は褒状、 1,500万円以上

の場合は杯記及び木杯（桐紋）である。

(2） 授与の手続

①候補者の推薦

ア遺族追賞の授与に係る候補者の推薦は、表彰すべき事由が生じた都度（春秋

褒章候補者が閣議決定後発令日までの間に死亡した場合を除く）､紺綬褒章を除

く他の褒章に係る遺族追賞については様式3 (R129参照）により、紺綬褒章

に係る遺族追鍵については様式1-2(R134参照）により、各省各庁の長が内

鯛総理大臣に行う。

イ各府省等は、紺綬褒章に係る遺族追徴の推薦を行うに当たっては､様式2－2

(P､136参照）により、あらかじめ髄勲局に協議するものとする｡

②提出書類

提出書類は次のとおりであるが、特に死亡した者と追賞の対･象となる遺族との

関係を明らかにする書類が必要となるので注意を要する。
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ア紺綬褒章を除く他の褒章に係る遺族追賞の場合

（ｱ）功績調書（故人のもの）

（ｲ）履歴書（故人のもの）

（ｳ）刑罰等調書（故人及び遺族のもの）

（工）故人と遺族との関係がわかる戸籍抄本又は謄本

㈹褒章審査票

（力）団体の規模及び事業概況等調（必要に応じて）

イ紺綬褒章に係る遺族追賞の場合

（ｱ）寄附調査書（故人及び遺族の氏名を記載したもの）

（ｲ）寄附申込響

（ｳ）寄附受領書

（工）価格評価書（物件寄附の場合）

（ガ履歴書（故人のもの）

（力）刑罰等調譜（故人及び遺族のもの）

（ｷ）故人と遺族との関係がわかる戸籍抄本又は謄本

③審類の提出期限

推薦に当たっては、紺綬褒章を除く他の褒章に係る遺族追賞については、表彰

されるべき者が死亡した日から起算して3か月以内に発令までの手続を完了する

こととなっている。

また、紺綬褒章に係る遺族追賞については、表彰すべき事績が生じた日 （寄附

の収納手続完了の日）から1年以内に各省各庁の長から内閣総理大臣に関係審類

が到達するよう手続を行わなければならない。

④閣議決定、裁可、発令及び伝達

審査手続は､紺綬褒章と同様であり､毎月末の閣議において取りまとめて諮り、

閣議決定の上、裁可を得て、裁可の翌日付けで発令される。
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府賞第

平成年月

号
日

各府省栄典担当課長殿

内閣府賞勲局総務課長

平成年（春・秋）の褒章候補者に係る事前連絡について

平成年（春・秋）の褒章候補者として協議を予定されている者のうち、下記のい
ずれかに該当する者については、関係書類を下記提出期限まで総務課企画連絡係あて
提出するようお願いします。

記

新しい分野の候補者

〔提出書類〕

正・ ・様式1、審査票、
副・ ・様式1、審査票、

1

各1部

各1部を3組
(必要に応じ、功績調書等）
(必要に応じ、功績調書等）

〔提出期限〕 平成年月 日 （ ） 時

2 その他

①過去に叙勲・褒章協議書類提出後、取下げ等をしたことがある候補者
②再度の褒章を希望する候補者

③栄典の受章環境について検討を要する候補者（注）

〔提出書類〕

i 上記①に該当する者

正・ ・様式2、審査票

副・ ・様式2，審査票 組３を
部
部
１
１
各
各

上記②に該当する者

正・ ・様式3、審査票、功績調書、履歴書
副・ ・様式3，審査票

●0

11

各1部

各1部を3組

上記③に該当する者

正・ ・様式4、審査票、関係書類
副・ ・様式4、審査票、関係書類

浦

各1部

各1部を3組

〔提出期限〕 協議書類提出日まで
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※1 連絡に係る候補者が、様式1～4に重複して該当する場合には、それぞれの様

式ごとに必要書類及び部数を提出下さるようお願いします｡(重複ある旨を各様式

の備考欄に記入してください｡）

※2 2－①～③の提出にあたっては、様式2～4を正、副にまとめて提出下さるよ

うお願いします。

例） 正 （様式2、審査票、様式3，審査票、功績調書、履歴書

様式4、審査票、関係書類）

副 （様式2、審査票、様式3、審査票､

様式4，審査票、関係書類） ×3組

協議書類提出後、事前連絡漏れ力判明した場合、推薦を受け付けないことがあ※3

りますので一御承知おきください。

2－③については、候補者又は候補者の関係する法人等が、①刑罰を受けた鰯合、②瀞察等の取り調べを

受けた場合、③所得税法、法人税法轆に基づく露加算税を賦課された場合、④独紫法に基づく調査、審決、

命令等を受けた場合、⑤許認可取消、営業停止蝉の行政処分を受けた場合、⑥訴訟が継続中である場合、⑦

不祥聯森について報遊があった場合、③嚇故を起こした場合、⑨懲戒処分を受けた場合、⑩法人等の経営状

況に問題がある場合、⑪暴力団員雛との関係が疑われる場合、⑫破産宣告又は破産手続開始決定を受けた塀

(注）

合、⑬その他栄典の受章環境について検討が必要と思われる場合などが該当する。
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様式1
新しい分野の褒章候補者

府省名【 】

様式2

過去に叙勲・褒章協議書類提出後、取下げ、辞退等をしたことがある褒章候補者

】府省名【

様式3

再度の褒章を希望する褒章候補者

府省名【 】

、

様式4

栄典の受章環境について検討を要する褒章候補者

府省名【 】

反OO事件、OC

（○○会社）等)。

事案の概要について､候補者ごとに様式4別紙に記載のこと｡また､事案の詳細がわかる演料、
新聞記事等を添付のこと。

様式2と重複する候補者については、取下げ等経緯棚に以前に協識した年次(平成○年春等）

を記載のこと。

※2

※3
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氏 名 年齢 主要経歴 備 考

氏 名 年齢 取下げ又は辞退の理由 駁下げ等の年朏 備考

希望褒章 氏 名 年齢 主要経歴 前褒章の年月日 備考

氏 名 年齢
主要経歴・受章環境上

特に問題となる経歴
事 案 取下げ等経緯



様式4別紙 ［栄典の受章環境について検討を要する候補者事前連絡］
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推薦省庁 省 番号 功労種別 功労

ふりがな

氏 名 年齢

経 歴

取下げ等経緯

事案の概要



府賞第 号

平成年月 日

各府省栄典担当課長殿

内閣府賞勲局総務課長

平成年（春・秋）の褒章の候補者について

標記について、下記により候補者を選考の上、協議願います。

なお、協議に関する書類については、 月 日（)午後睦までに当局総務課へ提
出することとなっていますので、念のため申し添えます。

記

1 候補者については、中央において活躍している者又は有名人等に偏ることなく、

各界各層から幅広く選考すること。

なお、貴府省から協議を受ける候補者数は、別紙1の範囲内とする。

また、 「紅綬褒章」 「災害救助活動による緑綬褒章」及び「オリンピック等におけ
る紫綬褒章」について、表彰されるべき事績が生じた場合は、上記期限の経過後も

提出は可能とする。

2協議に関する提出書類及び部数等は、次のとおりとする。

（1）候補者に係る提出書類、部数及び提出先

①功績調書 1部※両面印刷
②履歴書 1部※両面印刷
③刑罰等調書 1部

④戸籍抄本 1部

⑤褒章審査票 2部（正1部・副1部）送逓二面Eu鼬
Excelデータ(CD-ROM(各府省計1枚))

※両面印刷、種別記入⑥褒章候補者名簿（紙） 6部
〃 （電子媒体） 1部

（なお、 2回目の褒章候補者名簿の提出は、

※メール送付可（別添参照）

月 日 （ ）午後時(予定)）

(2)留意事項

書類の作成にあたっては、候補者の本籍、現住所、氏名及びふりがな、職名等

について特に正確を期すること （なお、これらの事項の調査については、候補者

に直接照会しないことを原則とするが、やむを得ない場合においては、この限り

ではない｡)。

(3)書類提出後の候補者の異動等について

候補者の死亡、取下げ等の異動があった場合は、別紙2の様式に当該事項を記

入し、速やかに総務課企画連絡係へ提出すること。

また、備考欄には死亡日または取下げの理由・経緯を簡潔に記載すること。別

紙添付でも可。
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別添

候補者名簿電子媒体提出にあたっての留意事項

候補者名簿の電子媒体提出にあたっては、以下の点にご留意ください。

ファイル形式は原則としてExcelとする。

※Excelでない場合はご相談ください。

外字については、PCで表示できるものに限り使用可能とする。

PCで表示できない漢字については、PCで表示できる漢字に置き換える。

置き換える漢字のない場合は「二」 （げた）を表示し、紙媒体に手書きで記入する。

図形等の貼り付けは使用しない。

･PC間の互換性がない特殊な文字（各自で作成した外字等）は使用しない。

・2回目の提出時には、提出時までに異動のあった候補者について異動事項を

見え消しで記載すること。ただし、異動事項については以下の事項に限る。

・候補者が死亡した場合

・候補者の協議を取下げた場合

、候補者の種別を変更した場合

・1回目に候補者の種別を記載しておらず、2回目で記載する場合

－120－



別紙2

号
月

文書
平成
番
年

内閣府賞勲局総務課長殿

○○省○○課長

平成年（春・秋）の褒章候補者の異動について

備考

取下げをする候補者については､異動等の内容欄に理由及び経緯を緬潔に記載されたい。
なお､別紙での提出でも可とする。
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死亡 名 取下I1
◆
P

名

番号 氏名(年齢） 種別 現住県
異動等の内容

ー

1
一
一
一 誤



府賞第 号

平成年月 日

各府省栄典担当課長殿

内閣府賞勲局総務課長

平成年（春・秋）の褒章の内示について

平成年（春・秋）の褒章の候補者として震職から協議のあった者に係る当局の

審査の結果をお知らせします。

今後の事務は、別添「平成年（春・秋）の褒章内示後の事務処理要領」に沿っ

て処理願います。

なお、内示はあくまでも本人に対するものであり、これら受章候補者についての

情報が、発令日前に本人以外の第三者に漏れることのないよう貴府省において厳重

に注意されるとともに、関係の地方公共団体又は管下関係団体に対してもこの趣旨

を十分徹底させるようお願いします。
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別添

平成年（春・秋）の褒章内示後の事務処理要領

1 候補者に照会する事項について

次の事項を候補者全員に直接照会して確認した上、各省庁大臣等名で候補者
に対する褒章（褒状を含む。以下同じ。 ）の授与に関する依頼書（様式1．以下

「依頼書」 という。 ）を提出すること。

(1)褒章の受諾の意向の確認

受章を辞退する候補者がある場合には、当該候補者の氏名及び理由を、辞
平成年月 日（）午（前･後）退する候補者がない場合にはその旨を、

時までに提出すること。

・ 当局では、依頼書により推薦を受けた候補者について閣議を求めるとと

もに、 「受章者名簿」を作成するが、当該名簿作成後の辞退の取扱いは、事
務的に極めて困難であり、殊に閣議決定、裁可後の辞退は国事行為の取消し
となり、再度閣議決定、裁可を必要とするので、このようなことのないよう

に特に厳重に注意すること。

なお、受章を辞退する者については、特別の事由（配偶者の死亡等）が

ある場合を除き､原則として3年経過するまでは推薦を受けないこととなっ
ているので、十分留意されたい(平成年（春・秋）の褒章から推薦可能） 。

また、受章に際し、氏名、授与褒章、功績概要、主要経歴、性別、年令、

現住所等が関係各機関等に情報提供されるので､受諾にあっては様式2を本
人に配付し、周知すること。

(2) 氏名、主要経歴及び現住所の確認

次の事項を改めて確認すること。 （発令日現在で確認すること。 ）
ア氏名 （特に書類提出後の字画等の変更について）

イ主要経歴（特に書類提出後の役職名等の変更について）

ウ現住所 （特に書類提出後の住居の異動、町名の変更等について）
工その他の受章者名簿に記載される事項

これらの事項のいずれかについて変更があった場合は、当該候補者の氏名

及び訂正すべき事項を平成年月 日（）午（前・後） －時ま童に連絡
すること。

なお、上記以外（審査票に関する内容等）の変更は連絡不要。

候補者の栄典の受章環境に関する調査について

候補者又は候補者の関係する団体等について、

（1）①刑罰、②所得税法又は法人税法等に基づく重加算税の賦課、③独禁法

2
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に基づく調査、審決、命令等、④許認可取消、営業停止等の行政処分、

⑤破産宣告又は破産手続開始決定、⑥懲戒処分、を受けた事実の有無

（2）最近になって事故を起こし、又は警察、公正取引委員会等の取り調べを

受けた事実の有無

(3)係争中の訴訟の有無

（4）不祥事等についての報道の有無

（5）債権放棄を受けるなど、経営状況に関する問題の有無

（6）暴力団員等との関係が疑われる事項の有無

（7）その他栄典の受章環境に影響があると思われる事項

を十分調査し、何らかの事案が生じた場合には速やかに当局に連絡するととも

に、褒章の授与を保留すべきであると考えられる候補者については、推薦しな

いよう措置すること。

s死亡者の取扱いについて

候補者が死亡した場合は、当該候補者の氏名及び死亡年月日を至急連絡するこ

と。

この場合は、遺族追賞として取り扱うことになるが、その手続きは、次のとお

りである。

(1)閣議決定前に死亡した場合

遺族追賞の依頼書（様式3．以下「遺族追賞依頼書」という。 ） 、遺族の

刑罰等調書及び本人と遺族との関係の分かる戸籍謄本又は戸籍抄本を提出

すること。

この場合において、当該戸籍謄本又は戸籍抄本により本人の死亡が確認で

きない場合は、死亡診断書を併せて提出すること。

(2) 閣議決定後発令日までの間に死亡した場合

死亡の届書（様式4．以下「死亡届書』 という。 ） 、遺族の刑罰等調書及

び本人と遺族との関係の分かる戸籍謄本又は戸籍抄本を提出すること。

この場合において、当該戸籍謄本又は戸籍抄本により本人の死亡が確認で

きない場合は、死亡診断書を併せて提出すること （この場合、死亡届書に記

載された遺族に対して月 日付けで追賞される。 ） 。

なお、死亡した候補者について、遺族追賞に代えて死亡叙勲を行う場合は、

(1)にあっては遺族追賞依頼書に代えて、 (2)にあっては死亡届書に代えて、それ

ぞれ死亡の届書（様式5）を提出するとともに、別途通常の死亡叙勲の手続き

等を行うこと。

また、閣議決定し発令された後、受章者が既に閣議決定前に死亡していた場

合、受章の決定を取消す閣議の手続きを大臣名で行わなければならないことと

－124－



なるので、そのような事態が生じないよう留意すること。

4連絡方法について

前3項に掲げる事項に関し連絡する場合は、候補者の異動について様式6に

該当する事項を記入し、 6部（正1部・副5部）提出すること。

5依頼書について

依頼書は、種別（紅・緑・黄・紫・藍・褒状）ごとに提出するものとし、そ
の提出期限等については次によること。

(1)提出期限

平成年月日（）午（前§勘

(2)提出部数

正副各1部

(3)候補者の氏名の配列等

褒章の候補者の氏名の配列は、種別（紅・緑・黄･紫・藍。褒状）ごとに
記文の配列と同一にすること。

なお、候補者の氏名には、ふりがなを付け、飾版を授与されるべき候補者なお、候補者の氏名には、ふりかなを付け、帥服ゼ

については、その旨記載すること （様式1別紙参照） ◎
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様式1

文書番号

平成年月 日

内閣総理大臣 氏名 殿

○○大臣 氏名
へ～

平成○年（春・秋）の○○褒章(等）の授与について

別紙の者は、 （いずれも）功績調書のとおり、 （功績略記）であるので、褒章

条例により、○○褒章（等）の授与についてよろしくお取り計らい願いたい｡

タ
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様式1別紙 <記載例＞
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ん
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文
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杯

し
ょ
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は
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ろ
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日
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五
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ろ
う

八
郎
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様式2

受章を受諾する皆様へ

内閣府賞勲局

褒章の受章者の発表（ 月 日）に際しては、栄典関係事務及び

報道取材の便宜を図ることを目的として、氏名、年齢、性別、授与

褒章、功績概要、主要経歴、現住所、過去に受章した勲章・褒章及

び本籍都道府県名についての情報を、当方から各府省及び都道府県

の栄典担当部局、報道機関へ閣議決定後に提供します。

また、広報の一環として、氏名、年齢、性別、授与褒章、功績概

要、主要経歴、お住まいの市区町村名（政令指定都市は区）及び過

去に受章した勲章・褒章については、行政機関個人情報保護法に基

づき、適切な管理の下、一般の閲覧に供するとともに内閣府ホーム

ページに掲載いたします。

つきましては、上記について、御承知おきくださいますようお願

いいたしますo
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様式3

文書番号

平成年月 日

内閣総理大臣 氏名 殿

○○大臣 氏名

遺族追賞について

故氏名（平成年月 日死亡）は、別紙功績調書のとおり （功

綾略記）であるので、同人の遺族である下記の者に対し、褒章条例によ

る追賞についてよろしくお取り計らい願いたい。

記

遺族 氏名 （故人との関係）
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様式4

文書番号

平成年月 日

内閣府賞勲局総務課長殿

○○省○○課長

平成○年（春・秋）の褒章候補者の死亡について

下記の者は、平成○年（春・秋）の褒章候補者として内定した者であります

が、平成年月 日死亡しましたので、同人の遺族に対し追賞せられるよう

よろしくお取り計らい願いたい。

記

死亡者 氏名

遣族 氏名
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様式ら
■

文 書番号

平成年月 日

内閣府賞勲局総務課長殿

○○省○○課長

平成○年（春・秋）の褒章候補者の死亡について

下記の者は、平成○年（春・秋）の褒章候補者として内定した者であります

が、平成年月 日死亡しました。

なお、同人については、その功績にかんがみ、遺族追賞によることなく叙勲

の手続きをいたしたいのでよろしくお取り計らい願いたい。

記

死亡者 氏名
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様式6

文書番
平成年月

号
日

内閣府賞勲局総務課長殿

○○省○○課長

平成 年（春・秋）の褒章候補者の異動について

儲
①
②
死亡､辞退､受諾の候補者の順に整理し､それぞれ通し番号順に記載されたい。

辞退をする候補者については､異動等の内容欄に理由及び経緯を記載された
い｡なお､別紙での提出でも可とする。
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様式1 （紺綬褒章）

文書番号

平成年月 臼

内照総理大臣 氏名 あて

○○大臣 氏名

紺綬褒章（又は褒状）の授与について

下記（又は別紙）の者は、 （いずれも)公益のため私財を寄附し功績顕著であ

るので、褒章条例により、紺綬褒章（又は褒状）の授与についてよろしくお取

り計らい願いたい。

記

氏 名
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様式1－2 （紺綬褒章）

文書番

平成年月

号
日

名 殿内閣総理大臣 氏

氏 名○○大臣

遺族追賞について

日死亡）は、公益のため私財を寄附し功績顕著で故氏名（平成年月

あるので、同人の遺族である下記の者に対し、褒章条例による追賞について、

よろしくお取り計らい願いたい。

記

(故人との関係）遺族氏 名
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様式2 （紺綬褒章）

文 書番号

平成年月 日

内閣府賞勲局総務課長殿

○○省○○課長

紺綬褒章（又は褒状）の候補者に係る書類の提出について

下記（又は別紙）の者を紺綬褒章（又は褒状）の候補者として協議しますの

で、よろしくお取り計らい願います。

記

氏 名
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様式2－2 （紺綬褒章）

文書番号

平成年月 日

内閣府賞勲局総務課長殿

○○省○○課長

遺族追賞の候補者に係る書類の提出について

下記の者を遺族追賞の候補者として協議しますので、よろしくお取り計らい

願います。

記

死亡）名（平成年月 日

名（故人との関係）

氏
氏

故

遺族
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様式3(紺綬褒章）

寄附調査書

(注1） 『寄附受領年月日｣欄には､国､地方公共団体又は公益団体が寄附の収納手続きを
完了した年月日を記載すること。

(注2） 「寄附金員又は物件｣欄には､寄附が通貨又は小切手によるときはその金額を､寄附
が物件によるときはその名称及び数量を記載すること。

(注3） 『価格｣欄には､寄附が物件によるときにその評価額を記載すること。

(注4） 現住所又は団体所在地には､ ｢統計に用いる都道府県の区域を示す標準コード(昭和
45年4月旧行政管理庁告示第44号､最終改正による｡）による都道府県及び市区町村
のコードを併せて記載すること。

氏名又は団体名には､ふりがなを付けること(英字表記の場合は､よく確認をするこ

とli篇考｣欄には､価格評価書の有無､寄附の目的の補足説明等必要な事項を記載す
ること。
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4（ボト

様式5(紺綬褒章）

-138-

寄附申込書

l 金○○○○円也(物件の場合は､その名称及び数量）

ただし､○○○○○○○○○として寄附したいので､採納くださるようお願いします。

平成 年 月 日

(寄附受領者･氏名） 殿

現住所又は団体所在地

氏名又は団体名

上記のとおり原本と相違ありません。

平成 年 月 日

(寄附受領者･氏名） 印

寄附受領書

1 金○○○○円也(物件の場合は､その名称及び数鐘）

ただし､○○○○○○○○○として受領しました。

平成 年 月 日

(寄附者･氏名） 殿

(寄附受領者･氏名）

上記のとおり原本と相違ありません。
なお､寄附者に本寄附に対する返礼品を送付しておらず､今後も送付いたしません。

平成 年 月 日

(寄附受領者･氏名） 、 印



第S章

その他その

1栄典を授与することが不適当な者

2勲章等の振奪及び返上

s勲記等の様式について

4略小勲章について

5勲章｡勲記等を紛失した場合の取扱い



1 栄典を授与することが不適当な者

(1） 栄典は、受章することによって多くの人々から広く祝福されるものでなければ

ならない。栄典の候補者として推薦される者はもとより功労を挙げた者ばかりで
あるが､栄典の受章に当たっては､過去に行った行為や置かれた社会的立場など、

その者に関する全般にわたり他から非難されるものであってはならない。

このため、候補者又は候補者の関係する団体等が、①刑罰を受けた場合、②警

察等の取り調べを受けた場合、③所得税法、法人税法等に基づく重加算税を賦課

された場合､④独禁法に基づく調査､審決､命令等を受けた場合､⑤許認可取消、

営業停止等の行政処分を受けた場合、⑥訴訟が継続中である場合、⑦不祥事等に
ついて報道があった場合、⑧事故を起こした場合、⑨懲戒処分を受けた場合、⑩
法人等の経営状態に問題がある場合、⑪暴力団員等との関係が疑われる場合、⑫

破産宣告又は破産手続開始決定を受けた場合、⑬その他栄典を授与することが不

適当であると判断される場合には、栄典の授与を差し控えることとしている。

(2） 罪を犯したり、社会的批判を浴びた者であっても、罪を戯いその後に功労を挙
げることもあること等を考慮すれば、 （1）に該当する者についても、一律に栄典

の対象から除外することは適当ではない。

そこで、賞勲局においては、 （1）に該当する者については各省各庁の長から候

補者として協議を受ける前に事前協誰を受け、個々の事案ごとに、事案の重大性

や社会的影響、事案発生からの経過年数等を総合的に勘案し、栄典を授与するこ

との適否の検討を行っている。

この結果、栄典を授与して差し支えないと判断される場合には、候補者として

協議を受けることとしている。

(3） 候補者として協議を受けた者であっても、その後発令までの間に（1）に掲げ

たような事案が新たに生ずる場合がある。このような事案については、賞勲局に

おいてすべての事案を把握することが困難であるため、協議元においても候補者

及び候補者の関係する団体等に関する動向を常に確認し、何らかの事案が生じた

場合には､速やかに賞勲局あてに連絡することが肝要である。
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ち

2勲章等の擬奪及び返上

（1） 勲章等の擬奪

勲章擬奪令（明治41年勅令第291号。以下「令」という｡）及び勲章擁奪令施行細

則（明治41年閣令第2号。以下『細則」という｡）は、普通勲章（注)、文化勲章、

記章及び褒章（以下「勲章等」という｡）の擁奪、着用停止などについて定めている。

勲章等の振奪は、国が単にその勲章等を取り上げるということではなく、それを授

与された者の地位を失わせるということである。具体的に言えば、 『勲三等に叙し瑞宝

章を授与」された者あるいは『文化勲章を授与」された者の勲章を概奪するというこ

とは、その者の勲三等という地位（勲等）あるいは文化勲章を授与されている者とい

う地位を消滅させ、その副次的効果としてその者が所持している勲章等及び勲記等を

没取するものである（勲章等若しくは勲記又は章記（以下「勲記等」という｡）を失っ

ている者に対しても、勲章等の被奪は可能である｡)。

金熟勲章や支那事変従軍記章のように現在既に制度上廃止されているものは、擁奪

の対象とはならない。

後に述べるように勲章等の被奪事由は共通であるから、ある者が普通勲章と褒章の

双方を受けている場合において、擁奪事由が発生したときは、その双方ともに棚奪さ

れる。

また、普通勲章を複数授与された者が勲章を擁奪される場合は、すべての勲章を没

取される（例えば、戦時中に旭六を授与され、春秋叙勲において瑞双を授与されてい

る者は、その双方の勲章を没取される)。勲記についても､同様である。

勲章等の被奪には、法定械奪と裁遼擁奪がある。

法定擁奪とは、一定の被奪事由が発生したとき（例えば、執行猶予を付されない懲

役刑が確定したとき）に、その時点において当然に（換言すれば、国が勲章等の械奪

の決定を行うまでもなく）勲章等が被奪されることをいう。

裁鐘被奪とは、一定の擬奪事由が発生したとき（例えば、執行猶予を付された懲役

刑が確定したとき）に、国がその情状を判断し、擁奪するのが相当であると認めて縦

奪の決定を行い、その結果、勲章等が號奪されることをいう。

なお、勲章等が擁奪されたときは、その旨が官報に掲載される（法定縦奪であるか

裁鼠襯奪であるかは問わない｡)。

(注）令の条文は、 「勲等｣、 「勲章」及び「文化勲章jを区別しており、令における『勲章」は、普

通勲章のメダルを意味している（令第1条第1項及び第2項参照)。

(2） 勲章等の法定擬奪

①法定擬奪事由

普通勲章の法定擬奪事由は令第1条第1項に定められており、この規定は文化勲

章、記章及び褒章について準用されている（第6条)。同項の法定擁奪事由は、次

のとおりである。

ア死刑に処せられたとき。

イ執行猶予を付されない懲役に処せられたとき。
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ウ無期の禁鋼に処せられたとき（無期の禁銅には、執行猶予を付し得ない。刑法
第25条)。

エ執行猶予を付されない3年以上の禁鋼に処せられたとき。

なお、刑に処せられたという法令用語は、その判決が確定したことを意味する。

②法定轆奪事由が発生した場合における勲章等の没取
前記法定被奪事由のいずれかが発生したときは、関係検察庁は相手方に対して勲
章等が擁奪された旨を告げ勲章等及び勲記等を提出させ、もし相手方がこれらを失
っているときはその旨のてん末溌を徴し、これらを申牒書とともに賞勲局に送付す
ることとされている（令第1条第2項、第6条、細則第1条、第5条)。

(3) 勲章等の裁量擬奪

①裁量擬奪事由

普通勲章の裁量概奪事由は、令第2条第1項に定められており、この規定は文化
勲章、記章及び褒章について準用されている（第6条)。同項は、第1号から第4
号までにおいて、次の事由を定めている。

ア第1号執行猶予を付された懲役（懲役は、 3年以下のものにのみ執行猶予を付
し得る｡）に処せられたとき、又は執行猶予を付された3年の禁鋼に処せられたと
き。

イ第2号3年未満の禁鋼に処せられたとき（執行猶予が付されているかどうかを
問わない｡)。

ウ第3号公務員が懲戒の裁判により免職されたとき、又は懲戒の処分により免職
されたとき。

（裁判官が裁判官弾劾法第3条による裁判で罷免された場合が「懲戒の裁判により
免職されたとき」に該当し、一般職の国家公務員（又は地方公務員）や自衛隊員が
国家公務員法第82条（又は地方公務員法第29条）や自衛隊法第46条により懲戒
免職された場合が「懲戒の処分により免職されたとき』に該当する｡）

エ第4号素行がおさまらず、帯勲者としての面目を汚したとき。

②裁量振奪事由が発生した場合における手続
前記裁量械奪事由のうち、第1号又は第2号に掲げる事由（有罪判決の確定）が
発生したときは関係検察庁が、第3号に掲げる事由（懲戒免職の裁判又は処分）が
発生したときはその裁判又は処分をした機関が、第4号に掲げる事由が発生したと
きは都道府県知事又は各省各庁の長が、それぞれ賞勲局に申牒することとされてい

る（細則第1条第1項、第4項、第5条)。

この申牒を受けたときは、情状を勘案し、擁奪するのが相当か否かを決定する。

擁奪することが相当であると判断しても、すぐに擁奪の手続きを行うのではなく、
あらかじめ返上を勧告する文書を送付し､対象者から返上の請願があった場合には、

これを認めることとしている（(6)参照)。対象者が返上の意思を示さない場合に

は、鐵勲局は勲章等の被奪の閣議請議を行う。

被奪が決定したときは、賞勲局は申牒を行った機関に勲章等及び勲記等の没取を
嘱託する。嘱託を受けた機関は、本人に勲章等が械奪された旨を告げ勲章等及び勲
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記等を提出させ､もし相手方がこれらを失っているときはその旨のてん末書を徴し、

これらを賞勲局に送付することとされている（細則第3条第1項、第5条)。

なお、裁鐘擁奪事由のうち第1号、第2号又は第3号の事由が発生した旨の申牒

を受けた場合において、情状を判断し、概奪に及ばないと認めて不被奪を決定した

ときは、賞勲局はその申牒をした機関にその旨を通知し、当該機関が本人にその旨

を通知することとされている（細則第4条、第5条)。

(4） 勲章等を振奪された者に対する叙勲

日本国憲法施行後に授与された勲章等を擁奪された者に対しては、叙勲（賜杯及び

褒章授与を含む｡）を行わない。

日本国憲法施行前に授与された勲章等を擁奪された者に対しては、その後の経過年

数、功綴等を厳格に考慮した上、叙勲を行い得る。

(5） 勲章等の着用停止

勲章等を有する者が法令により拘禁されている場合（罰金を納付しないため、労役

場に留置されている者を含む｡）は、その期間中、識奪されていなくても勲章等を着用

することができない。保釈、仮出獄及び刑（懲役刑及び禁固刑に限ると解釈される｡）

の執行猶予の期間中も、同様である（令第3条、第6条)。

また、 3年未満の禁鋼に処せられて刑の執行を終わった者（注）等は、勲章等の柵

奪に関する決定（裁馳概奪の決定又は不棚奪の決定）があるまでは、勲章等を着用す

ることができない（令第5条、第6条)。

(注）簸近の実務では、執行猶予を付されない3年未満の禁鋼に処せられた者に対しては、判決の確

定後速やかに裁逓擁奪の決定か不擬奪の決定を行うこととしているから､刑の執行は終わったが、

いまだ綴奪に関する決定が行われないため､勲章等を所持しながら令第5条によりそれを穂用し

得ないという状態が生ずることは、ほとんどないと考えられる。

(6） 勲章等の返上

「位、勲章等ノ返上ノ請願二関スル件」 （昭和20年勅令第699号)、及び「位、勲

章等ノ返上ノ請願二関スル件施行ノ件」 （昭和20年閣令第68号）は、位階令による

位の返上とともに、勲章（上記の法令においては、 「勲章」という用語は普通勲章と文

化勲章の双方を含んでいる｡)、記章及び褒章の返上について定めている。

勲章等の返上は、単に勲章等を国に返上するということではなく、その地位を辞退

するということである。具体的にいえば、 『勲三等に叙し瑞宝章を授与」された者が勲

章を返上するということは、その者の勲三等という地位（勲等）を辞退し、その副次

的効果としてその者が有する勲章及び勲記を国に返納するものである（勲章又は勲記

を失っている者も、勲章等の返上は可能である｡)。

金鶏勲章や支那事変従軍記章のように現在既に制度上廃止されているものは、返上

の対象とならない。
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普通勲章、文化勲章、記章及び褒章の二種以上を授与されている者は、その全部又
は一部を返上することができる。例えば、①普通勲章、②文化勲章、③紫綬褒章及び
④藍綬褒章を授与された者は、①だけを返上すること、あるいは①と④だけを返上す
ることもできる。

ただし、複数の普通勲章を授与された者が普通勲章を返上する場合、例えば、かつ
て勲四等に叙され旭日小綬章を授与され、その後瑞宝中綬章を授与された者が普通勲
章を返上したときは、勲四等旭日小綬章並びに瑞宝中綬章の勲章及びそれぞれの勲記
を返上しなければならない。

勲章等を返上しようとする者は、返上願に勲章等及び勲記等を添えて（これらを紛
失しているときはその旨のてん末審を添えて)、返上請願を行う （注)。賞勲局は、返
上請願について閣議請議を行い、返上の講願が許可されたときは、その旨を本人に通

知するとともに官報に掲載する。

『一身上の都合により』 という返上諸願の理由も認められる。(注）
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e勲記等の様式について

勲記、章記及び杯記は、それぞれ制度制定以来種々の変遷を経ているが、現在の標準的

な様式を次に掲げると次のとおりである。

、
①
②
幻
鋤
①
②
ｊ４

く

く
く

く

勲記

御親署の勲記の例

勲記の例

章記

杯記

賜杯の例

褒章（遺族追賞）の例

褒状

褒状の例

褒章（紺綬遺族追賞）の例

①
②
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勲記

①御親署の勲記の例

(1)

日
本
国
天
皇
は
姓
名
に

○
○
○
○
○
を
授
与
す
る

○
○
に
お
い
て
み
ず
か
ら
名
を
署
し

璽
を
お
さ
せ
る

御
名平

成
○
年
○
月
○
日

内
閣
総
理
大
臣

内
閣
府
賞
勲
局
長

第
○
○
○
○
号

姓姓

名名

公印

たて42cm よこ59.4cm

②勲記の例

○
○
○
○
○
○
○

日
本
国
天
皇
は

第
○
○
○
○
号

Ｊ

内
閣
総
理
大
臣

平
成
○
年
○
月
○
日

内
閣
府
賞
勲
局
長
姓
名

に
お
い
て
璽
を
お
さ
せ
る

を
授
与
す
る

姓
名 姓

名

同 ア
」Ｉ

たて42cm よこ59.4cm
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(2) 章記

章記の例

第
○
○
○
○
号

○,-､日つ
い
て
○
○
褒
章
を
授
与
す
る

S薑本
内
閣
総
理
大
臣

平
成
○
年
○
月
○
日

内
閣
府
鐵
勲
局
長
姓
名

国
天
皇
は
姓
名
に

の
事
由
〕

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
に

姓
名

公
印
公
印

たて36.4cm よこ51.5cm

(3)杯記

①賜杯の例

第
○
○
○
○
号

○
○
○
○
を
授
与
す
る

日
本
国
天
皇
は

内
閣
総
理
大
臣

平
成
○
年
○
月
○
日

内
閣
府
賞
勲
局
長
姓
名
姓
名 姓

名

鮠 に

たて29.7cm よこ42cm
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②褒章(遺族追賞)の例

故
姓
名

遺
族
姓
名

日
本
国
天
皇
は
右
の
者
に

〔
受
章
の
事
由
〕

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
に

第
○
○
○
○
号

つ
い
て
○
○
○
○
を
授
与
す
る

内
閣
総
理
大
臣

平
成
○
年
○
月
○
日

内
閣
府
賞
勲
局
長

姓
名

姓
名

公
印

たて29.7cm よこ42cm

(4) 褒状

①褒状の例

〔
団
体
名
〕

日
本
国
天
皇
は
右
を

〔
受
章
の
事
由
〕

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
に

第
○
○
○
○
号

つ
い
て
表
彰
す
る

内
閣
総
理
大
臣

平
成
○
年
○
月
○
日

内
閣
府
賞
勲
局
長

姓
名

姓
名

公
印
一

たて36.4cm よこ51.5cm
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②褒状(紺綬遺族追賞)の例

第
○
○
○
○
号

故
姓
名

遺
族
姓
名

日
本
国
天
皇
は
右
の
者
を

〔
受
章
の
事
由
〕

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
に

つ
い
て
表
彰
す
る

内
閣
総
理
大
臣

平
成
○
年
○
月
○
日

内
閣
府
賞
勲
局
長
姓 姓
名名

たて36.4cm よこ51.5cm
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4略小勲章について

略小勲章は、略綬略章着用規程で定められたもので、勲章と同様の形状と彩色を有する
純銀製の小型（ミニチュア）勲章であり、有勲者に限り着用することが認められているも
のである。

略小勲章は、独立行政法人造幣局販売・顧客サービス課に依頼して宮費で調製すること
ができるが、その際、造幣局発行の注文書及び叙勲内容通知書に必要事項を記入の上、申
し込むことになっているので、返信用切手を添付の上、独立行政法人造幣局あて申請され
たい。

燗い合わせ先］

独立行政法人造幣局販売・顧客サービス課

（〒534-0043大阪府大阪市北区天満1－1－79）電話06-6351-6913（直通）
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5勲章。勲記等を紛失した場合の取扱い

勲章及び勲記又は褒章及び章記は、いずれも再交付することはできないが、勲記又は章

記については、これに代わるものとして、有勲証状（勲記）又は有章証状（章記）を交付

している。交付を希望される方は、有勲証状等交付願(R153参照）により返信用切手を

添付の上、直接、賞勲局あて申請されたい。

勲章又は褒章（綬、略綬を含む｡）については、独立行政法人造幣局販売・顧客サービス

課に依頼して自費で調製することができるが、その際、賞勲局発行の勲章（褒章）調製通

知書を添付して申し込むことになっているので、勲章調製等通知醤交付願(R153参照）

により、資勲局あて返信用切手を添付の上、申請されたい。

また、塗箱のみを希望される方は黒江屋に、綬、略綬のみを希望される方は中杉にそれ

ぞれ直接依頼して自費で調製することができる。

なお、造幣局では､現在､記念章及び従軍記章については､都合により調製していない。

(1)勲章、褒章（綬、略綬を含む｡）※綬、略綬のみは扱っていない

独立行政法人造幣局販売・顧客サービス課

（〒534-0043大阪府大阪市北区天満1－1－79）

電話06-6351-6913 （直通）

(2)塗箱

黒江屋（〒103-0027東京都中央区日本橋1－2－6黒江屋国分ピル2階）

電話08-3272-0948

(3)綬、略綬

中杉（〒105.0003東京都港区西新橋2－13－4）

電話03-3501-3943

(4)有勲証状、有章証状、勲章（褒章）調製通知番

内閣府賞勲局（〒100-8914東京都千代田区永田町1－6－1）

電話03-5253-2111 （代表)、03-3581-6536（直通）
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(様式）

ロ有勲証状等交付願

口勲章調製等通知書交付願
平成 年 月 日

内閣府賞勲局長殿

下記の勲章、勲記等を紛失（破損） しましたので、勲章調製等通知書、有勲証状等
を交付されたく申請します。

記

該当する□に「し」を付けてください。

申請できるのは、受章者本人又は原則として二親等以内の遺族の方です。

申講の際には、受章者本人の場合は本人確認できる瞥類（免許証・保険証写乙等)、代理申謂の場合は受

章者との続柄を証明できる譜類（戸籍等）を添付してください。

「証明、調製等が必要な勲章、褒章名等」 、 ． 『紛失（破損）状況」欄はわかる範囲で記述願います。

返信用切手（証状等140円、通知響82円）を添付してください。

備考 １
２
３

４
５

－153－

申請人

王
＝ 3 主

ー

陽
一

T

氏 名

電話饗
凸
●号

受軍者との続柄

〒

に ］

（ ）

本人・配偶者・父飼: ．祖父母・子・孫。その他（ ） ※○を付けてください

．受章者本人が ロ勲記を紛失した（有勲証状） 口章記を紛失した（有章証状）
｡等童者の磯族が口勲記を紛失した（有勲証明譜又は証明藩） ロ章記を紛失した(有章証明書）

･勲章を ロ紛失した（勲章調製通知醤） 口破損した（勲章修理通知醤）
穆童券 口紛失した（褒章調製通知書） ロ破損した（褒章修理通知譜）

受章者

ふりがな

氏 名

生年月日

本 籍

官職等

※受竜した後に、改姓、改瑞した場合は記入

(改氏名）

明 大・昭・平

年 月 日生 ※受軍者が亡くなった場合は死亡年月日を記入

(明・大・昭・平 年 月 日死亡）

※受章当時詮記入

※受章当時を記入

証明、調製

等が必要な

勲章、褒章

名等

勲章、褒章籍の名称

勲記、章記騨の番号

受章年月 日

受章事由

第 号

明･大・昭･平 年 月 日

紛失(破損）

状況

紛失年月 日

(破損年月日）
明･大・昭､平 年 月 日

紛失場所

(破損簡所）

(わかる範囲で具体的に）
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1各府省栄典担当部局(窓口）

門悪~~1－蔀|FAx I－術考」部局等|代表電話一
二三ﾆ 官 ､芯三・｡ 一-… -重二二二

徽勲局: 5253-2111
F

離員 | 3581-511」
議員 i 3581-3111

鶴一籟

| 3581-5111
; 3581-3111

!

ロ
Ｌ
僻
一
瞬

Ｉ
‐
『
呵
司
到
司
副

省
一
閣
一
院
一
院

1

1

議員関係
一

〃

一
樺 3581-5ilf

織

姦
1睡凋

その他
一

〃

事
一
事

目
同
一
宮
同

務
一
務

院
一
院隙 I人事 ： 3581-3111

三RHP

人事 ’' 3581-2331| 3581-2331
－一一

芦
館
一
院
一
院

1 3581-3251

: 3581-5311

但川咀咽州４用剤Ⅱ町偲削剥Ｎ川副可剖

3581-3251

3581-5311

寺
雷

査

図会
検
事

叫
州
凶
画
‐
川
ｌ

Ⅷ
Ｌ
Ⅲ
Ⅲ
１
１
町
咽
川
Ⅱ
咽
。

令

Ｐ

。

ｆ

も

こ

・

１

３

↓

ｒ

樺
一
鋤
一
鐸
一
癖
一
釦榔

5253-2111

3213-1111

3581-5471

3581-0141

3581-5471

3581-0141

1

1岼
一
庁
一
崖
一
一
庁
一
庁

i内閣・ 向
|宮 内
1公正取引委

繕 察

i金 瓢

一
樺 ｜ ‐ ’|’’

総務 1 3506-6000_塗延I
０
《
ｌ

７

７

０
０
５
５

、
く
〕
、
『
ｕ

Ｐ
Ｈ
ｕ
戸
〔
Ｊ

、
〃
］
何
〃
〕

芦
‘
『
Ｕ

戸
、
〕

務 省 （旧総務）総

’5…11秘書蹄
一
州
一
轟
一
庁

5253-5078

5253-5072

3581-9961

5253-75215253-7521

確
邇
錘
一
蝿
一
睡
棚

鋤
一
碑

ｌ

１

ｎＵ

、１

戸ｂ

旬ｌ

Ｑ
Ｊ
戸
ひ

可
１
ｎ
ｏ

〔
ひ
Ｆ
Ｄ

戸
０
ワ
．
〕

ｎ
Ｊ
戸
、

公害等調盤

消 防 岡W 253-7531 1
, 1

1

15253-

腱
厩

省
一
省

3580-4111

5501-8000

藩
睾
務

（

財

外 3580-3311

3581-4111

１

省

‐
八国

務:財 務 省
;=－－

i文部科学省(旧文部) (叙勲）
|一－ （褒章）（褒章） 人躯：人躯：

(旧科技） （叙勲）
5253-4111

I

（褒章）

|厚 生 労 働 省

振興企画
一

人事 函 ’5253-llll

3502-8111

3501-1511

ｌ
ト
ー

3595-3030

3591-6750

3501-1608

’農林 水 産 省
3501-20802071業 省

（旧運輸）

（旧建設）

（旧国土）

(北海道局）

|経 済 産
|国土交通省 21226

ﾆ ニニ

5253-81691 5253-15205253-1520

’
212165253-8111

■
ロ
酔
可
０
Ｆ

貼
■
用
Ｆ
・
■
６

一一一

5521-8206 ’’
。
■
Ⅱ
Ｕ
Ｉ
ｌ
Ⅱ
Ｉ
Ｅ
閏
砠
“
Ｆ
６
日

ｈ
門

ｌ

ｌ

ｒ

ト

ー

Ｉ

俳
手
車
５
吟
Ｆ
ｂ
Ｉ
ｋ

省
一
省
一
所

秘書

服務管理

調査

61263581-3351

3268-3111

3264－8111

境
一
衛
一
裁

環
一
防
一
最 ’句

０
ｂ
ｙ
も
矛
Ｒ
画

判
－－句

I胃1
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2都道府県栄典担当部局(窓口）

配
‘

庇尋璽ヨーロー ー『ロー'一一・一qー ー=一一■一一

代表番号(内線）
－一幸一己－－－－－壷■ナ.~寺

。
ｆ
引
圃
Ⅱ
１
吋
Ｆ
Ｆ
‐
’
１
１
１
１
ｈ
局
Ⅲ
■

恥
一
価
一

睡
一

唖

一

》
腫
一
０
《

ｂ
ザ
皿
７
１
８
２
【
Ｔ
ｌ
■
唖
山
Ⅱ
Ｉ
国
司
ｌ
卦

011-204-5027

017

唖 担当部局
－－，一ニーーーーニ寺諄ニー壺グー一・一 心･

総務部人噸局人車裸服務グルーワ| 北海道総務部人噸局人車裸服務グﾙｰブlOll-231-4111
i 青森県i"郁繕務学Wim又僻.難曲グﾙｰブ!017-722-llll(2082)

；

i岩手県|総務部人事課人事担当 !019-651-3111(5071)

|宮城県|総務部人事課総務班 | 022-211-2111(2223)
'秋田県i総務部秘欝裸 IIOl8-860-llll 」！ ……

!山形県:総務部秘醤課調整担当

総務部人事課総務班

総務部秘欝裸

|理2〒211-2111(2223)

IIOI8=860-llll

I
-734-9093IO17-734-8006

019-629-5071 019-629=5074

|022-211-22931
1018-860-1034!

;023-630-3048

1024-521-7900

029-301-2068!
‐…~. ." ！

028-623-2040 i

| 022-211-2223

1 018-860-1032

ワＪ

９

８

４

１

７

１
《
０
５
３
２
Ｑ

０
．
０
０
０
０
Ｒ

ワ
．
］
７
２
２
り
空
，

０
１
ｌ
ｎ
Ｊ
６
ｎ

ｎ
ｊ
ワ
〕
（
Ｕ
？
》
り
〕
２

６
５
３
６
２
Ｒ

一
一
一
一
一
一

ワ
Ｊ
４
９

８

７

Ｒ

２

２

２

ｏ
由
り
色
４

０
０
０

０
０
６

夕
■
梱
ｃ
ｂ
Ｇ

Ｊ
Ⅲ
ｌ
Ｉ
０
１

Ｊョ

Ⅲ

弓

４

ｒ

ｆ

§

Ｉ

Ｊ

ｌ

ｈ

Ｆ

個

口

明

１

６

１

１

冊

・
亜
日
斗
↓
Ｌ
“ ７

I福島県総務部秘曹裸 IIO24-52'-''''
談城県|知事公室秘欝課栄典･ほう賞担当|!029-301-11111

栃木県!緩“理部人蛎課行政管理担割028言623-232j
群馬県|総務部総務課総務係 iO27-223-'''1
埼玉県I総務部人事裸総務経理.栄典担当iO48-824-211d

1

Ｔ
心
■
ｑ
守
下
量
０
日
甲
中
甲
６
℃
３
１
４

■
１
■

９
毒
０
－

ハ
Ｕ

ｎ
Ｊ

ワ
〕
行
Ｉ

２
４

１
１
ハ
Ｕ

ｎ
＆
ｎ
ｊ

ワ
』
〔
廿

７

（

び

ワ
臼
刀
４
》

０
０
－’

５

９
６
８
０
２
２

０
３
３
２
８
２

８
３
４
４
０
０043-223-211d |043-225-1904i

一 ~ ¥

# 千葉県!総務部総務課政策班

ﾘ東京都|政策企画周雑務郁秘欝課雌務担当）
i神奈川県|政莱周知郡室管理｡徽鴫グﾙｰブ
|新潟県|知事政策局秘薔課総務係

千葉県
一

東京都 03-5388-2064 I

045-210-20291045-2iO-8802i

ｌｒ上Ｄ

ｌ
ｉ
ｌ
１

１
１

１
ｌ

１
１
（
Ｕ

ワ
］
・
ｌ

ｎ
Ｊ
ワ
］

戸
。
一

一

Ｆｂ

Ｑ
Ｊ

８
４

ｎ
ゾ
ハ
Ｕ

I

1025-285-5511 1 025-280－5006

1 076-444-9617
025-280-50741

076-444-34761
076-225-12441

,, -j

O776-20-06261

1

総合政策局秘番裸微勲係 I
総務部人聯諜人材育成グループI

富山県
一

石川県

076－431－4111

076-225-1111

1

1 076-225-1241

0776-20－0239

055-223-1301

026-235-7137

I福井県i港影部人､細璽腕畷j､猟･栄典グﾙｰフ
||山梨県i総合政策部秘魍課総務栄典担当山梨県i総合政策部秘醤課総務栄典担当

0776－21-1111
ﾄ

I

IO55-237-1111
長野県|総務部人事課総務係 IO26-232-0111

ｏ
Ｊ
Ｆ
Ｄ

八
Ｕ
ｑ
〕

Ｄ
Ｊ
ｏ
Ｑ

１
１
【
Ｉ

ｏ
○

戸
○

○
山
Ｑ
Ｊ

０
凸
ワ
』

辰
Ｕ
戸
ｂ

伝
、
ワ
白

八
Ｕ
ハ
Ｕ

I秘播課管理表彰係
l知事戦略局秘瞥課

溌

州

058-272-11111 1058T272-1142

1 －
５
４
０
６
５
１

ワ
】
ワ
】

８
１

７
ワ
〕

２
２

８
４
５
５
０
０■

側

ＰＯ？ rkiffZlW.i)""繍螺詳嬬典･{バi鯵〃ﾙｰ･ゾ’ １
１

052-961-2111{

059-224-30701 」
函 052-954-6017

059-224-2190

052-951-1074

｣三重県|総務部総務課企画総務班

滋 賀県|総務部人蛎課総務･服務係
京都府細番課渉外彌整担当

大阪府 1““掃我黄*IIIji緯鰐隷ﾉ､15･f:"4ダ烈一プ

京都府|;秘諜課渉外彌難担当
i"睡職i舗職露企‘繍鰭礎諜"“ﾂ帥-7'

IO77-528-4815

075-414-40101075-414-4009IO75-45'-81''
大阪府 |06-6941-035】
兵庫県 #企画蝋異錦剰'ji:*":f課展典塞催"iO78-341-771!

075-451-8111

q

■
５
Ｆ
↓
几

i O6-6944-6438' 06-6944-6438

078-362-4112

1 0742-27-8349

06-6944-6062

078-362-4468

|奈良県!総務部人事課人事係
|和歌山県|知事室秘書課笹理栄典班和歌山県

0742-22-1101

073-432-4111

鳥取県

073-422-4032

' 0857-26-78830857-26-7883総務部総務課総務企画担当IO857-26-7111
政策企画局秘普課総務グﾙｰ iO852-22-51ii

10857-26-8122!

0852-22-50051085222-60211
086-226-7064

082-513-23561082-228-8684

083-933-2030 ! 083-933-2059

0857-26-8122

0852-22-6021

083-933-2059

島根県’

:岡山県!総合政策局秘書課
|広島県i総務局秘審課秘番担当
!山口県!総務部人事課総務企画班
I徳島県|経営戦略部総務課学事禰査担当
i香川県,|知事公室秘普課

|経営戦略部総務課学泰闘査担当
1 -… ‐,． 省 ,. -. .‘ _.．

|知事公室秘普課

!|086-224-2111

|082-228-2111
i ．~

i083-922-3111

i

i

088-621-2821

|県民環境部県民生活課表彰係

|総務部人事課

|088-621-2500

1087-831-1111
『

!089-941-2111

{088-823-1111
､

’ 088-621-2026

1 087-832-3013

1| 089-912-2303

:1 088-823-9601

1 092-643-3027

; 0952-25-7007

: 095-895-2015
4

■■■
1 097-506-2213

087-832-3013

089-912-2303

088-823-9601

092-643－3027

0952-25-7007

095-895-2015

｜
I 1087-806-0212 1

“~ “. ~~j

|089-912-2299:
!088-823-9251 1

.1

i092-643-30321

IO95"5-7288i
IO95-895-2548;

l096-385-2066}
'097-532-56501

I愛媛県;県民環境部県民生活課表彰係IO89-941-2111
1高知県総務部人事課 {088-823-llll
;福岡県|総務部行政経営企画課総務班092-651-1111
:佐賀県||政策部秘番課 iO952-24-21111
I長崎県|総務部秘番裸調整班 ､5-824-1111|
l熊木蕊i知事公室秘諜グﾙｰﾌﾟ 096-383-Iml
i大分県!総務部知事室 |097-536-lll1l
1宮崎県|総合政策部秘番広報課栄典担当
鹿児島県 |総務部秘番課 |iO99-286-21111■■
|沖縄県ll知事公室秘替課総務班 リ098-8品三23331

|政策部秘番課

l総務部秘番裸調整班
|知事公室秘審グループ

1095-824-1111

|096-383-,,,,

11 ‐総務部秘番課

知事公室秘諜課総務班

099-286-211

切
泌
帥
一

、
加
加
一

沁
稲
髄
一

一
２
８
》

５
－
二

８

９

８

一

９

９

９

－

０
０
０
－

0985-26-4390

099-286-5501’
’ 098-860-14531
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s勲章・褒章等の英訳

庫~詞Decoraticns

大勲位菊花章SupremeOraersoftlleCllrysanthemum

大勲位菊花章頸飾CollaroftlleSupremeOrderoftheChrysanthemum

大勲位菊花大綬章GrandCordonoftheSupremeOrderoftheChrysanthemum

桐花大綬章GrandCOrdonoftlieOr(ieroftilePaUlowniamowers

旭日章OrdersoftheRisingSun

旭日大綬章GrandCordonoftheOrderoftheRisingSun

旭日重光章靭heOrderoftheRisingSun,GoldanaSilverStar

旭日中綬章TheOrderoftheRisingSun,GoldRayswithNeckRibbon

旭風小綬章TheOrderoftheRisingSun,GoMRayswithRosette

旭日双光章TheOrderoftheRisingSun,GolaandSilverRays

旭日単光章TheOrderoftheRisingSun,SilverRays

瑞宝章OrdersoftlleSacredneasure

瑞宝大綬章GrandCordonoftheOrderoftheSacrednfeasure

瑞宝重光章TheOrderoftheSacredTreasure,GoldandSilverStar

瑞宝中綬章TheOrderoftheSacretI'Iifeasure,GoldRayswithNeclKRibbon

瑞宝小綬章TheOraeroftheSacredrneasure,GoldRayswithRosette

瑞宝双光章TheOrderoftheSacred'IIreasure,GoldandSilverRays

瑞宝単光章TheOx･deroftheSacred'Iifeasure,SilverRays

ｎｗＣ Ｏｒ伽
卿
唖
》
剛
山

Ｓ恥
恥
別
Ⅷ
帥
恥

伽
帆
帆
Ⅷ
肌
帆

か
ｒ
ｍ
伽
湖
ｍ
ｍ

ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ

可
ｑ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ

ｅ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
ｓ

Ⅷ
伽
・
伽
・
帥
公
伽
・
伽
・
亜

伽
伽
恥
恥
伽
恥
恥

侃
〕
、
Ｉ
ｅ
ｅ
ｅ
ｅ
ｅ

囎
函
池
出
伽
油
髄

０
ｏ
ｆ
ｆ
ｆ
ｆ
ｆ

●
側
斌
加
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ

Ｐ
Ｃ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ

ｒ
ｏ
ｅ
ｅ
ｅ
ｅ
ｅ

伽
鯏
仇
伽
伽
伽
伽

刎
伽
伽
伽
伽
伽
伽

ｒ血
章
章
章
章
章
章

Ｏ
綬
丹
蝶
花
葉
光

大
牡
白
藤
杏
波

章
冠
冠
冠
冠
冠
冠

冠
宝
宝
宝
宝
宝
宝

宝

文化勲章OrderofCuiture
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慶一罰Medals

紅綬褒章MedalwithRedRibbon

緑綬褒章MedalwithGreenRibbon

黄綬褒章MedalwithYellowRibbon

紫綬褒章MedalwithPurpleRibbon

藍綬褒章MedalwithBlueRibbon

紺綬褒章MedalwithDarkBlueRibbon

金飾版・銀飾版GoldBar･SilverBar

銀杯。木杯SilverCupsandWoodenCups

銀杯（菊紋)SilverCupwiththeChrysanthemumCrest(Single)

銀杯〈一組・菊紋)SilverCupswiththeCl,rysanthemumCrest(Setofthree)

銀杯（桐紋)SilVerCupwiththePaulowniaCrest(Single)

木杯（一組台付．菊紋)LacqUeredWoodCupswiththeChrysanthemumCrest(Set

ofthreewithastand)

木杯（一組台付．桐紋)LacqueredWoodCupswiththePaulowniaCrest(Setof

tl,reewithastand)
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4叙勲画褒章等事務電算化コード一覧

（1）府省部局ｺｰド番号

筆一唐．

－161－

派
・
勺

雀 部局名 ．､-－承
公

註 2融庁 OgD

総務企画局 O9E

検蓑局 09F

監 〕薯局 O9G

その他 O9Y

消費者 画
‐

口
車 610

総務雀 640

大臣1 亨房 641

行政 誉理局 643

行隣 F価局 644
エ

ニ
ー 治イ ﾃ政局 645

自治財政局 646

自治税務局 647

情報通信国 祭戦略局 648

情報流通行政局 649

総合彌信基盤局 64A

統計局 64B

その他 64Y

公害等議 轄霧農会 090
旬
や
〃
句鞭『庁 SSO

内部部局 531

その他 53Y

法 塞省 200
ロ
ヴに臣官房 201

民藍諒局 202

刑菖蔀局 203

％爵正局 204

呆誰局 205

人椛
■
■
『
１

Ｉ
Ｉ
Ｂ 雍謹局 206

入匡管理局 207

総察庁 208

公安調査庁 209

訟務局 20A

その杣 20Y

外藩省 220

大臣信 陽房 221

総合夕 、交』鋪 そ局 222

アジア大¥ 割､I， 局 223

』とうを局 224

匡 。
ー

F瀞を局 225

攻 ﾄ|侭
ゴ
両
リ 226

に ． 芝アフリカ局 227

ボ雷 芋局 228

塵 祭協力局 22C

匡 骨法局 22D

篠 』
■ #局 22E

匡 ’ 計騨鋤龍舌官 22F

その 1 l 22Y

9務省 SSO

大臣官房 681

主計局 682

主税局 683

関税局 684

府省部局名 ．､－‐ド

（ ヨ会爵 &扇） (0O0)

衆講 澆 001

参議 廃 002

鶏議院事：審局 010

事藩局 011

法制局 O12

その他 01Y

参議院毒霧
。
罰 020

琴 :藩局 021

法制局 022

その他 02Y

寺 到今膜 篭 館 OSO

会計 鐙衝院 040

華
。？
ー

、J
q
藷総長官房 041

鐸
一
一

一
卜

局 042

043

篭乏局 044

篭四局 045

篭五局 046

その他 04Y

人蕊院 OsO

官房音 1局 051

人材局 052

給与局 053

公エ z審査局 054

】雌乱福祉局 055

その他 05Y

』 ヨ 鼠 060

内閣官房 O61

％曽制局 062

郡圓府 SOO

フ<原官房 601
Ｊ
●
ロ謹製 |局 602
‐
‘
‐
‐
■
口
君女共同参画局 603

＃ ｡縄辰興局 605

そ 'のイ
ー

且 60Y

宮内
一

丁 100

長官官房 101

侍紺識 102

東宮職 103

式部】 & 104

書陵 I 105

管理音
７
，
Ｊ 106

その他 10Y

み､祁酌副塞
酉

罵 会 070

醤察．
一

丁 OSO

長官官
一

号 081

生活安全局 082

刑事局 083

交通局 084

瞥 庸局 086

情報通信局 087

その他 08Y



-162-

府省部局名 コーード

理財局 685

国 祭局 686

造 ’幣局 687

印刷局 688

国税庁 689

財務局 68A

その他 Q 68Y

文 郭奉 学剤 §
Ｌ
０
Ⅱ
１
０
Ｖ
も 720

大臣官腸
一
呈
す 721

生涯学習政策局 722

枝 等中等教育局 723

高等教育局 724

零 ,学技ウ『･学術政策局 725

稲
、
●

究振§ 1局 726

研 :究開発局 727

スポーツ庁 728

文化庁 729

そのイ 且 72Y

里と冨労 I 省 ﾌe0

大臣官房 761

医政局 762

便 1康局 763

医薬･と 三活＃
Ｆ
Ｒ
Ｉ
、
口
■

Kだ
ー三局 764

タ
ブ ﾀ働基2 通一局 765

職業安ズ 菖局 766

人材開発統イ舌官 767

雇用均等･児童家莚局 768

社会･援護局 769

老健局 76A

呆険局 76B

年金局 76C

整用環1葱･均等局 76D

子ども 家庭局 76E

その他 76Y

」鍵 3 ワ く産省 340

大臣官房 341

大臣官房統言 -玄胸 ］ 342

生産局 344

基営局 345

§射振興局 346
■
４
口
庁 y畷庁 348

ス〈産庁 349

＆聖林水産技術会議事務局 34A
地方農政局 34B

消費･安全局 34C

食料産業局 34D

政策統括官 34E

その他 34Y

経済産業1
公

ヨ BOO

大臣官房 801

経済産業政策局 802

通席う政策局 803

貿参 『経誤
●
●

協力局 804

産業技徐
Ｄ
ｂ

環境局 805

製造産業局 806

商務情耗政策局 807

資源エネルギー庁 808

特許庁 80A

雁 :省部局名 ．､---‐ ド、
に .小企業庁 80B

その他 80Y
を
■

■

ロ ﾖニ二交通省 840

大臣官房 841

総合政策局 842

国土政’そ局 843

土地･建設産業局 844

都市局 845

水管理･国士
I
刀 ﾐ全局 846

道 路局 847

住宅局 848

鉄道局 849

自動車局 84A

液蛎局 84B

漣 ;湾局 84C

＃
Ｊ
炉
旧
７ ;空局 84D
芋
プ 上液猶局 84E

Iﾖ土地理院 84F

気象庁 8義G

海上保安庁 84H

海蝋 f審判所 84J
観光庁 84K

その他 84Y

環境：鐘 880

大臣官房 881

総合環境政策局 882

地弗そ環境局 883

水･大気環境局 884

自然環境局 885

その 也 88Y
＝a

肋1新
ｄ
●

公
国
四 920

大臣官房 921

防‘『政策局 922

運ノ 3企画局 923

人署認教育局 924

経理装備局 925

陸上幕僚監音 I 926

海上幕僚監部 927

航空幕僚監部 928

装備本音 I 929

防衛瓶認2庁 92A

盤備計画局 92B

地方謁力局 92C

防衛 I
i

n

士
Ｐ
ｇ
。
■
Ⅱ

』

出
圭
定 i庁 92D

そのI 』 92Y

墨〔高瀞 §I所 SSO

最高裁 581

東京高裁 582

大阪高裁 583

名古屋高裁 584

広島高裁 585

福岡高裁 586

仙台高裁 587

札幌高裁 588

高松高裁 589

その他 58Y



を

新判I

－163－

者$道 守県名 コード

北海道 LO1

青森県 LO2

岩手県 LO3

宮ｑ
■戒県 LO4

秋田県 LO5

』形県 LO6
一

畠 I 県 LO7
■
■
ｄ
■実■

９

■
二
口
■
■
侯 リ ;県 LO8

■
ｊ
″ 病フご県 LO9
己
。
’
夕職 ;県 ､ ｡ L10
ｑ
ｑ寄玉県 L11

千葉県 L12

東京都 L13

神奈川黒 L14

§県 L15

富I 県 L16

石
■■■■

|I 県 L17

f野二県 L18

113 4県 L19

諺

一

F県 L20

リ
一

支
坐

、q■■

子 県 L21

静聞県 L22

愛知県 L23

三重県 L24

滋智県 L25

京都府 L26

大阪府 L27

●
領乏騨 i県 L28

奈良県 L29

和歌山県 L30

鳥取鰐 ■
」
巳

L31

認根県 L32

密
苧

左
仏
一

県 L33

島県 L34

11口県 L35
』
。恵島県 L36

香川県 L37

愛媛県 L38

高知県 L39

福岡県 L40

佐賀県 L41

長崎県 L42

熊本県 L43

大分県 L44

宮崎県 L45

鹿児島県 L46

沖縄県 L47



(2)経歴コード表

･分野は主要経歴に最も近いものとする
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経 莚コード 分類 分 野
０

０

．

■

■

日

■

■

■

Ｐ ＃ 考

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

公
務
員

国の行政職等

地方；
一

。
ｰq 臺筆

今
ｂ
■
一
口

、
・
季判事 、

Ｑ
ｊ
ｇ実事

ヨ立大学教 受

公立大学教 受

その1 1の教育職

医療､福祉従騨
垂
『
ゴ

国莞職員

警察官

毎上保安官

刑務1哉晨 、 ●

Y § 方吏屋 心 ．

自衛官

現業職員

漁業 ！鰯 ＃ 職 雪 ’

一
日
〃
。
①寺別耶 iを含む

短期大学含む

猛 宛
ー

ノに学含む

ｑ
■
４
〃莞務職のみ

入君警備官を含む

21

22
公社等
3公社､郵政公社

独立行女法人

31

32

33

公選職

国会議員

首長

地方議会議員

41

42

43

44

公
同
の
事
務

統計調査員

消防団員

保護司､人権擁護委員､教読師、
篤志面接委員､民生･児童委員

その他の公同の事務

国勢調査員､工業統計調査員等

公安委員会､交通安全協会､行政
相談委員､選挙管理委員会､人事
委員会､教育委員会、日本工業標
準調査会委員､調停委員等

51

52

53

54

55

56

民
間

民間団体役員､企業の役員
｡

私立大学教授

その他教育職

医療､福祉従事者

文化､スポーツ､科学技術

その他

短期大学含む

医師会等関係団体役員は51 1
1

体育協会等関係団体役員は51
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